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                                １０：０２開議  

 

○ 加藤清助委員長 

 おはようございます。それでは、ただいまより産業生活常任委員会と予算常任委員会産

業生活分科会を開催してまいりたいと思います。 

 いつものようにネットの中継の接続を行いますので、ご了解願います。 

 それから、何点か委員の皆さんに確認を冒頭にさせていただきます。 

 １点目は、この常任委員会中に所管事務調査を希望される項目がありましたら、その他

の事項で所管事務調査を行いますので、その旨、調査事項についてご提案があれば、午前

中に考えていただいて、午後一番ぐらいで、提案あるかないかも含めてお受けいたしたい

と思いますので、お考えください。 

 ２点目は、２月７日に開催いたしました産業生活常任委員会議案聴取会において、既に

この審査に当たっての資料説明を受けております。その聴取会の際に、委員の皆さんから

資料請求がございましたので、本日の審査は、それぞれ資料請求のあった資料及び追加上

程されました補正予算等についての資料説明をいただいた上で、質疑を行ってまいりたい

と思います。 

 それから、３点目は、審査順序がお手元に配られておると思いますけれども、その所管

のところの部局の業務の日程等ありまして、６番目にあります市立四日市病院については、

病院長が出席できる日程が限られておりますので、この項については、記載あると思いま

すが、明日かな。２月28日の午前10時からの審査と限定をさせていただきます。同じく９

番目にあります競輪事業特別会計予算の審議については、これもナイター競輪の開催等の

準備で、所管の部局の出席者が限られますので、３月４日の午前10時からの審査というこ

とで、日時を限って審査に入りたいと思います。 

 それから、お手元のほうに、１月30日に実施いたしました所管事務調査の農地バンクの

取り組みについて及び多文化共生についての調査のまとめを配付させていただいておりま

すので、内容をご確認いただいて、委員の皆様から修正等ありましたら、これは３月11日

の火曜日までに議会事務局までお知らせをお申し出いただきますように、冒頭にご案内を

させていただきます。 

 この幾つかのご案内、連絡についてはご了承願えますでしょうか。 
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（異議なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 それでは、議案第166号平成26年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出予算、歳出

第２款総務費、第１項総務管理費中、市民生活課及び文化国際課所管部分、第10款教育費、

第５項社会教育費、第３目公民館費中関係部分及び第２条債務負担行為中関係部分につい

ての追加資料等の説明を受けてまいりたいと思いますが、冒頭に部長からご挨拶あればど

うぞ。 

 

    議案第166号 平成26年度四日市市一般会計予算 

     第１条 歳入歳出予算 

      歳出第２款 総務費 

         第１項 総務管理費 

          第１目 一般管理費中関係部分 

          第４目 文書広報費中関係部分 

          第11目 地区市民センター費 

          第12目 国際化推進費 

          第14目 計量消費経済費 

          第18目 コミュニティ活動費 

          第19目 市民活動費 

          第20目 文化振興費 

          第21目 生涯学習振興費 

          第22目 諸費中関係部分 

        第10款 教育費 

         第５項 社会教育費 

           第３目 公民館費中関係部分 

     第２条 債務負担行為中関係部分 

 

○ 前田市民文化部長 

 おはようございます。ご審議についてよろしくお願いしたいと思います。 
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 まず最初に、申しわけございません。資料に一部誤りがございまして、ちょっとおわび

申し上げたいということがございます。 

 予算常任委員会の資料で、一般会計の補正予算の第５号、市民文化部の資料のうちの２

ページ、公共施設のストックマネジメント事業の中で、補正額620万円のマイナスの分の

財源内訳を全額一般財源としておったところでございますが、これに誤りがございまして、

国庫支出金が177万5000円あたっておりまして、一般財源の442万5000円とあわせた財源内

訳となっております。おわびして訂正申し上げます。まことに申しわけございませんでし

た。 

 今から２月７日の日に議案聴取会の折にご説明申し上げました内容につきましての追加

資料につきまして、ご説明を順に担当課長からさせていただきたいと思います。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 おはようございます。市民文化部次長の山下でございます。よろしくお願いいたします。 

 お手元に産業生活常任委員会関係資料という冊子をお配りさせていただいております。

これの１ページ、インデックス１番を１ページめくっていただきたいなというふうに思っ

ております。 

 まず初めに、四日市市自治会連合会によるロングビーチ市への訪問についてということ

で、これにつきましては、文書広報費の中で、四日市市自治会連合会の事務局への運営事

業費補助金という中の一環として、今回、ロングビーチ市との交流事業ということで、60

万円を計上させていただいておりますが、これに係る詳しい資料をということで、加納委

員のほうからご意見いただきましたので、それについてご説明をさせていただきます。 

 １ページをお願いいたします。まずこのロングビーチ市とは、今年度、50周年記念とい

うことで、ロングビーチ市のほうから訪問団がおみえになって、その中で、ロングビーチ

市がやっておりますコミュニティ・リーダーシッププログラム、いわゆる人材育成のプロ

グラムを、シンポジウムを開いたりとか、あと、四日市市自治会連合会の役員さんと懇談

会を持った中で、そういったプログラムがあるという紹介と、中身についていろいろ議論

をさせていただき、であれば、四日市市自治会連合会としても実際にそこのプログラムが

どういったものか、四日市市自治会連合会のほうでもそれが活用できないかというような

こともございまして、一度実際にロングビーチを訪問して、それを体験して、それを体験

したものについて、こちらのほうで各地域へそれの実践のことについて紹介をしていこう
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というような取り組みをやっていきたいということで、２番目の事業計画でございます。

まずはロングビーチ市へ行きまして、一つはコミュニティ・リーダーシッププログラム、

これについて市の担当者の方からまずここに書きました４点程度の項目について聞き取り

を行っていきたい。それと、実際にはロングビーチ市については、このプログラムを習得

した方が、今いわゆる600人ぐらいおみえになるということですが、その修了生と実際に

懇談をして、ここに書きました４項目のような内容について聞き取りをして、それを四日

市市の人材育成に充てられないかなというようなことの研修をして、戻ってまいりまして、

こういった各自治会との報告会とか、あと、私どももやっていますマイスター養成講座な

どでそういったものを紹介できないかなというような形で、それに係る費用として、総額

120万円を見込んでおるうちの半分の60万円を補助金として支出をお願いするものでござ

います。 

 この点につきましては、以上でございます。 

 次めくっていただきまして、２ページでございます。これにつきましては、地区市民セ

ンター費の地域活動費の中の新規分といたしまして、館長権限予算ということで、伊藤修

一委員から、その中身の考え方をということで、資料をということで提出をさせていただ

きました。ここに記載いたしましたように、センターの館長の権限で、迅速に事業を執行

するという目的を持って、地域の事業に対してすぐに対応できるというようなことについ

て、ソフト事業でございますが、そういったものに配分をしていきたいということで、１

地区市民センター当たり150万円ということで、その内容につきましては、ソフト事業そ

のものに係る報償費とか委託料の直接的な経費と、そのソフト事業を実施するために、例

えば草刈りに係る経費とか、あと運搬車両の機器レンタル料とか、そういった間接的な経

費、そういうようなものをもろもろ含みまして、大体150万円ぐらい見とけばやっていけ

るのではないかなということで、モデル的ということでもございますので、150万円とい

うことで見込ませていただいております。 

 それと実施方法につきましては、あくまでも、まずは試行的、モデル的にモデル地区市

民センターでということで、それで、それの選定につきましては、まず私どもの市民生活

課のほうで、各館長、館長会等を通じて、どういったものを企画するかという、そういっ

た基準的なものも含めて、全地区市民センターの館長がある程度理解をするような形で、

先にそういった意見交換の場をもって、それで十分、館長のほうがその内容を理解して、

提案、企画ができるような形に持っていきまして、その後、事前に提案をしていただいた
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中から６地区市民センターを基本に予算の配分をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

 それで、選定につきましては、（４）の選定方針に基づきまして、庁内で決定をしてい

きたいなというふうに思っております。選定方針につきましては、５項目を掲げておりま

すが、特に一番下の⑤の地域が言ってきた事業そのものをそのままそっくり当てはめてい

くということではなくて、その中に館長としての考え方というものを十分入れるような、

そういったものも選定の基準としていきたいなというふうに思っております。 

 それで、その後、事業が終わった後については、やはりその地域でも、また市の中でも、

こういった館長会なり、外部委員さんによる評価を受けて十分にその検証をやって、どう

いったものをやっていくのが適切なのかというようなことを検証していきたいです。当然

のことでございますが、その内容については、市議会の決算常任委員会の中でもご議論い

ただくとこういった取り組みを通じて、よりよい館長権限というものの制度化というもの

を図っていきたいなというふうに思っております。 

 ２ページについて、説明は以上でございます。 

 続きまして、３ページでございます。 

 伊藤 元委員から、個性あるまちづくり支援事業の来年度対象になるような事業はどん

なものがあるのかというご質問をいただきましたので、一覧表にまとめさせていただきま

した。この事業につきましては、平成24年度から３年間という事業で、もう来年度で終わ

るという形で今考えておりまして、その中で対象となる事業につきまして、ここに記載さ

せていただいた団体がそれの候補という形になっておりますので、ご確認をいただければ

と思います。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 おはようございます。文化国際課長の小林でございます。 

 追加資料につきまして、引き続き４ページをごらんくださいませ。笹川におきまして、

外国人市民リーダー育成のための「笹川地域づくりサポーター養成講座」につきまして、

どれほどの対象者に対して、目標人数はどれほどなのか、またどのような役割を担わせる

のかとのご質問を頂戴いたしました。事業の目的といたしましては、外国人市民の定住化

が進む笹川にありまして、外国人市民の方も地域づくりに参画していただけるよう、その
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きっかけづくりとして講座を開催しております。 

 対象者としましては、笹川在住の外国人が現在、約1600名おりますが、そのうち高校生

以上の方にご受講いただければと考えておりまして、そういたしますと、笹川の外国人の

約1000人が分母となります。目標人数としましては、１割程度の100人を目標にというふ

うに考えております。この養成講座は、平成23年度から行っておりまして、今年度までの

３年間に41名の受講をいただきました。 

 なお、実績のところで、講座開催に伴う経費につきましてですが、初めて開催をいたし

ました平成23年度につきましては、決算額が50万円ということで、大きくなっております。

これは三重県国際交流財団にノウハウがございますので、委託をさせていただきました。

通訳、翻訳を含め、周知のためのチラシ作成や事業のコーディネートをお願いいたしまし

たが、２年目からは１年目をベースに直営で行いまして、この受講の後の地域活動に参加

いただくことを考えますと、ある程度の日本語はできる方ということで、通訳などを極力

減らしまして、易しい日本語で行いました。 

 平成25年度につきましては、さらに計算見込額が少なくなっておりますけれども、講座

を終了した外国人市民の方々がボランティア団体を、平成24年度末に結成されたというこ

とから、事業の成果にも記載をさせていただいておりますが、定期的な団地内での清掃活

動、それから、自治会の行事への協力などを行っておりまして、講座開催におきましても、

その協力を得ているため、予算が抑えられているというものでございます。 

 今後は、多文化共生サロンが平成26年度から直営化するということもございまして、職

員が外国人市民を含めた地域の方々の非常に近くで業務をさせていただけるということか

ら、引き続き自治会加入、あるいは外国人市民の地域づくりへの参加というものを促進し

てまいりたいというふうに考えております。 

 続きまして、５ページでございます。こちらは、郷土が誇る芸能大会の開催状況という

ことでございます。こちらの観覧者等の推移でございますが、会場は四日市市文化会館第

２ホール、入退場を自由としております。まず観覧者数でございますが、第１回、第２回

が延べ1200人。それから、第３回が延べ1300人というふうにしております。こちらにつき

ましては、当日、プログラムを1200部用意させていただいております。第３回目につきま

しては、そのプログラムが全部はけまして、不足分が100部ほどございました。それにつ

きましては、チラシでお配りをして、1300人というふうにしております。 

 この芸能大会はⅠ部とⅡ部で開催しておりまして、Ⅰ部が午前10時から大体午後１時前
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後まで、Ⅱ部が午後２時ごろから始まりまして、午後５時あるいは６時ごろに終わってお

ります。始まりと終わり、それから、最多あるいは最少の観覧者数というものは推計値で

出させていただいております。このどの大会におきましても、舞台の両脇、それから、正

面から撮影をしておりますが、舞台での演技を撮影しておりまして、客席はほとんど映し

ておりませんでした。映像からは推計することができませんで、私ども職員が随時客席を

眺めながら、お客様が入ってらっしゃるな、あるいは少ないなという記憶に基づく推計値

でございます。 

 スタート時は、第１回が最も多かったと記憶しておりますが、第３回のスタート時、客

席が609席ございますが、半分埋まってなかったなと記憶しておりまして、この数字にさ

せていただいております。 

 観覧者が最も多くなりますのは、舞台上で子供さんが多く演技されるとき、あるいは四

日市市文化会館に近い地域の方々が演技される場合で、応援に来やすいというふうに思わ

れて、このようになっております。また、お客様が来場しやすい時間帯というのは、昼前

後との印象がございます。昼前後はⅡ部の出演者やその関係者も早めに見えまして、会場

内の観客が多くなるという傾向がございます。あわせまして、第Ⅰ部の締め、あるいは第

Ⅱ部のスタート時には子供さんが多く出演される太鼓――セッティングにも太鼓はちょっ

と時間もかかるということもございまして、そういった第Ⅱ部の初めに持ってきたりする

んですけれども――そういう応援の盛り上がるようなものを配置をさせていただいている

ということもありまして、入り口付近で立って見ておられる方もこの時間帯が多かったよ

うに記憶しております。 

 なお、年々出演いただく地区の数もふえており、最も出演団体の多かったことしは終了

時刻が夕方の６時を回りまして、第Ⅱ部の表彰式ではかなり観客の方は少なくなっており

ました。 

 １時間当たりの出演者数も大きく増加しております。多いところでは65人、また、年齢

層の幅が広い地区ということもございます。また、出演者席は、会場の中通路より前の左

右のブロックに座っていただくというようにしておりますが、人数の多い団体が演技に舞

台へ移動されますと、空席が目立つ状態というふうになります。 

 なお、運営スタッフは、市民文化部長、次長、それから、文化国際課職員と出演者等の

駐車場に市民課、市民生活課職員を配置しております。 

 動員ということで、観客にも動員があるのではないかというふうなご質問もございまし
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たが、観客として職員を動員するということは行ってはおりませんでした。 

 続きまして、６ページでございます。全国ファミリー音楽コンクールの観覧者数等の状

況でございます。こちらは観覧者数につきましては、入場整理券を事前にお配りをしてお

りまして、それを当日回収させていただいた枚数と、そのほか市民審査員100人あるいは

招待者、実行委員など、関係者をカウントした観覧者数となっております。 

 スタート時、終了時などの観覧者数は、こちらも映像を撮っております。こちらのほう

は舞台演奏の合間に客席も撮影している場面がございまして、それを数えて推計を出させ

ていただいております。第１回、２回ともスタート時、市内の中学校のブラスバンドの演

奏があったということもございまして、オープニングが最も多かったと推計しております。

ご家族の演奏と審査、表彰などが終わるのが、スタートから４時間以上かかるということ

もございまして、表彰式の結果がわかりますと、席を立たれるということがございます。 

 なお、運営は市民文化部職員と市民の運営ボランティアで行っております。音楽コンク

ールも来場への協力を庁内には呼びかけるものの、観客の動員を職員で行うということは

いたしておりません。 

 次に７ページでございます。第３回全国ファミリー音楽コンクールの開催に向けた見直

しに至る経緯についてご説明いたします。現状としまして、第２回におきましては、第１

回と比べまして、応募者数、それから、来場者数とも減少をいたしました。 

 ２のファミリー音楽コンクールへの評価といたしましては、当日いただきました来場者

のアンケートの回答、それから、後日、事務局にご送付いただきました出場者アンケート

を見ますと、よい評価をいただいているのかなというふうに思っております。 

 右に参りまして、昨年の決算常任委員会産業生活分科会でいただいたご意見でございま

すが、「家族」と「絆」という基本コンセプトを忘れずに、必要に応じて参加条件の見直

しや従来から文化活動を積んでいる市民が参加しやすい支援を検討すべきとのご意見をい

ただきました。 

 また、この実行委員会におきましても、参加しやすいように交通費助成の対象の緩和や

賞の構成、内容の検討、また、予選のため演奏の映像を送っていただいておりますが、そ

のことへのサポートなどについてご意見をいただきました。また、司会者、審査員など、

著名な音楽家の方からも評価をいただいておりまして、順位に関係のない賞なども考えて

はどうかとご助言もいただいております。 

 また、私どもが出場者を募集する際の情宣活動を通じまして、いただいたご意見としま
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しては、やはり家族３人の出場というのがちょっと困難だということや、映像への作成の

ご負担も伺っております。こうしたことから、課題といたしましては、応募者数をふやす、

それから、来場者数をふやすための見直しを行わなければいけないということで、考えて

まいりました。 

 次のページをごらんください。 

 見直しの内容といたしまして、一番右に記載させていただいております。応募者資格の

見直しでございますが、ご家族お二人の出場もできることといたしまして、３人以上であ

れば、１人だけなら家族以外の方もご出場いただけるものといたしました。また、上位入

賞以外にご家族の方々の個性や特徴、特性などをたたえる賞も、順位とは関係なく新設し

たいというふうに考えております。 

 また、交通費助成対象を緩和いたしまして、片道400km以上、これは例えば東は東京、

西は岡山でございますと、片道の助成が出ますが、これを市の旅費規程で片道25km以上、

これは旅費規程の中で、出場する場合に日当が出る距離になります。そちらであれば25km

以上の場合、片道分を助成させていただくというふうに緩和させていただく。参加料も１

家族につき2000円とさせていただく。それから、市内の音楽スタジオで録画される場合、

会場使用料を実行委員会で負担させていただく。これはご家族が市民の場合であれば非常

に有利となるというふうに考えております。 

 それから、市民に広くこの音楽コンクールにつきまして、認知度を高めていただきたい

と思っておりまして、プレイベントを７月までの間に２回程度、市内のショッピングセン

ターや市内で行われるイベントなどで、本選に出場した市内あるいは近郊の家族などに出

演していただきたいというふうに思っております。説明につきましては以上でございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 はい。当初予算の関係の追加資料の説明はお聞き及びのとおりであります。それでは、

当初予算関係の市民文化部所管部分について、一括して質疑をお受けしてまいりたいと思

います。いかがでしょうか。 

 

○ 加納康樹委員 

 追加資料のほうで私が請求したものが多かったものですから、口火を切らせていただき

ます。まず四日市市自治会連合会さんの分は何となくという感じですが、わかりましたと
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いう程度で結構なんですが、郷土が誇る芸能大会と全国ファミリー音楽コンクールのほう

なんですけれども、どうなのかな。いろいろ言いたいことはたくさんあるんですが、言っ

てしまっていいのかどうかを各委員の皆さんに確認をしたいんですが、この場でがんがん

やってもいいし。 

 いいんですか。二度手間になるからとっとと全体会に送れというんだったら、ここで言

うのはやめとくんですけど。 

 

○ 加藤清助委員長 

 全体会送りを後に控えとるの。 

 

○ 加納康樹委員 

 いや、そんなこと必要ないだろうというんだったら、ここでがんがんやっときますけど、

ここでやるのでよろしいですかね。 

はい。じゃ、両方同じような感じなんですけど、まずは、じゃ、郷土が誇る芸能大会の

ほうからでお伺いをするんですが、この芸能大会のほう、ファミリー音楽コンクールは見

直しについては出ているんですけど、芸能大会については、見直しについては指針はまず

ないんでしょうか。こんなだらだらとしたのをずっとやるんですか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 郷土が誇る芸能大会につきましては、この３回、この芸能大会の各地区の反応というこ

ともございますので、楠も含めて地区市民センター全地区、私どもの職員が聞き取りをさ

せていただきました。28地区の連合自治会さんからお話を聞いたということで伺いました。

対象として、次の団体がなかなかないというところもあれば、出ていただいた団体さんは

非常に喜んでいると。ある地区につきましては、次の若い世代にこの伝統芸能をつなげて

いくきっかけができたというふうな、いい評価もいただいております。ただ、衣装とかの

クリーニング代もかかるし、距離も遠いので、ちょっとマイクロバスを用意したりとか、

経費がかかるので、そこを何とかしてほしいというふうに伺っております。 

 こちらにつきましては、経費、１団体当たり３万5000円から平成26年度は５万円という

ことで、お礼のほうは上げさせていただきましたのと、あと、28の連合自治会さんござい

ますけれども、平成26年度につきましては、この団体数が多くなりますと、帰りも遅くな
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って、観客の方も減るのかなということもございますので、14地区ということで、半分の

14地区に出ていただき、次の年にまた14地区出ていただくというふうなことで、若干、出

ていただく地区の数を変更し、それから、お礼のほうをちょっと多くさせていただいたと

いう見直しはさせていただいております。 

 

○ 加納康樹委員 

 ですので、これは出演される方々は出てきて、帰っていかれるからいいけど、私が言う

のもおかしいですけど、皆さんを心配するレベルでして、市民文化部の皆さん、これは朝

も早うから、遅い時間までずっとおつき合いされるんですよね。それがとても大変じゃな

いの、皆さん、という感じが、非常にしまして、こんな終了時間、これでずっとついてら

っしゃるんですよね。さらに最後のころはもうごらんのとおりで、すっからかんの状態で、

締めもしなきゃいけない。発表の場を市民の皆さんに提供するということの意義はわから

なくはないんですが、それを文化会館第２ホールという密室空間でやってしまうと、お互

いさまだけが観客で、ちゃんと見に来ていらっしゃる市民の方というのは一体何人いるん

だろうと、私見ていて思うんですが、それでいいんですか。お互いがお互いを、ああ、よ

かったね、僕たちのも見てねというそんな発表会でいいんですか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 芸能大会は１日でございますが、これに向けましては、担当者が全団体さんを事前に回

らせていただいて、当日の演出等について、照明の当て方について等伺っておりまして、

そんな中で、知り合うことができているということがございます。各地区を回らせていた

だいて、文化国際課として、文化振興の担当課として、各地区の皆様の文化活動、伝統芸

能も含めた文化活動がリアルにわかるというふうな手応えは感じておりまして、そこに向

けて、その１日の晴れの日がございますが、私どもとしては、各地区の文化活動の事情が

よくわかったという成果は感じております。 

 平成26年度につきましては、実は30万円ほど、文化祭の中で地域のその伝統芸能を保存、

継承していくための課題というふうなことを掘り出しながら、横の連携もとって、ネット

ワークづくりをしていきたいというふうに思っております。本来、本当に文化振興のため

にそういったこともやりながら、晴れの舞台もご用意させていただいて、励んでいただく。

それと、四日市まつりなどで野外で演技等されますけれども、やはりライトが当たって、



 - 12 - 

緊張もしながら演技を終えるという達成感というのもお持ちのようでございますので、続

けてまいりたいというふうに思っております。 

 

○ 加納康樹委員 

 そういうご意見もあるでしょうけど、例えばこれは発表するとなると、この文化会館第

２ホールみたいな、こういう密閉空間ではなくて、天候は多少気にはなるんですけど、本

当にちゃんと市民の皆様に見ていただくというコンセプトからいくと、もっとオープンな

場でやるというふうな選択肢はないんでしょうか。ジャズフェスティバルなんて完全にオ

ープン空間で、本当にふらっと市民の方が見ていただけるという風景はよくわかるんです

が、この芸能大会を密閉空間でやるということの意義をちょっと考え直すとかそんなとこ

ろはないんでしょうか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 今のところは文化会館第２ホールでやっていきたいというふうに思っております。外と

いいましても、天候も気になるような状況にもなりますし、先ほど申し上げました出演さ

れる方々が照明を浴びながら、そういった晴れの場があるというふうなことについては、

舞台のよさというものはあると思いますので、観客の応援団をふやす、あるいは観客をふ

やすということは今後ＰＲを努めてまいりたいというふうに思いますけれども、文化会館

第２ホールで続けていくことを今のところは考えております。 

 

○ 加納康樹委員 

 私としては、この郷土が誇る芸能大会、根本的にもう少し考え直すべきなんだろうなと

思っていますし、見直しについてというものもまとめていただく必要があるのじゃないの

かなという程度で、じゃ、済みません。冒頭から引っ張り過ぎるといけないので、でも、

続けて全国ファミリー音楽コンクールのほうに行かせていただきたいと思うんですが、フ

ァミリー音楽コンクール、第２回で、私としては感覚的にこの数字以上にお客さんは減っ

ているんじゃないのかなという感覚はありましたし、見直しについてで幾つか挙げていた

だいておりますけど、前回、１年前も多少議論になって、若干だけ終了時刻が早くなって

はいるものの、昼から始まって、正味でこれは４時間以上のイベントですか。音楽のイベ

ントで４時間を超えるというのは、紅白歌合戦でもこんな時間拘束しないと思うので、果
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たしてこんなに長い時間やらなきゃならないんですか、これ。ずっと見ているお客さんの

ことを考えて、悪くはない。悪くはないというのか、ファミリーでというコンセプトとい

うのはおもしろいんだろうなとは思うんですけれども、例えば、それは発表する方のこと

を思えば、２曲、３曲やるというのはわからなくないんですけど、紅白歌合戦でさえ１人

１曲ですよ。何でそんなだらだらさせる必要があるのか、そういうところに対する改革と

いうのは考えられていないんですか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 今のところ演奏８分ということの規定は変えておりません。１曲というよりも、遠くか

らもお越しいただいておりまして、アマチュアの方でいらっしゃいますので、プロのよう

に一発勝負というよりは２曲ほど演奏していただいて、その中でコンクールとして結果を

出していただくというふうに思っておりまして、８分の演奏時間というのは、今回見直し

はさせていただいておりません。 

 

○ 加納康樹委員 

 その演奏時間の加減で、私としてはもっとコンパクトにしないとというふうに、根本的

なスタイルは変えるべきじゃないのかなというふうに思っておりますし、この見直しのと

ころについて、幾つかは出していただいているんですけど、各委員の皆さんも一番クエス

チョンで思われているところですが、市のお金ではないとは言うものの、わけのわからな

いギャンブルみたいな賞金についての見直しというところは明示がないんですが、どうな

っているんでしょうか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 入賞者の賞金につきましてですけれども、グランプリ、文部科学大臣賞につきましては、

この100万円というのは変えておりません。ほかにちょっと見直したところがございます

が、第２位について、これまで50万円でしたのを30万円とさせていただき、第３位につき

ましては、30万円でありましたところを20万円ということにさせていただきました。あと、

奨励賞、特別賞、市民審査員賞というのが４位から６位に相当する団体になるんですけれ

ども、これまで萬古焼の土鍋を渡させていただいていたのを、今回、各10万円ずつお渡し

をしようというふうに思っておりますのと、あと、上位とは別のユーモア賞、アイデア賞、
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それから、アットホーム賞等も考えておりまして、この３賞につきましては、実行委員会

でのご意見を踏まえまして、各５万円ということで、賞金総額といたしましては、これま

で６賞に対して180万円でございましたのを全９賞、三つふやしまして、195万円とさせて

いただいているところです。 

 

○ 加納康樹委員 

 私たちはその賞金に関しては協賛のほうから回っているのでというところで、納得しな

くはないんですけど、もう市民の皆さんから見ると、市がやっている大会で、１等賞100

万円のようなことをやっているというのは当然言われているわけで、じゃ、逆にお伺いし

ますけど、そのアマチュア大会で賞金100万円なんていう大会、一体ほかに何があるんで

すか。プロでさえ、そんなのなかなかないと思うんですけど。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 近いところでは津の街音楽祭というのがございまして、こちらも軽音楽でございますが、

100万円というのがございました。 

 

○ 加納康樹委員 

 それは親父バンドとかそんなやつですか。何ですか、それ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 主催とかわかっとるの。 

 

○ 秦文化国際課長補佐 

 実は現在は賞金100万円から30万円になっているんですけれども、寄附を篤志の方が津

市のほうへされて、それをもとに音楽祭を始めようということで、津市のほうから外注を

かけて、民間の方で賞金を100万円として、津の街音楽祭ということで、これまで、いわ

ゆるポピュラーですけれども、全国に同じように公募をかけて、コンクール、ビデオ予選

をして、またうちのように本選を迎えて、そういうコンクールをされております。 

 

○ 加納康樹委員 
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 その津市のされているコンクールというのが、例で出てきたので、それでお伺いします

けど、それも津市の職員さん、皆さんのような担当セクションの方がかかりっきりで全て

面倒見られているんですか。 

 

○ 秦文化国際課長補佐 

 はっきりと確認はできませんが、うちの場合ですと、大会の趣旨は、プロモーション事

業ということで、音楽というものもあるんですが、市がやっぱり責任を持って、こういう

事業を推進しながら、やっぱり情報発信していこうと、そういうことでも我々が一人一人

が営業マンになっていろんなことをやらせていただいていると。募集、出場者の方につい

てもそういう形で市がこの事業に関してはやっておりますが、津市さんのほうはやはり、

いわゆる民間の事業者の方に、丸投げと言うとちょっと語弊あるのかもわかりませんが、

包括して委託をして開催をしているという状況と伺っております。 

 

○ 加納康樹委員 

 別に津市と比べるからどうのというわけじゃないんですけど、本当に役所が、皆さん、

担当セクションの皆さんが、当日、丸１日ですし、準備も考えると一体どれだけ負荷かか

っているんだろうと思って心配をするんですけれども、そういう事業が、根本的なそうい

う運営も丸抱えのままで続いていくというところも、この見直しの中に当然入ってこない

といけないと思いますし、課長、私をだまそうと思って津市が100万円をと言ったのかは

知りませんが、見直しが津市さんのほうでもされているというところですので、ちょっと

この見直しでは、私としては足らないなと。これで続けていくということは絶対おかしい

なというふうに思います。 

 ちょっと私ばかり言っているので、一旦は発言は置きたいと思うんですが、ぜひできれ

ばほかの委員の皆さんからも、ちょっとこの二つの事業に関してのご意見も伺いたいと思

うんですが、別に皆さんがスルーされるんだったら、もう仕方がないんですけれども、ま

あ、かなりこの二つの事業は抜本的に見直しの必要があるんじゃないかというところを再

度申し上げて、一旦発言を終了します。 

 

（「ちょっと関連で」と呼ぶ者あり） 
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○ 村山繁生委員 

 このファミリー音楽コンクールですけれども、これは演奏ばかりですかね、ずっと。何

か申し込みも、同じ演奏であれば、だんだん減っていくと思うんですけど、片やジャズフ

ェスティバルで結構大がかりにやっておりますしですね。一度、制約の部分というか、カ

ラオケ大会みたいなですね。極端に言うとね。何かそんなことは考えられないですかね。

もう演奏ばかりですか、これ。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 出演いただく団体さんにつきましては、クラシック、それから、ジャズとかの傾向が多

いです。第１回目のときはポピュラー音楽もございまして、歌われる方も、グループも複

数ございましたけれども、今回に関しましては、歌を歌うというのはなくて、演奏が主で

ございました。失礼しました。今回につきましてもＪ－ＰＯＰといいますか、日本の歌謡

音楽みたいなのを歌われたグループが１団体ございましたので、全く演奏だけということ

だけではございません。 

 

○ 村山繁生委員 

 そうですか。全く演奏なしで、歌だけの人もみえたんですか、歌唱の部分だけの人も。

今回ちょっと知らなかったですけど。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 失礼しました。全く歌だけというのはございません。演奏しながら歌もあるというふう

なことでございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 そうでしょう。だから、それを全くもう、本当の歌だけにするとかそういう考えはない

ですか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 歌だけということのコンクールにすることはございませんけれども、歌だけで出場はし

ていただけますので、ご応募もしていただけるコンクールでございます。 



 - 17 - 

 

○ 村山繁生委員 

 カラオケもいいんですか、じゃ。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 一応そういったカラオケ、そういったものを流して、それに合わせるというふうなこと

は対象にはなりませんけれども、演奏して歌う、あるいはピアノ伴奏でコーラスだけする

というのは可能としております。 

 

○ 村山繁生委員 

 例えば１部が演奏部分、例えば２部はカラオケ部分とか、そういうことを考えるという

余地はないんですかね。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 第３回に向けましては、実行委員会におきまして、１月に実行委員会もさせていただい

て、こういった見直しについてもご意見をいただいて、動き出しているということもござ

いまして、今のところご承認いただければ３月末ぐらいから応募、募集もしていきたいと

いうふうな段階にありまして、今のところ２部構成にしてというふうなことはちょっと考

えておりません。 

 

○ 村山繁生委員 

 今のところ考えていないけど、私としては、同じやり方ではやっぱりだめだと思います。

ということだけ。 

 

○ 小林博次委員 

この見直し案に関連して、考え方をもう少し整理しておく必要があるのと違うかなと思

っているんです。それはどういうことかというと、あなた方が７ページの一番最初に、

（３）で書いてあるみたいに、レベルを上げていくと参加しにくくなる。そうすると、レ

ベルの高くないそういうファミリー音楽会を継続したいと、こういうふうに読み取れるわ

けね。でも、賞金出して競うというのは、レベル高く上げていくことになるので、レベル
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高くなる必要が、大衆的なものでやっていこうかというのであれば、お金と違って、例え

ば家族というキーワードがあるのなら、常日ごろ、歌をこんなふうに取り扱っているよ、

歌で、家族がこうやってまとまっとるよというよさを発表してもらう場にしていく、そん

なことに変化すべきではないかと思っているんです。ここに書いてあることを読みながら

ね。 

 普通は賞金出すというのは、レベル上げていくわけやから、下手くそは来るなよと。多

少家族は、次の手直し案では、家族は３人おらんでもいいよと言って手直しをしてくるわ

けやで。そのうちに１人でもいいよということになってくるんやろうと思うんやけど、だ

から、そのあたり、一体何を目標にしていくのか。家族のきずなというのを目標にして、

東日本大震災の後、お互いのきずなを確認し合っていくことが大事ですよという時代に入

ったから、まさに時代の流れの先端で、ファミリー音楽コンクールを提起したというのな

ら、少し変化せんとあかんと思うんやな。だから、賞金出すよりは、むしろ家族のきずな

で、きずなの何か行為に対して、論文みたいなものを書いてもらうか何かして、そこに対

して何か、見返りを差し上げる。そのようなことは望ましいのと違うかなと。改革案の中

で。だから、ちょっと、どっち向いていくのか、はっきりせんなと。 

 もう一つここに書いてあるのは、この事業は文化力元年で、市長が打ち出したわけやけ

ど、目玉事業と書いてあるんやけど、従来からの市民の努力の積み重ねにより高められて

きたものこそ、全国発信していくことで、本市の文化力発展につなげると。そうすると、

このファミリー音楽コンクールは、積み上げてきたものではないわけやね。これは別のこ

とが書いてあるんやね。だから、あなた方が望ましいと思っている音楽コンクールは、地

域で積み上げてきたものが望ましいと書いてあると思うよ、ここに。だから、どっち向い

ていくの。違うことがここに書いてあるの。相違うことが②で。だから、ちょっと整理し

てくださいよ、そのあたり。 

 

○ 加藤清助委員長 

 部長、どうですか。 

 

○ 前田市民文化部長 

 ファミリー音楽コンクールはどっちの方向に行くのかということなんですが、基本的な

考え方というのは、変えていないところがあって、やっぱり一定の音楽性というのは、家
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族でより快く音楽として楽しめるというところは追い求めるところはあるんですけど、や

はりこれまでの取り組みの中で、家族がやっぱり和気あいあいと、その家族の時間を大切

にして練習もされて、出場されてくるということのその重みというものは、やっぱりすば

らしいものがあって、それをやはりもう少しご評価できないかというところは、今回の見

直しの中には入れて、少しでもそれを評価できる方向に考えたいというところが一つある

と思います。 

 それから、もう一方で、やっぱりいろんな全国公募や全国的な情宣をすることで、四日

市市のこういう音楽に関する文化の取り組みというのを広くやはり情報発信しているとい

うのは、私も実感しているところでございます。私自身も各方面へ歩かせてもいただいて

いますし、いろいろご評価もいただければ――ご批判もあるわけなんですけど――そうい

う中でいろいろ交流を深めることで、四日市市のやっぱりイメージというのを高めること

には寄与しているのかなということでございます。 

 そういう方向でやはり自分たちとしては、いろいろ課題はあるんですけど、例えば家族

を２人にしたということにつきましても、やはりご夫婦あるいはご兄弟、ご姉妹で参加で

きるという可能性をやっぱりきちっと開くということとか、それから、さっきカラオケの

話もございましたけれども、やはりアンサンブルで、合唱でもいいと。やっぱり自分たち

の生の演奏、声でそういうのをご披露していただくというところも大切にしていきたいな

というところもございます。そのようなことがやはりここに盛り込まれていることと、そ

れから、市内で少しでももっと親近感を持ってもらうためにプレイベント等も企画してい

きたいというふうに思っていまして、これが今いろいろ検討した中でできる範囲で一遍や

ってみようというところでございますので、このような方向で今進めてまいりたいという

ふうには思っております。 

 

○ 小林博次委員 

 だから、このような方向でというのは、見直し、少しやるよということで説明いただい

たよね。その説明は、最初に書いてあることとずれがあるよと言っとるわけや。だから、

チャンピオンを目指すのなら、もっと金出せと。でも、それやるとたくさん来ないからと。

参加者が低迷すると言うとるわけやろ。そうすると、銭たくさん出さずにできるだけ下の

ほうにも少し賞を出して、ファミリー音楽コンクールを続けていきたいなということなん

やけど、その②のほうには従来から市民の努力で積み上げてきた、そういうものを全国発
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信していくことが四日市市の文化力の発展につながると、こう問題提起しとるわけやない

か。だから、そうすると、四日市市の中ではカラオケというのは無数にあるわけや。文化

会館でも朝から晩までカラオケ大会やれるわけやね。観客はおらへんの、ほとんど。その

人が歌うときは見に来るけど、おらんようになると、また次の歌うメンバーの。だから、

絶えず少ないメンバーで、広いほうでやっていくわけやね。そんなような性格持っている

と思うんやわね。だから、たくさん観客を動員して、何かをというのは極めて難しいと思

っています。そういう家族的なカラオケのコンクールの中に、例えば家族なら、親と嫁さ

んと夫婦と子供あるいは孫、こんなものが同時に採点される。歌は別々やわな。３人歌わ

んならんことはないわけやで。それで、採点を競って、その上にこういうものがあったり、

ファミリー音楽コンクールがあったり、そういう関連があると発展していくんやけど、そ

れはそれ、これはこれなんやわな。 

 それは一生懸命、市長がやっているけれども、ほかのやつ、何やと。会場借りに行って

も、待たな貸してくれんやないかと。うっかりすると貸してくれやんがと。これが今の四

日市市の実態なんやわな。だから、やっぱりきちっと問題を整理して定義しないと、理解

しにくい。やることに何も異論挟んでいるわけじゃないよ。３年、４年はやっぱり続けて

やってもらったらいいと思っとるけど、でも、それはそれだけやと、なかなか発展しにく

い。だから、さっき言うたみたいに、家族のきずなを大事にするならもっときずなを披露

してもらうようなことがないと、ちっともわからんわけや。歌だけ歌うてもらっててわな。

ご飯食べとる様子からもきずなというのは感じられるわけで、だから、まあ、見直しして

いくなら、ちょっとその辺、何か見直ししておいてほしいなと思うな。 

 以上。 

 

○ 早川新平委員 

 小林委員がおっしゃるとおりやと私もすごく思っていて、ファミリー音楽コンクールに

四日市市が目指すところは何なんですか。そこが非常に僕は曖昧で、そのレベルが高いと

ころを目指していくのか、それとも一方で、今いろんなご指摘があったように、きずなを

コンセプトでやっていくのかというところ。現実にはいろんな声があって、レベル高いの

はわかりました。だけども、私らは出れませんよねというところで参加人数減っていって、

で、優勝賞金は変えないと。そこのコンセプトをはっきりしとかんと、例えば今回で300

人ぐらい、来場者数も減っていて、当然応募者数はがた落ちになって、ことしどういう形
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になっていくかわからないのに、例えば５組、10組でも維持していくのか、それとも、き

ずなをコンセプトにするのであれば、今、小林委員が指摘をされたそういう部分。目指す

ところは何かというのが僕ちょっと読めないんです。 

 今回の課題でいろんなところがあって、改正していくけれども、何か小手先であって、

私ら見とって、ひがみか知らんけど、一部の人だけのそのコンクールやというふうにすご

く違和感があってね。主催者側の自己満足のようなところがあって、それに対してどうい

うふうなコンセプトがあるんだと。それを理解をさせていただくところのコンセプトを教

えていただきたい。もしそれがないのであればね。スタートはこうだったけれども、やっ

ぱりきずなはこうだから、今後こういうところの視点を変えて、村山委員がおっしゃった

ような歌だけでもよいとか、そのきずなをコンセプトにしているんですということがあれ

ば広がっていくと思うんやけども、レベルを高いところを目指しとるんですというような

ところが見えるんですよ。優勝賞金は変えないというところでね。だから、それが果たし

て、四日市市からは、何を発信していくんやろうな。この大会はもう10年後に全国一レベ

ルが高い大会なんだ、四日市市にはあるんだというところを目指すのか。そこがちょっと

見えないので、コンセプトだけ教えてください。 

 

○ 加藤清助委員長 

 この７ページの（３）のところのことでご指摘とか意見あって、基本コンセプトを忘れ

ずに云々かんぬんやっていくということやから、そこら辺をちょっと補足してもらえばい

いん違うかな。だから、その余りレベル高くなると参加者が低迷して、事業の存続が危ぶ

まれるというふうに言っとるのやで、逆に基本コンセプトを忘れずにとおっしゃっとると

ころをちょっと。 

 

○ 小林博次委員 

 だから、ずっと矛盾が書いてあるんでな。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 このコンクールは第１回目から音楽性と、それから、もう一つ言えば、「家族」と

「絆」という、この二つの視点で審査をしていただいております。100万円というグラン

プリにふさわしい、やはり音楽性、コンクールですので、まあ、うまいという方はやはり、
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いていただきたいということと、あと今回、小手先ということでございますが、その家族

の本当に楽しかった、きずなが感じられたという部分は順位ではなしに、賞を設けさせて

いただいたところでございまして、これがベストだというふうには、事務局としてはまだ

……。悩みながらでございますけれども、その二つの視点で、第３回につきましては、両

方の家族が出場いただけるように工夫を、見直しをさせていただいておりますので、基本

コンセプトは、家族と「絆」というところで、新たに賞も設けさせていただいたところで

第３回をさせていただきたいというふうに思っております。 

 

○ 早川新平委員 

 理事者としてはそういう答弁しかできないんだと思うんだけれども、ここの７ページの

上に書いてあるところ、二面性があって、これだけは今後も変えないんだというところが

ないと、もとが変わっていくと全く違った方向へ行く、それを危惧しているので、きずな

を大事にしているんです、だから、そういった意味では、３人家族であろうが、10人家族

であろうが、こういうところのきずなを評価しているんですよというのが僕はあるべきや

というふうに思っているんですよね。逆に言ったら、技術だけを追い求めるのかという、

そこだけを二面性があるのでね。はっきりしていかないと僕は長続きしていかんと思いま

す。一部の限られた人だけのものになるということが、果たしてそれがすごくいいことな

のかという、僕は否やというふうに思っています。 

 以上です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 委員の方に申し上げますが、１時間ぐらいファミリー音楽コンクール及び郷土が誇る芸

能大会で熱い議論が行われておりますが、ほかにもいっぱいあるもので、できましたらフ

ァミリー音楽コンクールについての質疑はこの辺にとどめて、また討論のときに申される

方あればお受けするということで、確認ですが、実行委員会のほうが開かれていて、３月

ぐらいから募集、案内に入っていくということですが、この見直し、きょう示されたのは

実行委員会での策定はいつごろにされる予定なんですか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 １月にこちらに出させていただいた見直し案について、実行委員会でもご検討いただい
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たものを今回出させていただいておりますが、次はもう、ご承認をいただければ３月から

させていただきますが、その後は４月に実行委員会を設けまして、決算等のご報告をさせ

ていただくという状況でございますので。 

 

○ 加藤清助委員長 

 だから、この見直しの内容でもう募集だとか、実際の実施に入っていくという理解でい

いの。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 はい。もしこちらでもっと、より見直せということでございましたら議会中にも実行委

員会を開催していかなければいけないというふうに思いますけど。 

 

○ 加藤清助委員長 

 それ、ちゃんとはっきりしといたほうがええよ。だって、実行委員会が決めるんやろ、

決定は。うちは予算だとか。 

 

○ 伊藤修一委員 

 ちょっと休憩とって、もう一回続けてやったほうがいいん違います、この話は。次、変

わらんと。 

 

○ 加藤清助委員長 

 そうですか。 

 

○ 伊藤修一委員 

 もう加納委員はちょっと遠慮されると言うたけど。 

 

○ 加藤清助委員長 

 他の委員の皆さん、再開、休憩後の継続でよろしいですか。 

 

（なし） 
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○ 加藤清助委員長 

 じゃ、10分ほど休憩させていただきます。再開は11時10分からとさせていただきます。 

 

                                １１：０１休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １１：１１再開  

 

○ 加藤清助委員長 

 お時間になりましたので、再開して、休憩前の審議を継続してまいります。 

 

○ 伊藤修一委員 

 委員長の話の中で水を差して申しわけなかったんですが、加納委員が言われてきた部分

のことについてはまだまだ議論が足らない部分というのはあるとは思うんですよ。だから、

そういう部分ではやっぱり少し丁寧にやってもいいという、私がそういう思いがあったと

いう。そういう部分で、先ほどから理事者の方からそういう今回の見直しの話も聞かせて

いただいて、そういう気持ちはわかるんだけれども、文化力元年で、平成24年度、25年度、

まあ、26年度と、こう来るわけだから、その文化力が結局どこで評価していくのか。心情

的な部分とか感情的なところはちょっと置いといて、客観的にどこで何を評価していくの

かという物差し、指標。ベンチマークみたいな、きちっとした何かそういうものがあるん

やったら示してほしいし、１年目はこうやった、２年目はこうで、いわゆるこの観客数と

かそんな問題じゃない、きちっとした何かそういう文化力という指標があるんじゃないか

なと思うんだけれども、何かそのお考えがあったらお伺いしたい。やっぱり３年、一つの

パックで考えると、平成26年度というのはもう勝負の年というか、もう本命の年としてき

ちっと腹決めてもらったほうがいいかもわからないので、そこら辺はこの本年度の取り組

みに当たって、今回何をどこで評価して、次のステップに行くのか、また、そこで思いと

どまるのか、いろんなことを評価する考え方が必要やと思うので、そこらを何かそういう

指標を持ってみえるんやったら、披瀝していただきたいし、この３年という一つのくくり

の物事の考え方というのをどういう評価をしていくかということの考え方をお伺いできた

らと思うんやけど。 
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○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 委員おっしゃるように、３回目、平成26年は勝負の年というふうには事務局も考えてお

ります。その文化力をどう評価していくかということになるんですけれども、今回の見直

しもあるんですけれども、やはり全国からの応募数をふやしたいというのがございます。

これは一つの大きな指標になると思います。それだけ四日市市でこういったファミリー音

楽コンクールがあるということが伝わっているということでございますので、まず応募数

をふやしたいというのがございます。その次にやはり市民にも知っていただきたいという

こともありますので、客席も満席にしたいというふうに思っております。グループの構成

人数について、３人を２人にするというふうなことも、応募数をふやす一つの大きな見直

しになりますので、そういったことでまず応募数をふやしたいというふうに思っておりま

す。 

 

○ 伊藤修一委員 

 心情的にすごいわかるのね。それで、じゃ、93件が24件、じゃ、次回は幾つ。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 次の目標は50件というふうに置いております。 

 

○ 伊藤修一委員 

 来場者数が1570人と1200人と、そうすると、来場者数は何人。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 第１回を超えたいというふうには思っております。 

 

○ 伊藤修一委員 

 きちっと、そのために戦略を練るんだったらその数値をきちっと徹底して、逆に競輪事

業でも厳しい事業をやるときはやっぱりそれぐらいの腹決めて、みんなで、もう次はない

よというぐらいの勢いでやったわけだから、先ほど50件と言ったんだったら、やっぱり50

件に向けてその努力がやっぱり成果としてあらわれるような戦略を議会で示せないと。こ
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この委員のメンバーがやっぱり納得するような説明ができなかったら、実行委員会開いて

もそれは厳しいに。部長はどうです。 

 

○ 前田市民文化部長 

 私たちとしては、きょうお示しさせていただいたことで、この応募者数を50件、それか

ら、やはりよりイベント、プレイベント等、より情宣を活発化させることで、第１回を超

える入場者数を、来場者の方をお呼びしたいというふうにも思っておりますので、この考

え方で何とかやっぱり頑張って取り組んでいきたいという思いは、今はございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 よろしい。 

 

（「委員長、関連」と呼ぶ者あり） 

 

○ 早川新平委員 

 この応募者団体数が93組から24組で、約４分の１になった。激減という以上のものやと

思うんやけど、この理由というのは検証したんですか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 93組からその本選出場者が16組ということで、多くの方が予選を通過しなかったという

ことで、応募してもだめかなという雰囲気が伝わったのかなというふうに思っております。 

 あと、第１回の様子をホームページでも映像としてごらんいただけるんですが、やはり

上位入賞者の方々はレベルが高いので、そういったところでも敬遠されたというふうに思

っております。 

 

○ 早川新平委員 

 それは当然で、今のとおりやと思います。そうすると、皆さんが指摘をしているように、

文化を発信していくというんだったら、普通であればこのコンクールがすごくいいよなと

いえば、応募者数はふえていかなあかんのか。これだけ激減してこの３年目が50件という

数字が、目標があるのであればね。今年度、３年間まずやって、それが達成されなかった
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ら問題があるわけですよ。じゃ、それに対して、結果として第４回があるとするならば、

コンセプトを変えていかんと激減していきますよね。分析はしたけど、改善しなければ。

レベルを高いところを目指すから、たとえ10組でいいから、でもやるんですという、先ほ

どの言うたコンセプトを持っているのか。それともたくさんの方で、四日市市から文化力

元年をスタートとして、やっていくんだと。 

 そうすると、スタートしたのがきずなというところを強調されとった。だから、そのあ

り方が、ちょっと方向性が違うのかなというところが出てくると私は思うんですよね。だ

から、コンセプトは何なんですかというと、レベルの高いところであれば、たとえ10組の

レベルの高いところを目指しますという、それに合致すればやったことは意義があると思

うんだけれども、目指すところが違って、参加数が減ってきたということに関しては、本

当に一部の人になるので。それは全ての状況で、加納委員がおっしゃった100万円という

のが目標で皆さん目当てで来るのか。それともこちらから主催者側としては目指している

ところが違うんだよと。やっぱり一緒にならんとふえていかないですよ。この四日市市の

大会なんだと。和をもって、すごく誰でも自由に参加できてね。レベルだけではなしに、

一方のきずなという、このアットホームな家族のきずなというものを見てくれるんだとい

うものがないと、僕はじり貧やというふうに思っています。そういう意味では、辛らつな

言葉かもしれんけれども、根本から変えやんとね。意味がなくなってくる、これ。言うと

るだけになってくるん違うかなという気はしています。 

 意見です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ご意見でよろしいでしょうか。 

 

○ 早川新平委員 

 はい。 

 

○ 伊藤 元委員 

 済みません。応募者の数を１回、２回と書いてもらったんやけども、これは例えば１回

目の応募者で、市内の人は何人でした。市外の人は何人やったかな。２回目もあわせて教

えてください。 
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○ 加藤清助委員長 

 わかりますでしょうか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 第１回目の93組のうち、四日市市内からの応募は25組でございました。三重県内が32組

で、県外が36組でございました。第２回目につきましてですが、24組のうち市内は６件、

県内が４件、県外が14件でございます。 

 

○ 伊藤 元委員 

 ありがとうございます。今、早川委員も言われたんやけれども、前、私ちょっと言った

と思うんやけど、私はこれ、悪い事業ではないと思うとるの。やり方が悪いだけやと思う

とるの。というのは、今も聞いたように、市内から出てくる数が少ないんやわな。地元や

のに。この事業の目標というか、コンセプトの中には文化力の発信でしょう。市内の人が

どわっと来て、それで、よそから来る人を迎え撃つぐらいの仕組みになっとらんと、文化

力の発信と違うんやわな。そやで、やっていく中で、その市内で、参加者がふえるような

仕組みをあわせてやっていかんと、いつになってもよそから来てもらって、発表するだけ

や、そんな何にも魅力ないと思うの。それで、そうやって迎え撃つぐらいの家族やとかそ

ういうサークルがふえて、初めて四日市市の文化力の発信になると思うんやね。違います。

だから、市民文化部さんだけでするのではなくて、例えば教育委員会のほうと連携すると

か、それで、子供さんたちにもそういうふうなことで取り組んでもらうような事業を展開

するとか。わいてきて、その発表の集大成がこれなんだよという形に持っていくことをや

らんと、いつまでしとっても同じやと思う。 

 それで、別に中断することは、私はないと思うとるんやけど、どっちかといったらそっ

ちのほうに力を入れて事業展開していってほしいなというふうなことですが、いかがでし

ょうか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 おっしゃることはよくわかります。今回、市民の方に出ていただくことも含めて、プレ

イベントを数回行いまして。こういったことをしていると。じゃ、うちも出れるなという
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ふうなＰＲには力を入れていきたいというふうに思います。 

 子供さんで音楽をなさっている方を通じて、家族でということもございますので、教育

委員会にも相談をしながら検討、どのようなやり方でＰＲできるかというふうなことは相

談をしてまいりたいと思います。 

 

○ 伊藤 元委員 

 はい。ぜひそのように進めてください。 

 それから、もう一つのほう話をしてもいい。 

 

○ 加藤清助委員長 

 はい。もう一つの芸能大会。 

 

○ 伊藤 元委員 

 もう一つの。どうやったっけ。郷土が誇る芸能大会。これなんやけども、こっちの当初

予算、資料の中に、42ページに文化振興についてということで、この事業について書いて

もらってあるんやけど、地域の伝統芸能の保存と継承のため、関係する団体とその方策を

探り、今後の取り組みにつなげるとともに、郷土が誇る芸能大会の充実を図るとなってお

るんやけど、各地区、市内の中でいろいろとそういう伝統芸能があって、それを継承して

保存しとるという話のふだんの活動の発表の場になっておるのかなと思うんですよ。それ

はそれでええと思うんやけど、それで、やっぱりお客さんが少ないというところはやっぱ

り何とかせなあかんと思います。 

 やっぱりその保存と継承といえば、やっぱり若い人なんやわな。青年の人やとか、また、

子供さんたち。やっぱりこういう人たちに自分のところの地元のそういう芸能があるんだ

よということをちゃんと知らせて、見にきてもらう。そうすると、ああ、私のところの、

僕のところの地域にはこんな人たちがおって、こんな芸能やっておるんやということを知

ってもらって初めて、それなら私も大人になったらとか、今からでもやっていこうかとい

うふうなスタイルになっていくと思うんですよ。その辺が何かちょっと弱いように見える

んやけども。 

 というのは、３番にこれは米印で書いてある、ほかの部局への動員依頼は行っていない

と書いてあるんやわな。そうやって、おたくらだけでやっとるからそういうふうになるん



 - 30 - 

じゃないのかなという気がするんやけど、いかがですか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 今、確かに動員はあんまり、休日ということもございまして、ちょっと遠慮していたん

ですけれども、今おっしゃるように、逆に運営するほうの動員なりをお願いしていく中で、

こういう市民文化部のこの事業を知ってもらいながら、子供さんに関しても、地区の子供

会もございますので、そういったことも今回、保存継承の中でネットワークをつくる中で、

いろんな団体さんで成功している事例などもご紹介していただきながら、意見交換をして

いきたいというふうに思っています。 

 

○ 前田市民文化部長 

 補足させていただきたいんですけど、郷土が誇る芸能大会で、自分たちもこれはやりな

がら発見していっとる部分はあるんですけど、地区を十分に回りまして、いろいろヒアリ

ングをさせていただいて、悩みも聞かせていただいて、一緒にやってきとるというところ

があります。発表の場だけ持ってきとるんじゃないんですよね。そこでやっぱりコミュニ

ケーションをすることで、先ほどのような、やっぱり子供さんたちがなかなか参加されに

くい現状とかいろいろお聞きしておりますので、一度やっぱり、例えばこれはまだ検討し

とる段階ですけど、例えば獅子舞、四日市市はたくさんある。そういうような方々をどう

いうふうに継承していくかということを一緒に一遍話し合ってみようかとかですね。そう

いう子供さんをどういうふうに参加させていったらいいかとか、こういう発表の場なんか

も確かにご提言のような、若い方々に見ていただく絶好のチャンスでもあるということで、

そのあたりについてはまだまだ我々努力不足の点ございますので、一度いろいろ知恵も絞

って、そういう日常の取り組みで交流を積み上げながら、そういう点についても参加、よ

り来場者の方も見に行こうかなと思っていただけるような内容に持っていきたいというふ

うには思っております。 

 

○ 伊藤 元委員 

 ありがとうございます。やっぱり文化力を高めていくとなると、やっぱりいろんな人ら

とのかかわりを持っていかんと、本当に決まった人たちだけではなかなか継承していくこ

とは難しいので、私も楠の本郷地区のほうでも獅子舞なんかもあったんですが、受けても
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らえる人がいないとかね。何か結構難しいらしいね。何やらの舞、何やらの舞とかあって。

それで、やっぱりそういう継いでいきたいんだけど、なかなか継いでもらえないというの

があるもんでね。やっぱりそこら辺は皆さんのほうが力点を置いてやってもらう。それで

また、そういうことをつないでいくためにはほかの部局等にもやっぱり声かけてもらって、

知ってもらうための事業の展開をお願いしたいなというふうに思います。 

 とりあえず以上です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 他に。議題となっております関係部分について。 

 

○ 加納康樹委員 

 私としては全然納得できないんですが、その全体会に送るという雰囲気までではないと、

何とかここで片づけろというふうな雰囲気は感じているので、無茶は言わないつもりなん

ですけれども、私が発言を一旦終えた後、各委員の方からのご質疑もあった中で、ちょっ

とまず納得ができないなと思ったのが、このファミリー音楽コンクールに関して、第３回

に向けてということで、来場者は第１回を上回りたいと。これは当然それぐらいの心意気

でやってもらわなきゃ困るなというのがあるんですが、であるならばという表現は正しく

ないかもしれませんが、応募団体数も50組を目指しますというのは甘くないですか。当然

これは100組を目指すべき、それぐらいの気合でやらないことには、私、第３回を認める

わけにはいかないなと思うんですが、どうなんですか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 ここでそれを言ってしまいますと、本当に。第１回目のときも目標としたのは50組でご

ざいました。そこに93組来ていただけたという結果でございますので、第２回も50組を目

指したところが24組ということですけれども、50組というところで、結果それは上回るよ

うな形にしたいとは思います。50組を目標にするということではございますが、気持ちの

上ではもちろん上回るように取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

 

○ 加納康樹委員 

 応募団体数50組来なかったら、４回目に関してはもうないぞと、それぐらい。 
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○ 加藤清助委員長 

 認められやんと。 

 

○ 加納康樹委員 

 はい。それぐらいの心意気というのは、逆にもうこっちとしては切るつもりなんですけ

れども、その50組は本当に必要達成項目と思ってよろしいですか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 はい。頑張ります。本当に上回るように、もう心して取り組みたいと思います。 

 

○ 加納康樹委員 

 最初の発言のときに言いましたけど、その賞金、１等賞金の100万円、これを見直すつ

もりは本当にないんですか。私としては、別にこれは30、20、10万円でもいいと思うし、

50、30、10万円。この100万円にこだわる必要性はあんまり感じないのですが。50万円で

も目をむくような賞金金額だと十分思っていまして。なぜそこで100万円というところに

こだわるのか。恐らく想像するにですけど、１、２、３位に入られたご家族の方で、１位

が100万円であることによって、２位、３位の方々がジェラシーを感じるんじゃないのか

なというぐらいの金額差だと思うんですが、なぜ100万円にこだわられるんですか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 やはり全国に発信するシティプロモーション事業ということもございまして、それを大

きな魅力の一つにするというふうなことで、第３回の勝負をかける回についても、これま

でと同じ100万円ということで、全国に発信するという部分のインパクトといいますか、

そういったことを狙っております。 

 

○ 加納康樹委員 

 となると、その条件的なところになるんですが、１回目、２回目で、１位、２位、３位、

賞金を受け取られたことのあるグループの参加に関しては、引き続きウェルカムなんです

か。それともガードをかけるんですか。 
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○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 グランプリをとられた方に関しましては、次の回の大会には応募できないというふうに

ルールをしております。２位、３位の方は特に規定はございません。 

 

○ 加納康樹委員 

 100万円にこだわるというようですので、これも第３回の応募団体数によってはもう許

すことはできないのかなと思っておりますので、その点は覚悟していただきたいというふ

うに思っておりますのと、郷土が誇る芸能大会とこのファミリー音楽コンクールを通じて

なんですが、先ほど早川委員のほうからのご発言で、主催者の自己満足になっていないか

というふうなところがありましたけど、私、主催者の、皆さんの自己満足になってりゃい

いと思っているんですよ。これは市長の自己満足にしかなっていないと思っているので、

皆さんは本当にこの二つの事業、本当に自己満足してらっしゃいますか。課長だけ、部長

だけと違いますよ。少なくともここに座ってらっしゃる方全員に伺いたいんですが。 

 

○ 秦文化国際課長補佐 

 先ほどもちょっと部長のほうからご説明をさせていただきましたが、このイベントとい

うのは、確かに見えている部分というのはおよそ当日のことだけなのかもわかりませんけ

れども、私たちも協賛金を回っていくときに、企業の皆様にこういう事業の内容を説明さ

せていただいて、時には本当に冷たいお言葉もあるんですが、少しそういう文化について

ご理解を示される方もたくさんおみえになって、四日市市にはまだまだそういう文化に対

する理解のある企業の方もおみえになったり、このコンクールなんかもそうなんですが、

いろんなところで情報の発信ということで、さまざまな方にお会いさせていただきまして、

いろんな人脈といいますか、四日市市にたくさんの財産がですね。決してそれはもう金銭

的な価値にはならないんですけれども、四日市市とたくさんの人たちを結ばせていただい

ているなというふうに思います。 

 本当にこれがなければ、絶対に出会うことがなかったような、本当に大物の、テレビで

出られるようなプロデューサーの方であるとか、司会者の方なんかとも普通に友人のよう

に話をしていただけるんですけれども、これも一つ、独善的な話でもなくてですね、四日

市市にそういうパイプが少しずつできてきて、いろんなオーケストラの方であったり、文
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化団体の方もそうなんですが、たくさんの方に助けていただくんですけれども、そういう

ことが一つずついろんなパイプとなって、四日市市のいわゆる文化力というものをどんど

ん底上げしているなというふうな実感は、私は持っております。 

 芸能大会についても、先ほども言いましたが、担当者が、団体の方とお話し合いをする

中で、こういうことで困っているんだと。どうしたらいいのかなという話をお伺いしなが

ら、こういう地区ではこういうこともされているようですよと。あらゆるそういう情報交

換をしたり、我々も、こういうところを今度から変えていくことを何か策として考えてい

かなくてはだめだなということで、そういうのを積み上げながら、芸能大会で、地域のい

ろんな文化力というものを地域の方も……。また、私たちこの開催の中で、自治会長さん

などに、何かそういうのに出ていただけませんかというお問いかけをするんですが、皆さ

ん、本当に真剣になって、自分たちのまちをもう一度見直されて、ああ、あそこにこうい

う人いるよ、こういう文化あるらしいよ、そういうお話し合いの盛り上がりみたいなもの

はやっぱり地域であるようにお伺いしております。 

 そういう話し合いをやっぱり積み上げて、こういう文化に対するこういう理解というも

のを少しずつではあるんですけれども、積み重ねながら、こういう大会を一つずつ確実に

こなしていくと。こういう地域の文化力も高めながら、こういう音楽コンクールなんかで、

四日市市のそういう文化の特性みたいなものをどんどん外へ発信していきたいと、そうい

うイベントとして、今もこれを重点事業として位置づけてやらせていただいているんだな

というふうにちょっと感じております。 

 

○ 加納康樹委員 

 課長補佐のところまでの心意気は理解をしましょう。誰でも結構です。３列目の方から

発言を求めます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ３列目の方。 

 

○ 中野文化国際課主幹 

 中野でございます。よろしくお願いいたします。 

 私は郷土が誇る芸能大会を３年続けて担当させていただいております。各地区の皆さん、
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連合自治会長さんと、それから、文化団体の皆さんと毎回お話をさせていただいておりま

して、ありがたいことに、皆さんととてもよいおつき合いをさせていただいております。

皆さんとやっぱりお話をしていく中で、今、課長補佐も申しましたように、困っていらっ

しゃる点、それから、誇りに思っていらっしゃる点、いろんなお話を伺いながらこの事業

に向けていつも取り組んでおるわけなんですけれども、本当にありがたいことに皆さんと

ても一生懸命に考えてくださいまして、地区の代表として出ていくからには頑張らなあか

んなということで、練習を積み重ねてくださったり、どうせやるなら地区のみんなで応援

にも行かなあかんということで、バスを仕立てて来てくださる地区もあったり、さまざま

な取り組みをしていただいております。こういった行事によって、改めて地区のきずなが

深まっているんだという話も伺いますし、大会に出ることで、この行事を、この踊りをみ

んなでやっていこうじゃないかということで、新たに文化として地区に根差すような、そ

んなところも出てきているように感じております。 

 音楽コンクールのほうもそうなんですけれども、いろんな伝統行事や音楽やそういった

文化的なツールを通じて、皆さんがきずなを深めてらっしゃるということをとても実感し

ている事業でございます。ぜひこのまま続けさせていただきたいと、そのように感じてお

ります。とても満足しております。 

 

○ 加納康樹委員 

 無理無理でかなり発言を求めて失礼をしましたが、ちゃんとお答えをいただきましたの

で、根本的には納得はしていませんが、ファミリー音楽コンクール、今回、３回目で認め

るとしても、この応募者数が足らないとかそんなことになれば、申しわけないんですが、

４回目としては絶対に認められないということ。そして、芸能大会のほうに関しては４回

目になるんですが、４回目を終了した上では悪いんですけど、ファミリー音楽コンクール

の見直しについてと同じような、ある程度の総括、見直しも必ずしていただくこと、その

ことを要求していいかげんにしておきたいと思います。 

 

○ 加藤清助委員長 

 これに関連、この２案に関連するご質疑ある方みえますか。 

○ 笹岡秀太郎委員 

 新しい見直しの内容として、プレイベントの開催、これはいいことかなというような気
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がします。見ていると、３月、４月中で２回程度と言うんやけど、もう少し多く取り組ん

でもええのかなという気がするんですよね。出場者もこの本選出場グループという、決め

ごとや、あるいはプロ、アマチュアのグループなどとこうなっとるから、このあたりも、

例えば家族のこのコンクールだけじゃないけれども、例えば家族同士で音楽やっているよ

とか、そういうつながりのところとかね。あるいは音楽教室に行っていて、友達同士仲よ

くなっているチームがあったりというのもたくさん見受けるので、そういうところにもお

願いをして、このプレイベントをひとつ充実したものにしていってもらうというのも一つ

の手かなと。 

 それから、これはやっぱり応募者数の増加については、もう少しちょっと工夫が要るか

なという気がして、多くの全国レベルの音楽祭等も開催されているので、そういう主催者

あたりにですね、四日市市はこんなことやっているよというあたりをもう少しＰＲしても

いいのかなというような気がしますね。 

 そんなようなことで、私は楽しみにして、いつも見に行っています。ただ、ちょっと時

間が長いかなという気もするのは確かにするんですね。そのあたりももう一工夫要るのか

なという気もするので、せっかくおいでいただいた、遠方から来ていただいた人がたった

３分で終わるというのは、それはかわいそうかなという気もするので、例えばコンテスト

の部と、いわゆる発表の部と、プロのスケートみたいにきちっとした、いわゆるコンテス

トの後に今度楽しみのステージをつくるみたいな、そういうこともひとつ工夫としてでき

るのかなという気もするので、いろいろと考えて、充実したところを望みます。 

 以上です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ご意見でよろしいですか。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 はい。意見だけで結構です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 他に。 
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○ 早川新平委員 

 当初予算資料の42ページに、３の文化振興についてのところ、２行目に、全国ファミリ

ー音楽コンクールについて、広く市民に親しまれるように取り組むと書いてあるんだけど、

どういうふうに取り組むんですか。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 今そのプレイベントとして複数回、イベント会場なり、あるいはショッピングセンター

なり、あるいは近鉄の駅の広場なりというふうなことで、こういった音楽コンクールをや

っていますということで、いろんなご家族、あるいは、今もご意見、ご助言頂戴いたしま

したことを検討しながらＰＲしていきたいということでございます。 

 

○ 早川新平委員 

 ありがとうございます。とりあえずたくさんの方に周知をするということがまず大事や

わな。参加者数をふやすという前提であります。笹岡委員がおっしゃったようなね。その

２部構成的なところであれば、今まで指摘全部されとるので、ハードル高いでやめたので、

93組が二十何組になってというところわかっているのでね。そういったところを考えて、

きずなというコンセプトが一番大事であれば、それを大事にしていただきたいというふう

に思います。 

 以上。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ご意見でよろしいですか。 

 

○ 早川新平委員 

 はい。 

 

○ 加藤清助委員長 

 さっきの芸能大会、28地区のうち14地区に絞っていくという話しとったのはそういうこ

となの。14地区に絞るの、やっぱりそれは。 
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○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 はい。今、予算では、１団体当たり５万円で、14地区ということでさせていただいてい

ます。こちらにつきましては、四日市市自治会連合会さんにもご相談をしながら、同様の

ように出して、次の年には前年度に出なかったところにするのか。その辺は自治会さんの

ほうと相談していきたいというふうに思っております。予算上は14地区です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 はい。ありがとう。 

 議題となっております当初予算の関係部分中、他にご質疑のある方。 

 

○ 伊藤 元委員 

 済みません。きょう説明していただいた資料の３ページ、個性あるまちづくり支援事業

ね。資料ありがとうございました。この中でちょっと２点ばかりお尋ねをしたいなと思い

ます。平成26年度で終了ということになるという話なんですけれども、上から二つ目の海

づくり会議みえという団体さんの事業なんですが、昨年、ちょっと私、これ、同じ日に何

か用事があって、よう行かんかったんやけども、書いてもらってあるのを見ると、環境問

題についても考えてもらうことを目的にと書いてあるんやけども、悪いことじゃないで、

別に反対する思いもないんですが、ただ、よく似た類似の事業があったように記憶しとる

のやけど、そこら辺どうなんかなと思って。それでもう、例えば吉崎海岸清掃をしていた

だいとる四日市ウミガメ保存会さんなんかも、私はちょっと変やなと違和感あるのやけど、

ウミガメが来るのに障害にならんように、海岸を清掃してもらうということなんだけど、

主はね。悪いことやないんやけども、あそこもこれで補助事業を受けとってね。同じよう

に環境問題を考えるようなセミナーをところどころで開いて、それで、講師料を支払った

りしとるんやわね。そうすると、何かさ。それは来る人が違うのかもわからんけれども、

何かまとめていかなあかんのと違うのかなという思いが私はあるんです。 

 それで、その中でほかの事業にもあるんだけれども、例えば所管が違う部分で、補助事

業として出とるものがあると思うんやわ。そういったものとの整合性というのをどう見て

いるのかな。それはそれで、しといてよと。うちはうちの事業やでということで、申請し

てきたやつで、出していくよということなんやろうかな。そうすると、受けるほうとして

は、ダブルで受けれたりとかね。何か陰でつながっとったりとかね。えってちょっと思っ
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たりするようなことがたまにあるんやけどさ。その辺ちょっとどういうお考えなのか、お

示しをいただきたいなと思います。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 次長の山下でございます。 

 個性あるまちづくり支援事業につきまして、先ほど委員のほうからご指摘ありましたよ

うに、一緒のような事業で、確かにこの海づくり会議みえも多分清掃も一緒に午前中か何

かにやって、午後にこういうセミナーということで。ただ、これはあくまでも補助金でご

ざいまして、清掃とこのセミナーというのを同趣旨かという捉え方でするのか、一緒の日

にやるけれども、別趣旨やということでするのか。大きな意味での環境問題は一緒ですが、

事業そのものとしては、今回これは平成24年度に審査をしたときに、確かにその環境部の

ほうから清掃部分については、補助等とか出ているという話でしたから、それ以外のこの

研修については、別事業で、啓発事業だという判断のもと、補助対象の部分は重ならない

形ということで、こういった形で認めてきた経緯がございます。 

 ですから、補助対象について、確かにこの他部署との関連というのは今後も、これは終

わるのは終わるんですが、平成26年度についてもその辺が重ならないようには十分精査を

していきたいというふうには思っております。 

 以上でございます。 

 

○ 伊藤 元委員 

 ありがとうございます。団体さんは、それぞれいろいろ考えて、事業の中身をやっても

らうと思うんやけども、やっぱりほかでそうやって出る部分があるんやったら、やっぱり

それはちょっともうやめといてもらって、ほかの部分をもっと膨らますとかして、やって

いっていただきたいなというふうに思います。 

 それで、もう一つ教えてください。５番の八郷地区さんなんやけど、事業内容で、①で、

道路の陰切りと言うのかな。それと②の町名の水路の整備という、「町内の」と違う、こ

れ。町名の、「町内の」やね。これね。水路整備ですよね。だから、これは「名」は

「内」のミスプリントということでよろしいですか。はい。 

 そうしたら、道路の陰切りというのをちょっと教えてください。どういった事業なのか。 
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○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 これは普通の一般道路のときに倒れてきている、若干倒れてきていて邪魔になるような

ところを切っていくということだと思いますね。こう、出てきますよね。それで、本来で

あれば、それは道路管理者である市のほうが刈るということもございますが。全て、農道

とかですね、いろんなところが考えられると思うんですけど、市に言ってというのはなか

なかすぐできないので、そんな、ガサッと刈り取るのは別ですが、ある程度伐採というの

はできる範囲で、地元の人ができる範囲で切っていくというふうに理解をしていますが。 

 

○ 伊藤 元委員 

 陰切りという意味がちょっとわからんかったんやけど、よくわかりました。それで、八

郷地区の方、本当にまちづくりに献身的に取り組んでいただいて、すごいなとは思うんや

けど、ここまでせんならんのかなというのもあるんやわな。それで、今言うたように、道

路整備なのか。それから、何かほかの部で本来せなあかん人らがやらんから、こうやって

なってきとるということがあるので、その辺はちょっと一遍、横に声かけていただいて、

そういうことに使うのではなくて、もっと違うところに使えるのではないかなというふう

な思いがあります。 

 こうやってたまたま内容を書いてもらってあるわけなんやけどね。その②の横の事業な

んかでも、農業水路を含むと書いてあるんやね。これも結局、農水振興課のほうから出て

いる、今期ちょうど２期目の事業やね。地元の非農家の人たちと農家が共同になって事業

をしていく農地・水・環境保全向上対策事業というのがあるんやわね。これも結構大きな

補助金額出とるんですよ。それをこの地区が取り組んどるかどうかはちょっと私も知らん

もので、なんやけども、まあ、もし取り組むのであれば、そういう形のどちらがいいのか

というものをやっぱり指示・指導なんかもしていただいて、中身が充実して行われるよう

にひとつお願いをしたいというふうに思います。 

 それから、12番の小山田地区さんのほうでも、竹林の保全かな。おやまだ竹の広場か。

例えば森林保全のメニュー、何かほかになかったかなと思うの。やっぱりそうやって、そ

ういったいろいろとかぶっとるところがあると思いますので、その辺上手に精査して、事

業を進めるようによろしく、意見として申し上げます。 

 以上です。 
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○ 笹岡秀太郎委員 

 四日市市自治会連合会のロングビーチ市の訪問の説明をいただきました。それで、平成

25年10月の姉妹都市提携50周年記念の事業の一環として、両市の地域づくりを紹介する機

会があって、ここでロングビーチ市と四日市市自治会連合会の役員さんが懇談されたと。

これからも継続して情報交換をしましょうねという話し合いができたということなんです

が、そうすると、基本的には四日市市の姉妹都市提携の中の一貫する事業というふうに理

解するんやけど、２分の１負担助成というのは、その意味で言うと、全額負担でもよかっ

たのかなという気がするんですが、この２分の１になった理由と、それから、訪問者です

が、役員などと、「など」がついとるんやけど、この３名というのは、「など」というの

は役員じゃないのも入るということですか。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 １点目の２分の１の件でございますが、これについては、50周年記念事業そのものとい

うよりも――50周年事業は本年度限りでございますので――それ以降、やっぱり交流は、

もう50周年終わったら終わりだということではなくて、市民レベルの交流はしていかない

といけないということなんですが、ただ単に自治会さんの交流のために行くというものに

対してどうこうという話はなかなかできませんので。ただ、今回につきましては、そのプ

ログラムという、そういう接点がございましたので、それを学んできてもらうと。これは

あくまでも、私ども、市のほうもそれを学んできていただいたやつを、ここにも書きまし

たが、地域づくりマイスター養成講座ということで、その人らに講師になっていただいて、

それで説明をしてもらうとかいうような形になりまして、これは四日市市自治会連合会さ

んとうちとのある意味協働で、それは折半で、半分半分でやろうという考え方のもとで、

両方がお互いに協働してということで、半分にさせていただいております。 

 それで、この自治会役員などというのは、少し想定したのは、自治会役員の中に、その

事務局ですね。事務局を役員と考えるかどうかというのがちょっとあるんですが、一応そ

の事務局の中でも誰かもしかすると行く可能性もあるかもわかりませんので、これは想定

ですので、その辺を言っていたので、役員というふうに入れなかったのと、役員という概

念が四自連の場合は、理事というのは、全員が理事になっていまして、副会長と理事に分

かれていまして、その四自連の体制の中で、理事というのは全員になりますので、一応役

員というのは副会長と。これは理事さんも、厳密に言いますと、役員なのかもわかりませ
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んけど、基本的には理事は、役員でないということになると、そういうのも含めて、「な

ど」というのを使わせていただいたということでございますので、ご理解いただきたいと。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 基本的にこれは四自連さんも行っていただくということは当然ながら交流事業の一つと

いうことになってくると、訪問するときもこれは行政側は誰もついていかないというふう

に理解していいの。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 まだ誰がどうこうという、行政側の考え方はまだ整理をされておりませんが、基本的に

は私ども、今その予算的にどうこうというのはちょっと明確にそれを上げているわけでは

ございません。文化国際課の事業の中でですね、もし行くということであれば、要請があ

れば、ことし、去年も行っておりますので、誰か行くということもあるかもわかりません

が、それが公費で行くのか、私費で行くのかというのはまだどういう形で行くかは今の段

階では申しわけないですけど、お答えができかねます。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 答えれないということであればちょっと意見として言いますが、これはぜひ行政の責任

としてきちんと、姉妹都市提携の一連の事業としてやはり派遣をしていくというぐらいの

思いでかかっていっていただかんと、市民におんぶに抱っこだけではちょっとまずいかな

という気がするので、意見として申し上げておきます。またこれ、当然ながら、これは助

成していく、補助を出すんやから、誰が行かれるかというあたりは、どこかであれがある

わけやな。その施設だとか訪問の目的とかあるいはもう少し詳しい、例えばその後の地域

の紹介等の事業等もあると理解してよろしいんやね。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 当然来年度に入りまして、事前に誰が行って、何を聞いてきて、帰ってきて、何をする

かというのは、そういう計画をきちんとつくってまいりますので、それで全て報告できる

のではないかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 
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○ 加藤清助委員長 

 他に。 

 

○ 伊藤修一委員 

 では、資料請求をした部分で、地域活動費の新規事業、館長権限予算の考え方というこ

とで資料いただいておりますので、ちょっとその質疑をさせていただきたいと思いますが、

タイトルのところに（たたき台）と、目新しい言葉が書いてあるんやけども、たたき台と

いうのは、いわゆるコンクリートされていないよというようなことなのか、逆に、この予

算を上げてくる場合に、サマーレビューとか、スプリングとかいろいろ、内部でいろいろ

やられていると思うので、きちっとした考え方で、固定しとるものだと思うんだけれども、

ちょっとここの辺の考え方をまずお伺いしたいです。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 この館長権限予算の考え方につきましては、いろいろ庁内、部内も含めて調整をさせて

いただく段階の中で、館長の金額も含めまして、委員さんの質問にもお答えしたとき、段

階的にそういった権限のことをやっていくというお答えを議会でもさせてもらったときが

あったと思うんですが、それで、やはり地区市民センターの話というのは、23地区市民セ

ンターございますので、議論がいろいろございまして、全地区市民センターにやっぱり配

分せなあかんのと違うかという話もあったり、ある意味、モデル的にやるべきやないか、

まだわからんでというようないろんな議論が錯綜した中で、まだ正直申し上げまして、確

かに900万円という予算額は上げていますが、要綱のようにきちんと定めたものというも

のをまだ確定をしていないというのが正直なところでございまして、今回につきましては、

考え方として900万円の予算をお認めいただくのに150万円の６地区市民センターを基本に

考えていくということで、ここにお示しをいたしました内容について、来年度、館長に権

限を与えるという形で、これはあくまでも、900万円の予算をやり方としては地区市民セ

ンターへ配分して、その配分した予算の中で、地区市民センターが四日市市の事務専決権

の中で、本来であれば課長が執行できる範囲の中で、執行する形をとっていくことになり

ますので、これが案になっていないのは本当に申しわけございませんが、少しまだ委員の

皆様のご意見も賜りたいということもございまして、たたき台という形で上げさせていた
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だいておりますので、ご理解をいただきたいなというふうに思っております。 

 

○ 加藤清助委員長 

 たたき台という表記についてどうかというのがあったよね。案ということ。 

 

○ 伊藤修一委員 

 たたいてくださいということやったら、僕ちょっと、昼になるので、改めてまたお願い

しますわ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 はい。ということですので、お昼になりましたので、休憩させていただいて、午後、伊

藤修一委員の質疑から再開をさせていただきます。再開は午後１時とさせていただきます。 

 

                                １１：５９休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １３：００再開  

 

○ 加藤清助委員長 

 では、おそろいですので、再開をさせていただきます。 

 なお、早川委員は所用で午後と明日欠席の旨、連絡をいただいております。 

 それでは、午前に続きまして、伊藤修一委員の質疑からどうぞ。 

 

○ 伊藤修一委員 

 それでは、午前中の部分について、改めてこの考え方の中で、この新規事業は将来的に

はどういうふうなことを目的にして、何年ぐらいの計画でこれをやっていくつもりなのか。

そして、この事業について地区市民センターの館長に対象事業の見込みのヒアリングをも

う既にやっているといって書いてあるので、じゃ、そのヒアリングの際にどのような意見

というか、考え方が館長から披瀝されたのかお伺いしたいと思います。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 
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 この事業につきましては、来年度につきましては、基本的なモデル事業で、試行的にさ

せていただくということで、それを１回やらせていただいて、それを再来年度に検証、い

ろいろこの事業検証によって、どういったものにしていくのがいいかということを検討さ

せていただいて、その意見を踏まえて、やっていくほうがいいということであればやって

いくという形で、私どもとしてはできる方法で考えていきたいなというふうに思っており

ます。 

 それと館長のヒアリングにつきましては、これは地域と議論してということではなくて、

今の現在の館長の考え方で、こういったものをやった場合はどういった事業を出すかとい

うようなことの確認を、ヒアリングをさせていただいたわけでございますが、中にはいろ

んな意見がございまして、例えば基本的には委託料で、地域に委託をしていくような形の

ものもあれば、事業費で、みずからが地区市民センターのほうで物を買って、それを地域

と一緒に使っていくというようなやり方とか、あと、備品を購入したいというのもござい

ましたし、例えば何か施設を借りるときの中身を改修するための費用も立てやんのかとい

うような、こういったいろいろな意見がございまして、分野も、里山保全の分野から福祉

の分野とか、まちづくり系のマップをつくったりするようなこととか、いろんな各館長か

らヒアリングを受けた段階では意見が出ておりました。 

 以上でございます。 

 

○ 伊藤修一委員 

 いろんな意見が出るのは当然やと思うんですよね。だから、いわゆる権限を与えて、そ

れだけ予算をやるから自由に使えというようなことを言われれば、そうしたら、さまざま

な考え方、さまざまなそれこそアイデアとかいっぱい出る。それを、じゃ、実際にそれを

権限というもので実行していく場合に、それの裏づけとなる、根拠となるものがどこにあ

るんだろうかと。例えば地域の課題といったら、何をもって地域の課題とするのか。地域

の合意と言うたら、何をもって合意とするのか。もうあくまでも、それは館長の権限と言

われれば、じゃ、一体、館長さんは一体何の権限を持ってこの予算をモデルとして使うの

か。余り明確にならないんじゃないかなと思うのね。逆にこういうことは、館長さんに大

きな負担にもならへんかなということを危惧をしてしまうんやけれども、そこら辺でそう

いうふうな実態の把握とか、それから、合意の形成とか、それから、館長の権限とかにつ

いてはどう考えてみえるんやろうか。 
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○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 まず地区の合意につきましては、今、各地区で、地区まちづくり協議会というような協

議会、各種団体調査が入ったりして、婦人会、社会福祉協議会、連合自治会の入ったそう

いうまちづくり協議会がございます。そういった協議会の中で、こういったことをやりた

いということで議論をしていただくのも一つ。そういう形をとっていただくという場合も

ございますし、都市計画マスタープランで、まちづくり構想策定委員会とかいうのもござ

いますので、その中で議論もしてもらうというものも、分野によってはあるのかなと。そ

ういった協議会の中で、館長として自分としてこういうのをやりたいというのと、地域か

らヒアリングをする中で、こんなことをすぐにやったらどうかというようなものについて

提案をしていただくというのが一つでございます。 

 それで、当然のことで、委員がおっしゃるように、いろんな分野の話、ヒアリングでご

ざいましたので、その使い道については、ある一定、例えば補助金ではございませんが、

食料費や修繕費なんかまでいいのかとか。そういったものについては私どものほうで、こ

の部分の分野の執行についてはある程度使えない部分は使えないというような一定の基準

というものは設けなければならないと。その基準を設けた中で、それはあくまでも、先ほ

ども申し上げましたように、事前に各館長に集まってもらって、議論をしながら、そのと

きには館長も自分のイメージというのは持っていると思いますので、いろいろ議論して、

一つの一定の基準をつくって、その中で提案をしてもらうと。それで、その提案の中で、

要するに、新しいアイデアが見られるとかそういったものを６地区市民センターを基本に

選定して、あとは館長のほうで、課長権限の執行権がありますので、その範囲の中で執行

をしていって、事業展開をしてもらうというふうに今考えておりまして、それが終わった

後につきましては、また地域にその事業そのものの評価をしていただいて、それを各館長

会の中でも議論、それぞれ報告をしていただいて、この場合には外部の先生の意見も聞い

て、一つの評価、検証をしていきたいと。それで、何がよくて、何が悪かったかというの

を検証して、次のために、それを生かしていきたいというふうに思っております。 

 

○ 伊藤修一委員 

 すごい重たい仕事を館長に、物すごい負荷をかけて、大きな仕事をさせていくわけ。そ

れで、この見返りが何なのかというと、一過性で、これがずっと続くとは限らんわけで、
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毎年続くとも限らん。今回で終わるかもわからん。それを期待だけさせるとか、地域の人

に負担だけかけて、館長にも大きな重みをかけて、将来的にどうなるかわかりませんよと。

そういうふうな事業とか予算の執行のやり方というのは、すごい雑いというかね、粗い考

え方。まさしくたたき台でしかないと。逆に本当に地域の課題に、今、館長とか市の職員

が本当にかかわっとるかといったら、手を出さない人たちだってようけみえるんですよ、

在住の人であっても。地区の館長ですらも、それはボランティアさんの用事だから、それ

は自己完結でやってくださいとか、いろんな課題がみんなわかっとっても手を出さない中

で、今回のことが何の将来的な保証もないというようなニュアンスしか受け取れない。必

ず続くとは限らないという。そういうことであれば、きちっと、市民生活課がある程度の

ガイドラインとかマニュアルを示すというんだったら、この予算というのは、それができ

上がってから、執行するとか議会に出してもらうとか、そして、館長さんもある程度納得

した上でないと、この執行というのは、４月に、はい、どうぞやってくださいと、もうオ

ーケーですよということはすごいハードルが高いような気がするんやけれども、その辺は

どうですか。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 私ども地区市民センターにおりましたので、この辺はある程度地域の事情というのはわ

かるんですが、特にその地区市民センターには予算というものが配分されておりません。

地区市民センターの中の消耗品とか講座に使う委託料とかそんなものは配分されています

が、地域に関するものは一切配分されておりません。館長の権限の中で、予算を使おうと

いうことになりますと、やはり配分をしてあれば、配分するお金さえあれば、今の館長権

限で執行はできるわけですので、そういうお金があれば今このことについて、ほかのどこ

の課に頼んでもできやんようなこともできたなというようなこともございました。 

 だから、そういうこともありまして、やはりその地域、館長が自分の考えである程度で

きるような財源というものを配分する方法というのは必要なのかなというふうには思って

おりました。今回、館長は非常に確かに負担はかかるというのはあると思いますが、ただ、

今、市民と協働するという概念、私どもいろいろ話をする中で、やはりその行政もかかわ

りを持つということ。やっぱり地域でも今まではどちらかというと、市民主体で地域にお

任せをするというのがメーンだったんですが、やはり館長も入って、一緒にやっていくと。

市民協働という概念でやっていくということのためには、やっぱり館長にもある一定のそ
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ういう財源がなければ、各課へ頼んでいろいろやったりとか、総合補助金なんかで、地域

の側にある補助金でやるとか、そういうことも難しいだろうということで、一度モデル的

に試みとしてこれをやらせていただきたいなというのが一つ。もう一つはやはり最初から

マニュアルでがちっと縛ってしまうと、非常に、本当にその地域によって千差万別ですの

で、本当にやろうとしたときにガイドラインが、一つのマニュアルが足かせになったりす

るのもあって、今の段階では少し、決めてしまうのもどうかなということで、先ほど申し

上げたのは、本当に最低限、食料費に使うとかですね。そういった今、補助金でもなかな

か使えない部分についてはちょっと基準はつくらなあかんと思いますが、大筋の大きな部

分ではやはりもう館長の権限、考え方の中でできるものを、館長のこの事前の協議の中で、

ある程度幅広く入れていけるようなものにしたいなというふうに今考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 伊藤修一委員 

 もう長くなりますので、今そういう話を聞きましたら、それこそガチガチのマニュアル

とか言いませんけど、やはりある程度のラインだけはきょうの段階で、これだけではやっ

ぱり粗いで、これをやっぱりもう少し、今、言葉で質疑をやっている課長の説明の中にあ

ったことは、やっぱり落とし込んでいないと。例えば福祉の場合はこういう課題があって、

こういう問題に対して、今後こういう市全体の用事もあるし、地域にはこんな課題がある

ので、市民文化部と、いわゆる地区市民センターの館長もこういう福祉の問題には絡んで

いかなくちゃならないという、そういうふうな一つのシミュレーションでも、一つの例で

もいいし、モデルとしたらやっぱり考えていることを書類に出してこないと、イメージは

つくれない、シミュレーションはできない。議会で委員がこれだけおっても、誰一人もイ

メージできないんですよ。それを私らに審査せいと言って、これで４月から予算執行かけ

てくださいと、そんなばかなことないじゃないですか。やはりこれはもう、この議会が終

わるまででも結構ですので、今しっかり考えている、福祉なら福祉のこういう課題がある

ということをシミュレーションした資料をもう一回出してください。それだけお願いした

いと思います。 

 

○ 加藤清助委員長 

 いつごろと。議会中に。 
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○ 伊藤修一委員 

 議会中でいいです。 

 

○ 加藤清助委員長 

 はい。ということですが、よろしいですか。 

 

○ 前田市民文化部長 

 そういう内容のものをまとめて出させていただきたいと思います。 

 

○ 加藤清助委員長 

 報告おくれましたが、市民の方が傍聴にお一人入られております。 

 

（「関連」と呼ぶ者あり） 

 

○ 加藤清助委員長 

 関連認めて、村山委員。 

 

○ 村山繁生委員 

 伊藤修一委員がほとんど言ってもらったんですけれども、でも、そもそもこの館長に権

限を持たせると言いながら、ある程度ヒアリングして６地区選ぶわけですけど、それで庁

内決定するわけですね、これ。庁内決定すると書いてありますね。本当の意味で、館長権

限というのは別にないんじゃないですかね、これ。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 何度も申し上げ、繰り返しになって恐縮でございますが、館長に集まっていただいて、

館長の中で議論をしてもらうというスキームもまず入れたいというふうに考えております。

その中で、館長みずからがある程度そういった話し合いをして、ある程度のスキームをつ

くっていくというような考え方でおりまして、その中で、館長権限とは何かというのも含

めて、モデル的でございますので、進めていきたいというふうに思っています。 
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○ 村山繁生委員 

 だから、先にチェックして庁内決定するんじゃなくて、本当に権限を持たすのであれば、

もう本当の権限を持たせて、館長にやらせて、その１年たってからこれを検証するとなっ

たら、まだ本当の館長権限かなということがあるんですけど、これだと本当に今、地区と

相談して、地域で、館長も交えて、市民協働で、事業をするというようなことだと、この

地域社会づくり総合事業費補助金とも何かダブってきてみえるような感じで、そのすみわ

けがわからないんですけど、どうでしょう。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 地域社会づくり総合事業費補助金につきましては、今、各地区でそれぞれの事業に配分

をされております。ですので、なかなか今、私どももその総合補助金についてはいろいろ

考え方を、ずっとこれまで続けていた事業だけではなくて、新たに地域の必要な事業に変

えていってくださいというような形で、いろいろ地域を回らせていただいたときにお願い

もしてきておりますが、ただ、それとこの館長権限、あくまでも、基本的には地域の意見

は聞きますが、地区市民センターで、直接にいる、ずっと地域住民の人と一緒におる館長

が、みずからが、いろんな意見を聞く中で、これはすぐにできる事業だろうと。それをす

ぐにやることによって、住民さんがやる気になっているときに、それに充てることによっ

て、１年待ってくれという話ではなくて、やることによって、事業が成り立っていくもの

があるのではないかなというようなことをするために、この館長権限予算ですぐ執行して、

起爆剤にしたいというようなことで考えております。少しそのまちづくり総合事業費補助

金でありますと、もうあれは年度初めに予算は各団体さんが決めてしまいますので。それ

を使って、例えば途中で出てきても、なかなかそれはすぐに執行できやん、翌年度だった

りとかするということもありますし、団体間の調整も要ると思いますので、館長権限はあ

る意味、地域の合意と言いますけれども、館長の権限の中である程度できるということで、

少し私どもと意味合いを変えた形で、こういった予算の提案をさせていただいておるとい

うことでございます。 

 

○ 村山繁生委員 

 言わんとすることは大体わかるんですけれども、でも、やっぱりちょっとわからないと
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ころがあって、その館長権限というところがどうも曖昧なような気がして、結局は先にチ

ェックされてしまうわけですから、本当の意味での館長権限、本当に地域のために館長と

しての権限を任せるというようなことぐらいまで、どうせやるなら、一遍やってもらった

らどうかなというふうに。チェックは、１年たってから、一遍検証していいんじゃないか

なと思うんですけど、それは無理でしょうかね。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 正直申し上げまして、一斉に全地区で、さあ、やってくださいと言っても、私ども自体

もその館長権限でやること自体の内容も、また、その全てを把握していない中で、多分、

館長権限でやってくださいといきますと、最初に決めとくというのもなかなか難しいと思

うんですね。そうすると、館長によって、使い方がもう何かわからんような情報で使って

しまって、あとでそんなんという話になったりとかするのもまずいものですから、やはり

最初は１回この調整を皆さんでやって、それから、モデル的にやって、それで、翌年もし

それがうまいこといくような話であれば、翌年から全館長ということもあるというふうに

思っていますので、まずは１回私ども、市民生活課そのものもその相談をされても、自分

たちがわかっていないやつを相談というのはなかなか難しいですもので、第１回はこうい

うモデル的にやらせてほしいなというふうに思っています。 

 以上です。 

 

○ 村山繁生委員 

 わかりました。 

 

○ 小林博次委員 

 ちょっと関連させてください。結局、これから館長から問題提起を受けて、言うてきた

方向がよければ、900万円使ってくれと、こういうことやね。これ、書いてある中身は。

議会側から指摘されたのは、これは横着やないのと。こうしたいからということで方向決

めて、予算出してくるのが通常のやり方と違うのと、文句言われたわけね。そこで、ここ

数年の市民文化部の予算の問題提起の仕方というのはあんまり正しくないと思っとるのや

わ。何を言っているかといったら、例えば地域マネージャーが、地区の人がどんな課題が

あってどうやろうとしているのかというのと無関係に、やりたいことあったら提案してき
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てって採用してくるわけや。だから、整合が図れてない。はっきり言えば邪魔。むだ金。

その事業、その事業はそれなりの意義を持っていると思うよ、それはな。だけど、そのこ

ととその地域の人がやりたいことが関係がなかったら意味がないことなんよな。だから、

行政側が一生懸命、防災でやろうかと言うとるんやったら、防災に関してどうなのという

話をやるならわかるんやわ。そんなこと関係なしなんや。 

 だから、ちょっとまずいなと思っているのと、それから、例えば個性あるまちづくり支

援事業でも、ニュースを早くキャッチして、予算に手を出したところは金が行ったが、ニ

ュースが遅すぎたところはないわけや。この運動の中身を見ていると、こんなの普通にも

っと別でやるような仕事と違うのというのがまじっとるわけやな。それはやっぱり問題あ

るなと。今回で終わるんやで、ええと言うけれども、これ、同じことが繰り返されると思

うんやわ。例えばここでいくと、地区市民センターの館長が提案して、地区市民センター

の館長にええのがおれば運動はあるけど、おらな、ないということを言われとるわけやか

ら。役に立たんから、地区市民センターで抜けと言われたところやったら、こんなの全然

名前も出てけえへんわけや。とは言わんけどね。だから、やっぱりそれではちょっと問題

があり過ぎやへんかなと思うわけな。それ、言っとることと実態が違って、ずれとるかわ

からんね。全部優秀な館長かわからんからな。ずれとるかわからんけど、ざっと見てみる

と、何かえこひいきやないのと。うまくいかんのと違うのというふうに思うわけ。だから、

行政側がやろうとする、問題提起した活動が一貫性がなさ過ぎるのと違うかなというふう

に受け取っているわけ。だから、運動ですから、もうちょっと一貫性持ってもらうことと、

それから、今、地区市民センターでええ話あったら持ってこいやということと違って、こ

の地区は何をせなあかんという課題があるわけですやんか。 

 例えばこのまちの真ん中の地区なら人が減っていって、もう小学校、中学校、統合もせ

なあかんな。連合自治会も統合せなあかんなというような政治課題。これは政策の貧困ね。

まちづくりの失敗と、こういうことになっとるわけや。それが急に改善されるということ

がないから合併するしかないかなというようなことが課題としてあるわけね。そうすると、

人を減らさない、あるいは広域で何かをするときに自分たちだけではできやんわけやから、

どう助けてやるのというのが課題として、地区市民センターで取り上げてもらわなあかん

わけやね、これ。だから、正確に取り上げてくれれば取り上げてくれるし、気がつかなん

だら取り上げられやん。逆に、人口が過密していく高台にあるところ。例えば羽津のほう

だとか、八郷のほうとか、それから、今出てきている大谷台なんかでも何とか連合自治会
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つくったので、地区市民センター、館を一つ建ててくださいよと、活動する場所がないよ

と。学校へ借りに行っても、もう団体が多過ぎて、なかなか使えませんよと。だから、新

しい建物を建ててくださいと言うとるところもあるわけや。そういう地域課題がこの館長

からうまく提案されてくればええけど、提案されてこんと、何か知らんが、また的外れる。

そういう感じを受けてしまうので、だから、館長から出してこいということも大事なんや

けど、その前にこの地域、どんな政治課題があるのかね。そういうものをやっぱり取り上

げやんと。取り上げて、なおかつ、こういうことがあるけども、あとセンターとしては何

か意見があるのかというようなことも含めて提案させるとかいうことで、いずれにしても、

結果として提案してこんと。だから、こんな運動をやりたいという提案をしてこんと、こ

んなことでやりますから、予算だけ認めてというのはちょっとルール違反やと思うんやな。 

 まあ、今回出してきとるから、別にこれに反対することは必要がないので、賛成はする

けど、だから、出し方としてはちょっと不自然。もうちょっときちっとしたやり方のほう

がありがたいよと。これはもう意見でいいですよ。 

 

○ 前田市民文化部長 

 ご指摘の点については、これからの課題ではあるわけなんですが、館長は常日ごろから、

地域のいろんな団体の方とも話し合いをしとると思うんですね。その中で、まさに今ご指

摘の点のように、その地域が今最優先でやっていかなならんというのをどう把握しとるか

ということと、それがこういう提案、企画の中にやっぱり盛り込まれてくるというのが一

つの方向性としてはあると思いますね。そういうような流れに持っていけるようには、ま

あ、市民文化部としても、もっと、館長たちにも議論してもらって、地域のニーズとか、

それから、今、地域全体として何を考えないといけないのかということをまずこの予算の

活用について入る前に、やっぱりもっと議論の場も持っていきたいと思いますし、我々も

そういう視点ですね。いろんな各部門の情報も収集しながら、館長に情報提供もして、進

めていかないかんなと、今そのようにも思いましたので、ぜひそのように取り組んでまい

りたいと思います。 

 

○ 加藤清助委員長 

 よろしいか。 
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○ 小林博次委員 

 了解はしてないけど、うんと言うときます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 他にご質疑のある方、副委員長。 

 

○ 樋口龍馬副委員長 

 済みません。ちょっと総論的なところで言うと、さっきの郷土が誇る芸能大会もファミ

リー音楽コンクールもそうなんですけれども、よく委員会の皆さんが言われるのは、総括

はどうなっているんだとか、事業検証どうなっているんだという話が非常に多いなという

印象を持っています。ファミリー音楽コンクールの募集人数にしても、こういうイメージ

を与えたのかなという検証は普通ないと思うんですよ。93組応募していただいた方たちで、

今回応募いただけなかった方たちに電話でヒアリングした結果、非常に敷居が高いと感じ

たという検証データがあるんだったら、やっぱりそうやって示さなきゃいけないと思いま

すし、そういうことをしていないのであれば、今後取り組んでいかないと本当に加納委員

が言われたように、もう次ないですよという話をせざるを得ないのかなというふうには感

じますので、この個性あるまちづくり支援事業と今回の館長権限の予算に関しては全く別

立てに、多分考えてはみえるんだと思うんですが、見ようによってはお金の名目が変わっ

ただけじゃないかというふうに感じている方も議員の中にも見えると思います。 

 そういうことがしっかりとこの個性あるまちづくり支援事業をなぜ終結させるのかとい

うところの総括がきっちりと示されないまま、どのような検証の結果、取りやめることに

なってということを示していかないと、ただ単に予算の色が変わっただけじゃないかとい

う見方もできますので、そういった検証はしっかり行っていく必要があるというふうに感

じているということを総論的に言わせていただいた上で、各論部分でいいますと、最終的

には全地区市民センターでということなんですが、多分それは平等にするためという意図

はあると思うんですね。けれども、例えば一番人口の多い常磐だと、２万8000人が居住を

しています。一番人数の少ない水沢だと3300人。自分のところの地区なもので、幅ったい

んですけれども、中部地区なんていうと、連合体でいうと五つの連合が入りまじっている

ところが、全てにおいて150万円で平等なんかというと、それはやっぱり平等じゃないと

いうふうに思いますし、それであれば、地域社会づくり総合事業費補助金の枠をもう少し
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厚くして、そこに館長の意識が及ぶようにしたほうがより平等であるように感じますし。

人口割であったりということも組まれていますのでね。そういったところで、少し立案す

る上での、背景はいいにしても目的論拠が薄いのかなというのを皆さんと同様に私も感じ

ているということはお伝えしないといけないかなというふうに思いました。 

 平等のあり方ということは考えていただきたいと思います。確かに私も人権の会長とか

何とかいつもやらせていただいているんですけど、地区としては、同和部落の差別があん

まりない地区ですので、個別の事例になって申しわけないんですけど、地域住民としては

本当にこの人権の教育の団体は要るのかという極端な議論まで出てくるわけですよね。そ

れは是々非々の話をするためにあえて極端な例を出してみえるんですけど、でも、館長と

してはやめてもらったら困ると。だから、やめてもらったら困るもので、地域社会づくり

総合事業費補助金の中で何とか賄えというふうに依頼をかけて、人権のほうはやる。やっ

た結果、この会議の中で、啓蒙品は、啓発品はどうなんだとかいう話になったときに、地

区の中でギスギスとつらい思いをしたりしているところもあると思うんですよ。パート、

パートで見ていくと。そういったことを判断していくための館長が行政としてなさなけれ

ばいけないことのために使っていくお金だということであれば、ほぼ小林委員と言われた

ことと同意なんですけれども、地域の実情をもっともっとしっかりと所管部のほうで把握

をしていただいた上で、事業立案していただきたいなという強い要望をさせていただきた

いと思います。 

 

○ 加藤清助委員長 

 要望でよろしいか。他にご質疑のある方。 

 

（なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 はい。ご質疑なしと認めさせていただきます。 

 討論ございますか。 

 

○ 加納康樹委員 

 討論ではないです。 
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○ 加藤清助委員長 

 意見表明。 

 

○ 加納康樹委員 

 委員長報告にぜひファミリー音楽コンクールのところであったところの50名、年50組の

必達であるとか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 目標。 

 

○ 加納康樹委員 

 はい。さらに今回ファミリー音楽コンクールであれば３回目、そこで必達ができないよ

うなこと、観客動員ができないようなことがあった場合には４回目に関してはもう議会と

してもノーも突きつける覚悟であるというところとか、郷土が誇る芸能大会に関しても、

４回目終わった上で、次回には見直しについてきちんと出すようにというところはもうき

ちんとしたためていただくことだけお願いします。 

 

○ 加藤清助委員長 

 はい。では、先ほど加納委員ご指摘のありました部分については委員長報告の内容に記

載させていただくということで、討論なしと認めさせていただきます。 

 あと全体会送りの事項はございませんね。 

 

（なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 はい。なしと認めます。 

 それでは、採決に入らせていただきます。 

 議案第166号平成26年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出予算、歳出第２款総務

費、第１項総務管理費中、市民生活課及び文化国際課所管部分、第10款教育費、第５項社
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会教育費、第３目公民館費中関係部分及び第２条債務負担行為中関係部分については、原

案のとおり決することにご異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第166号 平成26年度四日市市一般会計予算、第１条歳出歳

入予算、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費中関係部分、第

４目文書広報費中関係部分、第11目地区市民センター費、第12目国際化推進費、第

14目計量消費経済費、第18目コミュニティ活動費、第19目市民活動費、第20目文化

振興費、第21目生涯学習振興費、第22目諸費中関係部分、第10款教育費、第５項社

会教育費、第３目公民館費中関係部分、第２条債務負担行為中関係部分について、

採決の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

○ 加藤清助委員長 

 続けさせていただきます。 

 では、審査順序に基づきまして、次に、議案第192号平成25年度四日市市一般会計補正

予算（第５号）、第１条歳入歳出予算の補正、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第

20目文化振興費について、これは追加資料あったんやったかな。ありました。補正やな。

補正だから、まず補正の資料説明をお願いいたします。 

 

    議案第192号 平成25年度四日市市一般会計補正予算（第５号） 

     第１条 歳入歳出予算の補正 

      歳出第２款 総務費 

         第１項 総務管理費 

          第20目 文化振興費 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 
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 文化国際課の小林でございます。 

 議案第192号平成25年度四日市市一般会計補正予算（第５号）ということでご説明をさ

せていただきます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 資料は。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 補正予算書（１）は26ページから27ページでございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 この予算常任委員会資料追加上程分のとじてあるやつかな。違うかな。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 はい。市民文化部として出させて。 

 

○ 加藤清助委員長 

 こっちやな。皆さんにとじてあるやつの中の市民文化部予算常任委員会資料一般会計補

正予算（第５号）という見出しです。少々お待ちください。 

 じゃ、説明願います。 

 

○ 小林市民文化部参事兼文化国際課長 

 申しわけございません。続けさせていただきます。まず補正予算書（１）は、26ページ

から27ページが該当いたします。 

 その後、予算常任委員会資料でご説明をいたします。 

 まず補正予算書の26ページでございますけれども、第20目の文化振興費につきまして、

補正前の額、３億6973万7000円に対しまして、今回上げさせていただいておりますのが

1120万円の減額補正でございます。このうち補正額の財源内訳が記載されてございますけ

れども、国庫支出金ということで、昨年11月の定例月議会におきまして、補正予算が認め

られた地域の元気臨時交付金というのが充てられておりまして、その分、充当分177万
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5000円と一般財源としまして942万5000円が減額の内訳となってございます。 

 27ページのほうをごらんいただきますと、事業といたしましては、今回、減額補正させ

ていただきますのが文化振興育成事業費の中の芸術文化活動の場づくり事業費500万円の

減額と、文化会館等施設整備事業費の620万円の減額でございます。 

 次に、市民文化部の予算常任委員会資料でご説明をさせていただきます。１ページをご

らんください。芸術文化活動の場づくり事業でございますが、こちらは総合計画の推進計

画に上げさせていただいている事業でございますが、総合計画の中にも四日市市文化会館

の利用率が高く、施設予約がとりにくいなど、文化活動の場が不足しているという状況が

ございまして、文化会館などの既存施設を補完するため遊休化する公共施設（学校施設）

を活用して、練習、発表の場や地域開放施設などをあわせ持った施設の整備についてうた

わせていただいておるところでございます。 

 平成25年度の当初予算におきましては、対象となる施設につきまして、基本構想、基本

設計の委託料として、500万円を計上させていただいたものですが、対象の候補となる施

設につきまして、平成25年度中に施設を絞り込み、基本構想、基本設計を策定するには至

りませんでしたので、まことに申しわけございませんが、これを減額補正させていただき

たいとお願いするものでございます。 

 ２ページをごらんください。こちらにつきましては、冒頭部長のほうからもおわびを申

し上げましたけれども、私ども文化国際課が提出させていただいた中で、一番下の補正額

の財源内訳の記載が間違っておりました。本当に申しわけございません。 

 こちら、文化会館等施設整備事業費のうちのこちらも総合計画の推進計画に上がってお

ります公共施設ストックマネジメント事業費としてでございます。平成25年度につきまし

ては、第２ホールの客席更新工事と車椅子席の設置工事を行いました。また、このことに

伴いまして、客席案内表示板の更新も行いましたけれども、入札差金が生じまして、当初

予算額の6280万円に対しまして、執行見込額が5660万円ということで、620万円の減額補

正をお願いするものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。 

 

○ 加藤清助委員長 

 補正予算の説明を受けました。 

 これより質疑に入ります。ご質疑のある方、挙手にてお願いいたします。 
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（なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 補正予算、ご質疑なしと認めさせていただきます。 

 討論もないと思いますので、全体会送りもないと認めさせていただきます。 

 それでは、採決に移ります。 

 議案第192号平成25年度四日市市一般会計補正予算（第５号）、第１条歳入歳出予算の

補正、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第20目文化振興費につきましては、原案の

とおり決することにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第192号 平成25年度四日市市一般会計補正予算（第５号）、

第１条歳入歳出予算の補正、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第20目文化振

興費について、採決の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

○ 加藤清助委員長 

 次は、審査順序でいきますと、入れかえる前に協議会でいいんですね。 

  

                                １３：４３休憩 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：０１再開  

 

○ 加藤清助委員長 

 おそろいですので、再開をさせていただきます。 

 これよりは、議案第166号平成26年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出予算、歳
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出第２款総務費、第１項総務管理費中、第10目総合支所費、第13目あさけプラザ費、第17

目男女共同参画費、第３項戸籍住民基本台帳費、第10款教育費、第５項社会教育費、第３

目公民館費中関係部分及び第２条債務負担行為中関係部分についての審査となります。 

 まず追加資料の説明から求めたいと思います。 

 

    議案第166号 平成26年度四日市市一般会計予算 

     第１条 歳入歳出予算 

      歳出第２款 総務費 

         第１項 総務管理費 

          第10目 総合支所費 

          第13目 あさけプラザ費 

          第17目 男女共同参画費 

         第３項 戸籍住民基本台帳費 

        第10款 教育費 

         第５項 社会教育費 

          第３目 公民館費中関係部分 

     第２条 債務負担行為中関係部分 

 

○ 石川市民課長 

 市民課、石川でございます。 

 では、産業生活分科会資料の９ページをお開きください。 

 

○ 加藤清助委員長 

 きょう、１回目の最初のこのとじたやつの９ページだそうです。 

 

○ 石川市民課長 

 そうですね。産業生活常任委員会の関係資料になります。 

 

○ 加藤清助委員長 

 続きですね。これの。 
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○ 石川市民課長 

 ９ページでございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 はい、どうぞ。 

 

○ 石川市民課長 

 はい。済みません。（新）窓口サービスセンター整備事業についてということでご説明

を申し上げます。 

 まず今年度、さきに議案説明の際に事業費につきまして、1347万1000円を計上させてい

ただきました。その内訳について詳しい資料をということで、委員長から資料提供をとい

うことでご提案いただきまして、ご説明をさせていただきます。 

 まず一つ目の内訳についてでございます。下の表がございまして、左側が開設経費、

1155万7000円になっております。主たるものにつきましては、見ていただいてわかります

ように、改装工事あるいは回線接続費用500万円。それとともに、当然窓口を新たにつく

るということでございますので、初度調弁、カウンターでございますとか椅子、お客様が

いらっしゃる椅子等の備品等521万円というところが主たるものでございます。 

 右側が運営経費になります。括弧いたしまして、３カ月という形で計上させていただい

ております。こちらのほう、191万4000円となっております。こちらの主たるものにつき

ましては、尾平のショッピングセンター内に設置ということで、テナント料とか、あるい

はファクス等の機器の使用料等になっております。 

 こちらのほう、開設につきましては、３カ月とございますように、今のところ、現時点

での開設工事につきまして、平成27年の１月ぐらいをめどに準備を進めているところでご

ざいます。 

 続きまして、下段の２番にございます。近鉄四日市駅高架下にございます市民窓口サー

ビスセンターと、今度新たに、平成26年度に開設いたします窓口サービスセンターとの経

費比較についてということで資料でございます。 

 まず左側が新窓口サービスセンターでございます。右側が駅にございます窓口サービス

カウンター、カウンターという名称なんですけれども、こちらのほう、平成11年４月に開



 - 63 - 

設をしております。この際には、窓口サービスカウンターという名称をしておりましたの

で、この名称にさせていただいております。 

 まず開設経費につきましては、さきにご説明、１において説明させていただいた窓口サ

ービスセンターの経費を計上させていただいております。右側につきましては、平成11年

に開設をいたしまして、当初は証明書発行のみをとり行っておりました。その後、平成18

年に届出書受付とか、あるいは収納等、徐々に事業を広げてきたという経緯がございます。

初度調弁（備品等）の214万2000円につきましては、今、現時点での窓口サービスセンタ

ーの備品の金額を計上させていただいておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 それと下の段にございます運営経費につきましては、右側のみご説明差し上げます。駅

にございます市民窓口サービスセンターの今年度、平成26年度予算で、１年間としての計

上をさせていただいております。 

 説明は以上でございます。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 あさけプラザ館長の川北でございます。よろしくお願いします。 

 私のほうからは、伊藤修一委員より資料請求のございました、あさけプラザ浴室につい

てご説明申し上げます。資料の10ページでございます。Ａ３判。 

 左の上のほうから、まずは営業時間と利用対象者でございますが、毎週、火・水・金・

土・日曜日に営業しておると。時間は11時から15時。利用対象者は四日市市と三重郡３町

在住の60歳以上の方。利用料金は無料でございます。 

 利用状況でございますが、平成20年から25年、ことしの１月末現在までの平均利用者は、

今年度は71人ぐらいということでございます。大体100人程度というふうに認識しており

ます。 

 修繕の履歴でございますが、過去12年間、特にこの７年間、いろいろと修繕等が発生し

ておりますが、平成14年度にレジオネラ菌対策を行って以降、2106万7000円程度の修繕費

用をかけております。配管等がかなり老朽化しておりますもので、今後の対応が必要とい

うふうに考えて認識しております。 

 利用対象者につきまして、60歳以上の根拠ということでございますが、昭和57年に策定

した（仮称）あさけリージョンプラザ広域利用促進計画における施設計画で、老人福祉サ

ービス施設として位置づけられておりまして、老人福祉法に基づいた四日市市老人福祉セ
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ンター設置及び管理に関する条例に準じ、使用者の範囲を60歳以上の者として、昭和59年

８月の開館以来、現在まで運用してまいりました。 

 参考としまして、この条例の第５条、使用者の範囲でございますが、センターを使用で

きる者は本市、三重郡菰野町、同朝日町、川越町に居住するおおむね60歳以上の者とする

と。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その他の者の使用を妨げないものとすると

いうふうになっております。 

 今後の利用方針ですが、健康増進、レクリエーション、憩い、交流の場として、地域の

高齢者に現在活用されている施設であることから、現在の利用形態を継続して維持してい

きたいというふうに考えております。 

 なお、障害者の利用については、介助職員の対応が難しいため、現在60歳以上の自立し

て入浴できる障害者のみの利用としておりますが、60歳未満の障害者の利用については、

他の施設との整合や役割分担を踏まえ、今後検討していくこととしたいとしております。 

 ６点目に今後の維持管理計画でございますが、浴室関連設備の老朽化が進行しておりま

すことから、平成26年度の予算で、浴室改修工事設計業務をおよそ143万円程度かけまし

て、給湯設備、排水設備、それから、脱衣室、浴槽への手すり、スロープの設置など、高

齢者により使いやすい改善を進めていく予定でございます。 

 浴室の状況は、まず脱衣室、上の写真ですが、下駄箱の前に15cmほどの段差があって、

手すりがあって、かごのところまで手すりがついているというのが現状でございます。ま

た、洗い場のほうですが、左側の写真ですね。浴槽におりていくのに片側手すりがある。

浴槽のほうから洗い場を見ますと、こういう片側手すりがあって、ちょっと段差が結構あ

るような浴槽になっているという状況でございます。 

 資料の説明は以上でございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ありがとうございます。以上が追加資料の説明については、お聞き及びのとおりでござ

います。 

 これより委員の皆さんからご質疑を受けたいと思います。 

○ 伊藤修一委員 

 資料ありがとうございました。今回の予算で、いろいろアセットマネジメント、結構い

ろんなところで、長寿命化とか老朽化対策とか結構出てくる中で、あさけプラザも実際は
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長寿命化で、給排水、用水、非常用発電、いろいろ予算を上げてもらっておるわけですが、

このお風呂の部分については、この平成14年に変えたボイラーというのは、その耐用年数

というのはきちっとこれはこの後も担保できるんやろうか。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 ボイラーにつきましては、平成19年度、20年度と、着火不良等のトラブルがございまし

た。ただ、現在は順調に動いておると。現在問題になっておりますのは、配管関係、それ

から、電気式のポンプの送り、それから、お風呂から循環で、ろ過器を通して回しており

ますもので、戻りの配管系統に少し不安を持っておると。そこも含めまして、去年までは

ストックマネジメントと称しておったんですが、これについて私どもかなり危機感を持っ

ておりまして、ストックマネジメントじゃなくて、もう一般予算で緊急にやろうというこ

とで、財政経営部と折衝してまいりました。ただ、緊急にやると申しましても、今、専門

的な知識が要りまして、ボイラーの状態、今申し上げたように、ろ過器の状態、配管の状

態、それから、地下のピットと配管内とかですね。かなり専門的なことがあると。それか

ら、今のその障害者も含めて、高齢者にさらに使いやすいようなものにするということも

含めて、ちょっと多い目の設計予算を組んで、専門家をまじえて少し大きな方針を立てて

いくというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 伊藤修一委員 

 そうすると、その配管は心配で、危険というか、危機感を持っとるということやけど、

実際これはまだ耐用年数というか、その使用年数としては、あとこれは補修をかけて、配

管のところを直していったら、これはさらに何年、何十年というふうに利用できるという

ふうなことで、一応予定しとるという考え方でいいんやろうか。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 あさけプラザ館長、川北です。 

 全体的に今までの考え方――今はアセットマネジメントですけれども――としては、こ

としの８月18日で30年を迎えると。次の30年に向けてということで、全てのものをあと30

年間、頑張って使えるような考え、思想でやっていこうということで、今この平成24年度
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に配管等を変えましたが、これは銅の管をステンレス管に変えて、かなり恒久的に対応を

しております。ボイラーにつきましては、昭和59年８月の開設以来、15年程度もったとい

うことで、もう少しまだもつというふうに考えております。全てのものが、一度やれば完

全に対応できるものではございませんが、適切にトラブルにならないように対応していく

考えでございます。 

 

○ 伊藤修一委員 

 そうすると、ボイラーは今10年たっとるで、あと５年ぐらいは何とかもつし、今回、配

管もやれば、それこそ30年ぐらいまでは一応行けるんやないかと。ということは、この先、

このあさけプラザ全体もこの施設として機能を維持していく中で、このお風呂についても

今後もこの利用を想定して、機能の修繕とか改修工事をやっていくということで間違いな

いですね。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 館長としましては、毎日、お年寄りの方と接して、館長さん、こういうふうに楽しませ

ていただいているもので頑張ってやってくださいというふうな声も聞きますし、そういう

ふうな計画で進めておるということです。 

 

○ 伊藤修一委員 

 そうしたら、大体その部分で了解して、了解させてもらうんだけど、あと残りのソフト

の部分の問題で、このあさけプラザの浴室について少しずつちょっとお尋ねをしていきた

いんですが、やっぱり資源の有効活用ということで、例えば休館日はやむを得ないとして

も、木曜日お休みなのは何でですか。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 木曜日は、営業時間の中で清掃の委託業者に、要は、日常清掃以外にかなり機械清掃に

充てております。 

○ 伊藤修一委員 

 あんまりちょっとよくわからないんやけど、普通メンテナンスやったら休館日とか、そ

のために全面とめているわけだから、別にここの木曜日に充てる必要がないと思うんだけ



 - 67 - 

れども。それとその時間帯も11時から15時というと、ほかにも四日市市西老人福祉センタ

ーとか四日市市中央老人福祉センターとかいろんなところもあるんやけど、その辺とこの

時間帯や利用日時とか、曜日とかは整合性というか、そういうのを合わす必要はないのや

ろうか。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 西老人福祉センター、それから、中央老人福祉センターの営業時間につきまして、若干

30分程度、長いかなというふうには認識しておるんですが、今の利用者は、例えば木曜日

ですと、中央老人福祉センターに行かれたりですね。そういったことで、使い分けはして

みえます。現在のところ休館日に委託業務の契約は結んでおらず、機械警備だけですもの

で、今の開館の時間内で清掃していただいているのが現実でございます。 

 

○ 伊藤修一委員 

 ほかの西老人福祉センターとか中央老人福祉センターもその平日、お風呂をとめて、委

託業者にそうやってメンテナンスしてもらっているんですか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 わかりますか。 

 

○ 伊藤修一委員 

 そんなことしてないんじゃないです。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 一応中央老人福祉センターと西老人福祉センターのほうはそういうことは、おっしゃる

ように、開館時間帯にはしておりません。 

 

○ 伊藤修一委員 

 もっとどんどん突き詰めていくと、この今お風呂の写真を見せてもらうと、脱衣室とい

うのがあるんだけれども、物がなくなるという話を聞くんやわ。楽しみにしてお風呂に来

る人が、物がなくなるというのは、何で物がなくなるのかなと不思議で思っとるのやけど、
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西老人福祉センターでも中央老人福祉センターでもお風呂場でそんな物がなくなるとあん

まり聞かんのやけど。なぜあさけプラザはそんな物がなくなるという話があるんやろう。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 もともとこの浴室の脱衣かごには鍵がついておりました。皆さん、過去の経緯を調べま

すと、鍵をなくされて非常に困られるということで、ドアを取り払ったと。今後の対応と

しては、今回の改修の中で、例えば今のスーパー銭湯なんかの100円を入れて、100円が戻

るような仕組みとかですね。そういった改善も必要かと思います。それから、物がなくな

るというのは、時々そういう利用者と面談するんですが、例えば利用者が悪意ではなく、

ちょっと痴呆が出てきた人が間違えて、人の服を一式着てお家へ帰られたとか、残ってい

たズボンに免許証が入っていたもので、お家まで行って、パンツまで脱いでいただいて、

お返ししたとか、そういったこともあります。時々間違えて、人のを持っていかれたりす

ることもありますし、現在の対応としましては、貴重品はカウンターでお預かりしてくだ

さいということで、皆さん、大体ほとんどの方は貴重品をお願いしますと言ってきます。

皆さんのお顔もこちらは覚えなきゃいけないんですが、お名前を書いた袋に入れて、帰り

にその鍵とか――余り貴重品を持ってきていただいては困るんですが――それをお返しす

るという対応をしております。 

 

○ 伊藤修一委員 

 やっぱりよそは扉があって、鍵をかけて、やっぱりそれぐらいのことは最低限やるべき

と違うかな。だから、どこかの温泉のお風呂場じゃないけれども、そういう温泉のお風呂

場でもきちっとロッカーには鍵がかかるようになっとるし、中央老人福祉センターでも西

老人福祉センターでもロッカーは鍵かけて、やっぱりみんな使うとると思うんやね。やっ

ぱりもともと鍵をなくしたから、もうそれでオープンでええんやという、そういう思想と

か発想、やっぱりそれはもう今の時代の流れに合っていかないし、まして、痴呆の人や、

それは服、間違えるというのは当たり前ですわ、それ。番号もなければ、鍵もなければ、

みんなそれ、大きなロッカーにぼんぼんぼんと入れていけば。逆に何もそういうお風呂さ

え提供しとったらいいんやという、そういう考え方もやっぱり直していかんと、ストック

マネジメントかアセットマネジメントか知らんけれども、その金かけりゃええというもの

じゃなくて、その体質や考え方をやっぱり改めていくべきじゃないかなと思うんですわ。
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その辺はやっぱりどうやろうか。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 はい。いろいろと今までの経緯で、今まで携わってきた者の意見も聞いてやっておりま

すが、確かに鍵がないというのは非常に入る人にとっては不安ですし、今回改修に合わせ

て、そういうロッカーの整備をぜひしていきたいと思います。 

 

○ 伊藤修一委員 

 あとはあさけプラザ、トイレのバリアフリーはもう予算のほうで一応上げていただいて

おるで、それを逐次やっていくというのは結構なんやけど、やっぱりお風呂のバリアフリ

ーというのも、手すりはあるけれども、本当にこの手すりで間に合うのかどうか。これか

ら30年使うと言うてみえるんやで、逆にこれからは介護が必要になって、デイサービスに

行こうといっても、回数が制限されとって、デイサービス使えやんお年寄りもおって。い

わゆる要支援とか、それから、要介護度の低い人たち。家族がちょっと介護したら使える

人たちというのもおるんやわね。そうすると、逆にそういう時間外とか定休日なんかで、

家族風呂という言い方はおかしいけれども、福祉に配慮した利用というのも、やっぱりそ

ういうこともあってもいいんかなと。例えば障害のある人であっても、そういう特殊な施

設に行けば、それはお風呂に入れる。お金もそれで幾らか負担金払えば入れる。けれども、

やっぱり公で、無料でやっとる施設があるんやったら、毎回毎回そういう特殊な福祉の施

設でお金払うんやったら、こういうところも利用できるようなことも考えてもらうと、大

変経済的に負担がかからんで済む。 

 だから、家庭でいつもみんながお風呂に入れるというのは、やっぱり当たり前のようや

けれども、それがなかなか大変。経済的にも大変な人、それから、ハンディキャップがあ

って大変な人、介護の問題で大変な人、木曜日の日はわざわざ西老人福祉センターまで行

かなあかん人。いろんな問題をきちっと実態を把握していただいて、次の30年へ向けて考

える。いわゆる老朽化計画であれば、そういう福祉利用というのをもっと正面に出さんと、

無料だから、施しというか、言葉は悪いけど、無料だから鍵がなくてもええ、最低限の手

すりだけあればええとか、そういうふうなことじゃなくて、やっぱり福祉にもっと特化し

た公共のあり方。そこをやっぱりぜひ検討いただいてね。また議会にもちょっと報告をい

ただきたいなと思うので、来年、この修繕計画ね。もし立てるんやったら、その計画段階
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でもいいで、委員会のほうにきちっと報告をやっぱりしていってもらうようにお願いだけ

しときたいと思います。 

 

（「ちょっと関連」と呼ぶ者あり） 

 

○ 加藤清助委員長 

 関連。 

 

○ 小林博次委員 

 済みません。ボイラーの点検なんやけど、あそこにある収納ボイラーやと毎週点検って

必要がないと思うんやわ。本当に点検しているの。 

 

○ 加藤清助委員長 

 木曜日の点検内容、ボイラー点検しとるのと。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 あさけプラザ、川北でございます。 

 点検というか、木曜日は浴槽の機械清掃がメーンでございます。 

 

○ 小林博次委員 

 ちょっとぴんとこんのやけど、機械清掃というのは何。パイプの中を洗うの。外側。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 ぐるぐる回る機械で浴槽とか洗い場を機械清掃するという、モーターでぐるぐる回る…

…。 

 

（「ブラシ」と呼ぶ者あり） 

○ 川北あさけプラザ館長 

 ブラシでございます。済みません。 
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○ 小林博次委員 

 そんなの必要なんか。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 やっぱり相当、ご利用が多いですもので、清潔さを保つということで必要というふうに、

ずっと継続しておりますが。 

 

○ 小林博次委員 

 ただ、僕、風呂屋の顧問もしとるんやけど、毎日掃除せんと汚いんやわな。かびが生え

て、ヌルッとしてくるわけやね。だから事故防止のためにデッキブラシとか、ぐるぐる回

る、そんな高級なものでしたのは見たことないんやけど、毎日簡易にやっておけば事足り

ることではないかと。わざわざ１日休んで点検する必要はないと思っとるんやけど。そう

いう癖がついとるんやな。 

 

○ 加藤清助委員長 

 必要性は。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 毎日も何人かの、要は、女性職員が清掃のブラシでもちろん丹念に洗っております。そ

れだけではやっぱり完全に取り切れないということで、機械ブラシで清掃しております。 

 

○ 小林博次委員 

 ちょっとぴんとはきてないんやけど、ブラシでかびの部分取っても取れやんのやわな。

デッキブラシでも機械ブラシでも一緒なんやけど。そうすると、ビニールのマットを敷く

か、そんなことで滑って転倒するのを防止するか。そういう対応をしていると思うんやわ。

清掃したって、そんな大がかりな掃除するような中身の風呂ではないので、朝夕、ちょっ

ちょっとすれば終わりだけですやんか。これ、60歳からやから、60歳ならちょっと掃除し

てもらったり。60歳やろ。もう元気老人や。老人には入ってないわけや。30年前やと定年

退職は60歳いってないから、確かに定年終わった後、使ってええよという発想やけど、今

は65歳なんやわな。それでずっとそのまま来とるわけやから、そういうのはただで入るん
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やから、掃除させるとか、それぐらいの協力はさせやんとあかんと思うけど、わざわざ週

に１回とめて点検せなあかんというのはちょっと理解しかねる。余計なことやと思うな。 

 以上。 

 

○ 加藤清助委員長 

 他にご質疑。 

 

○ 加納康樹委員 

 済みません。あさけプラザのお風呂の話題が出ていたので、あさけプラザさんのホーム

ページからどうなのかなと思って見ていたら、これは何のページだ。施設概要のところで

いくと、浴室のところに対しての使用料は、貸し館はしませんという表示になっているん

ですけど、これはどういう意味合いがあって。流れからいくと無料と書いてあってもいい

ような気がするんですが、済みません。どういう意味なんでしょうか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 浴室の貸し館。 

 

○ 加納康樹委員 

 ほかのところは有料とか無料とかあるんですね。ホールだったら有料ですよとか、屋外

ステージは無料ですよとかいうのに対して、浴室というところに対しては横棒があって、

横棒の意味は何かなというと、貸し館しませんという、そういう説明になっているんです

が、これは何か意味あるんですか。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 その記載についてはちょっとまずいかなと思いますが、第１集会室と第２集会室、同じ

ように老人福祉施設でございまして、夜だけ有料でお貸ししていると。昼間は貸し館しま

せんというのと、同じ老人福祉施設ということで、浴室の記載につきましても、そのよう

にしているということで、訂正。 

 

○ 加藤清助委員長 
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 夜は有料というのはどのぐらい。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 はい。済みません。あさけプラザは有料施設をたくさん抱えておるんですが、例えば第

１集会室というのは高齢者が囲碁、将棋をしたり、テレビを見て、休んでいただくという

のを４時半まであけております。夜、５時半から、そこは有料の、お金をいただいて貸す

という部屋になりますもので、貸し館、そもそも、昼間は老人施設ではないということで、

貸し館はしないと。それと同じような記載をお風呂にもしてしまったということで。 

 

○ 加納康樹委員 

 ちょっと記載は違うんですけれども、確かにちょっとあんまり適切な表現ではないよう

な気がするので、一遍ちゃんと実態と合うように、変更をぜひお願いしたいと思います。 

 たまたまそのページを見たもので、私は、済みません。初めて知ったんですけど、あさ

けプラザのゲートボール場と軽運動広場も、これも無料開放なんですね。どうやって管理

されているんですか。無料で開放していて。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 あさけプラザ、川北です。 

 運動場につきましては、事前に地元の団体から、ドッジボールの練習に使いたいとか、

そういったことで、事前に使用許可申請をいただきまして、それで内容を見て、許可をし

ているという状況でございます。 

 

○ 加納康樹委員 

 じゃ、管理はしているということで、例えば、じゃ、ゲートボール場２面無料。これは

もう勝手に来て、勝手にやっていくんですか。これも何か管理はされているんですか。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 一般的に事前に団体で使われる方は、申請をいただいておりますが、そこでキャッチボ

ール等、散歩のついでにされるという場合には、特に公開されているような状態と。土日

とか、そこは駐車場も兼ねておりまして、実は。駐車場が満杯になるようなときには、も
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うそこは駐車場で使いますもので、当然そういう許可もできないですし、来て、そこを使

うというようなことはなかなかできないというのが実態でございます。 

 

○ 加納康樹委員 

 済みません。ちょっとそのゲートボール場、現地のイメージがいまいち、私わからない

んですけれども、単純に思うのが、例えばヘルスプラザの、あそこはグラウンドゴルフ場

でしたっけ、管理した上で、若干なり料金取っていますよね、あそこは。その辺との整合

性はあるんでしょうか。別になくてもいいんですけど、どういう考え方のもとで。たまた

まなので申しわけないんですけど、無料の状態になっているのかだけ教えていただきたい

なと。 

 

○ 加藤清助委員長 

 無料について。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 当初より施設計画の中で、無料施設として活用する計画でございますが、実態は時々そ

ういうドッジボールとか、それから、夏の盆踊りとかですね。そういったときに使われる

と。余り最近ではゲートボールの利用も、皆無というかですね。有効活用という意味では、

駐車場に活用しているというのが実態でございます。 

 

○ 加納康樹委員 

 はい。もう結構です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 他に。 

 

○ 伊藤修一委員 

 ちょっとこだわってしまう。ブラシのことでちょっとこだわってしまったんやけど、木

曜日の日にブラシ、１日かけとんのやろうか。それで、もし朝からあさけプラザ、９時か

ら、８時半からブラシかけてもろうたら、午後からでも営業してもろうてやね。木曜日の
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日は例えばやけども、福祉的な利用を家族と、いわゆる家族が介助者になって入る高齢者

とか、介助員が、例えばそういう施設の人でも生活介護に行っとる障害者の人でもやね。

おおむね60歳と言うとるんやで、60歳以下でも、別に40歳でも介護保険の対象にはなるん

やで、そういう介助者がおったら専用貸しとか専用利用とかそういうふうなことも可能と

違うかなと思うんやけど、改めてもう一回木曜日はどうしとんの。 

 

○ 加藤清助委員長 

 木曜日の清掃はどんなふうですか。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 あさけプラザ、川北でございます。 

 木曜日の清掃につきましては、委託業者が１時間半程度で清掃を終えているというふう

に認識しております。おっしゃるようにそういう工夫の余地もあろうかとは思います。 

 

○ 伊藤修一委員 

 これは来年度の予算のことやもので、結局この場で今ちょっと指摘をさせてもらうと、

その１時間半の清掃のために１日風呂をとめやなあかんというのは、ちょっとおかしいん

と違うんやろうかと、今、委員会が指摘しとるわけ。そのことについて、来年度何か考え

がありますか。 

 

○ 川北あさけプラザ館長 

 木曜日の利用につきまして、今の点検状態、それから、清掃の状態、光熱費等も含めま

して、検討させていただきたいと思います。 

 

○ 伊藤修一委員 

 よろしくお願いいたします。 

 

○ 加藤清助委員長 

 木曜日の清掃、１時間半って幾らかけてやっとるの、委託で。まあ、ええわ。ただいま

のご意見と提案を受けてよく検討してください。 
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 他にご質疑のある方。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 窓口サービスの整備事業ですけど、ちょっと幾つか教えてください。まず新設の必要性

ですけれども、ええんですよね、これ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 どうぞ。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 総合計画行財政改革プランにおいて、可能な窓口サービスを各自行っていくんだという

ところで、そうすると、突き詰めていくと、広く市民にこれが充実していくということは、

将来ですよ。今はここ１カ所やけど、どんどんふやしていくということはないんですか。 

 

○ 石川市民課長 

 市民課、石川でございます。 

 こちらの新しい窓口サービスセンターのまずは一つということで、中央部、市民の皆さ

んが車で新たにアクセスするのに当たって、アクセスしやすい中央部でということで、次

年度から始まります推進計画の中では考えております。この利用状況を見極めた上で、そ

の次の第３次になろうかと思いますけど、新たな展開というところで考えさせていただき

たいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 新たな展開がどういう姿なのかなというのを見せてもらわんと、スタートがなかなかう

んといいにくい部分があるもので、将来の、例えば私たちが高齢化して動けなくなって、

誰かに乗せてもらえるようなときに、うちのそばのユニーでもできるんですねということ

をちょっと聞きたいわけ。どんどんふえていくんですかと。 

 

○ 石川市民課長 

 まずこの新しい窓口サービスセンターを今回つくるのには、当然職員がおりまして、市
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からのさまざまな申請用紙につきましても、今現在、地区市民センターあるいは市民課等

で展開しているのと同じように、対人での市民サービスをというふうに考えております。

今後、議員の皆さんもご存じだと思いますけれども、コンビニ交付、鈴鹿市がこの４月か

ら始められるんですけれども、コンビニ交付もあるじゃないか、笹岡委員の近くのユニー

でも、ということになろうかと思うんですけれども、こちらにつきましては、機械が相手、

かつ、その証明書発行のみ、戸籍とか住民票がご自身の住基カードを持った方が発行でき

るということになろうかと思います。 

 市として考えておりますのがこの窓口サービスセンター、対人での市民の方の、ちょっ

と市役所から来たこの文書を見てよと言われたときに、できる限り、どうしても役所用語

で、文書をつくって差し上げるというところがもう本当に大変横柄なんですけど、そうい

った意味でいろんなさまざまな福祉的なサービスも含め、教育サービス、子育てのサービ

スというようなさまざまな展開のまずは窓口に。より使いやすい土日も、例えば息子さん、

娘さんに乗せてってもらって行けるような施設をというふうに、中心部では考えさせてい

ただいているということでご理解いただきたいと思います。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 わかりました。そうすると、非常に利便性も高くなるし、市民サービスも向上するから、

将来はやっぱりもっと北部のところも南部もできるし、いろんなところにできるというふ

うな、まず第一歩ということでよろしいの。とりあえず今回は中央部ということやけど。 

 

○ 石川市民課長 

 まずは市の窓口といたしましては、地区市民センター、当然ございます。そこでも窓口

サービスをしておりますので、そこの利用率等も勘案しまして、今後また新たにひとつつ

くる必要性があるか。当然その投資的経費も運営費を見ていただきましたらわかりますよ

うに、当然ショッピングセンターに、新たに展開ということになりますと、テナント料と

いうのが発生してきます。それについては、運営経費が発生するという中で、当然、費用

対効果で、例えば北部のほうに、東員にショッピングセンターが今度できましたので、そ

こにと言われていましても、広域的利用があればなんですけれども、それは近隣の市町村

とも考えて、今後の展開とはなろうかと思います。市におきましては、中部地区市民セン

ターを除きますけど、窓口サービスにつきましては、楠総合支所を初め、20ですので、23、
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窓口がまずございます。そこにおる職員でおもてなしの精神でもって、窓口サービスを展

開させていただきたいとのことをまずは考えておりますので、ご理解いただきたいと。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 まあ、これ以上言うてもあかんので。あと開設施設のメリット、デメリットが、19ペー

ジの表にあるんやけど、メリットの部分でいうと、買い物のついでに利用ができると、こ

うなっとるんやけど、これは日本語がちょっと違うんかなと思うんやけど、「買い物が」

ついでにできるじゃないの。買い物のついでにわざわざ死亡届出とか印鑑証明の廃止にな

んて行って、ああ、そうや。思いついた。死亡届、出そうと、それはないやろうと思うん

やけど。「買い物の」ついでじゃないやろう。「買い物が」と違うの。 

 

○ 石川市民課長 

 そうですね。表現的にはあれなんですけれども、ただ、例えば買い物に来て、今一番多

いのは、ニーサで、実は年度末多かったんですけど、そういえばニーサで住民票必要だっ

たなというので、そういえば住民票、ああ、とれるね、あそこでというところのご利用で、

こういう表現にさせていただいて、済みません。不適切な表現かと思います。申しわけご

ざいません。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 それとデメリットの部分で、施設が大規模なため駐車場からの移動距離、時間が長く、

特に混雑時に顕著になると、こういうデメリットを挙げとって、その下の説明では、立体

駐車場から、売り場にエレベーター、エスカレーターで、雨に濡れず、入店可能であり、

便利だと書いてあるんやけど、相反する説明がしてあるんやけどさ。この意味、ちょっと

ようわからんのやけど。 

 

○ 石川市民課長 

 済みません。この上の表の②のデメリットにつきましては、いわゆる大型ショッピング

センターを意識させて、調査の結果ということでさせていただいております。下の表現に

つきましては、イオンの尾平のショッピングセンターにつきましては、立体駐車場がござ

いまして、そちらの、例えば２階、３階部分から各店舗に入れるというところで、表現を
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変えさせていただいている次第でございます。 

 以上でございます。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 そうすると、例えば、何かバーゲンとか特売日、あるいは雨の日に――私も雨の日は中

を使うんやけど――いっぱいになった場合、窓口のところに行けなくなったときはないと、

確保をするということやね。いわゆる雨のときでも、バーゲンのときでも、ここのサービ

スセンターを利用する市民は確実にこのエスカレーター、エレベーターで雨に濡れずに入

れるという担保はもらえるということでよろしいのか。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 あそこのショッピングセンターは４階まで建物がありまして、また、これは相手のある

ことですので、必ずそれができるかどうかというのは別として、基本的にはすぐにという

ことではないですが、その窓口の一部の部分というのは、確保をお願いするということは、

私どもとして、相手方にお願いをしていくという考えはございません。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 そうすると、この運営経費の中に、使用料の中に駐車場も入ってくる。あるいはエレベ

ーターの利用料も入ってくるという理解でいいですか。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 またこれも交渉の中で、私どもが今考えているのは、この金額の中で、駐車場のことに

ついては、まだ交渉していませんので、わかりませんが、それ以外の共益費等々について

は全て入れた中でお願いしていくという形で、これから進めていきたいというふうに思っ

ております。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 一般的にテナントが入ると、我々がそのテナントを利用すると無料なんですが、テナン

トの利用者数に応じて、駐車料金払うんやわな。これは四日市市は無料になるんですか。 
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○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 その辺もまだこの交渉をしとるわけでございませんので、そういったできる限り公共が

入るということで、ご協力をいただくように努力をしていきたいというふうに思っており

ます。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 民間やから、ただというのは絶対無理やと思うんやわ。ただにする自信ありますか。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 それは交渉の中でできる限り検討、お願いしていきたいというふうに思っていますので、

それは確約はできませんが、できる限り努力をしてまいりたいと思います。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 余り期待しませんけどね。向こうは商売人ですから、しっかりと取られると思いますよ。

何人に応じて幾らというのは、もう出てくるのが当たり前やないですか。その辺も全然、

まあ、多分入れとると思います。それなら、土日を、くすの木パーキングの無料チケット

を買って、払ってやれば、利用者はできるわけやな。あそこに入ってもらって、エレベー

ター利用して、雨に濡れずに、ちょっと移動すると濡れるかもわからんけどな。そういう

方法のほうが絶対お安くできると私は思うとるし、くすの木パーキングの利用率も上がる

しという、こんな要らんことは余分なことやで言わんけれども。 

 それとあと、これを、尾平につくるということで、地域の皆さんは賛成しているように

見えますか。地方自治、地元の自治会さんとの。 

 

○ 加藤清助委員長 

 どうですか。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 地域の連合自治会長さんとはお話をさせていただきました。それで、非常に危惧をされ

ていたのが、尾平にできることによって、その地区市民センター、そのもの、その近くの

センターの機能が過去にそういった拠点化の話があって、センターを縮小するということ
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もあったやないかと。そういうことはまた同じような形で、尾平のところにできますから、

神前地区市民センターが縮小されるのではないかという話をされましたけれども、そのこ

とについては、今回につきましては、あくまでも、サービスの向上だけで、センターをど

うこうという話については、基本的に考えておりませんということで、ただ、それを文書

で書けるのかと言われましたけれども、そこまではちょっと、それを文書で確約できるか

というわけにはいきませんけれども、私どもの考えとしては、その今回つくったことによ

って、センターをどうこうということの考えはないというふうにご説明をさせていただき

ました。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 やっぱり地元の同意というのは大事やから、しっかりと努力してもらって、説明もして

もらわなあかんなという思いがするんやけど、これは何年か前にほかの施設でも一度こん

なようなことをやりたいんだがと言って、流れたこともあらへんだっけ。何年前やったか

な。富田かどこかに何かあったよね。 

 

○ 加藤清助委員長 

 事業の統合じゃなかった。拠点化。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 民間のところに行くやら、行かんやらで、流れたような。何かちょっと思いとして残っ

とるんやけど、何かそのときも同じような議論をしたのと違うかなという話をするんやけ

ど、民間の私企業にはなかなか……。何か個人的にはすとんと落ちない部分があるという

意見だけ伝えておきます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 他にご質疑のある方。関連。 

 

○ 小林博次委員 

 関連です。これ、中央という名前が出てきとったけど、私たちの意識の中、ここ、中央

と違うので、そんなところまでわざわざ行きませんから。何、これ。神前地区市民センタ
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ーもなくすの、これで。これ、あなた、余分に要りませんやろ。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 先ほども申し上げましたが、今回そのサービスセンターをつくることによって、その地

区市民センターをどうこう、変えるというような考え方はございません。 

 

○ 小林博次委員 

 ただ、地区市民センターで、各種の証明もらうのにろくに説明できん女の子もおるわけ

や。だから、むしろそっちのほうをきちっとやってくれれば、こんなの必要がないと思う

んやけど。それから、四日市の消防署が四つぐらいあって、火消しから予防に変化しつつ

あって、それが極めて便利な場所に４カ所あるんやわな。だから、そっちでやってもらう

と、24時間対応で起きとるわけや。それで、何、イオンなの、これ。何でイオンなんや。

誰が決めたんや。どこでもあるやないか。市民に選ばせや。置くなら、あそこへ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 まずそれを答えてもらえますか。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 まず車で行ける。今回の目的の一つとして、近鉄四日市駅の下がなかなか、車で行くと

いうのが難しいというのと、今回の目的の一つとして、要するに、土日祝日で、働いてい

る方が行きやすいところということ、それと全市に一つ的な発想で、全市から車で一番行

きやすいということと、非常に駐車場が多くあるということ。それと、雨のときも基本的

に駐車場に屋根があって、そこから行けるというような、いろんな事情を勘案しますと、

それと市全体から、非常に場所的な位置関係がよくわかるというところということで、あ

そこの尾平のショッピングセンターを第一の候補として挙げさせていただいたということ

でございます。 

 

○ 小林博次委員 

 本当にそれで便利な場所と思っているの。全然使いにくいで。左右、あそこ、渋滞して

通れませんよ、南北も、東西も。だめですよ。通勤帰りにそこについでに寄ってけという
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ことやろ、買い物も。イオンのどの場所へ置くんか知らんけど。どうやって駐車場へ入っ

ていくの。これは入れないよ。何考えとんの。もうちょっと現実にきちっと見て考えなあ

かんやん。通勤のとき入れませんに。渋滞やに。いや、あんた方ね、認識がずれとると思

うんやわ。市民の皆さんが今一番やってほしいのが、買い物にさえ行けやんで、さあ、困

ったなと言っているのがいっぱい出てきたわけやん。言葉で言えば買い物難民やわな。そ

れで、その人たちは何も証明も何も取らんでもええのか。誰かが取ったるのか。わざわざ

そんな遠いところまで行って取るの。仕事場は大体、朝見とると、上から下向いて、みん

なおりてきますに。どこ行くんか知らんけどな。夕方になると、西向いて上がってきます

やん。そうすると、もっと海岸線に近いところに配置をするほうが合理的なんやわね。あ

んたらが近いんか。あなたは近いわな。こんな遠いところまで行けやんわな。 

 だから、それは物の考え方なんやけど、時代の流れに合わせて、どう対応するのかとい

う考え方がないと、そこにあれば便利やと、それは便利や、どこにあってもな。俺は全然

イオンに買い物行かん。一号館しか行かんからな。どうしてくれるのや、それは。いやい

や、みんなそれぞれ党派性があるし、それぞれ好みがあるわけですやないか。行くところ

も、混んだところを通る人もおれば、混んでないところを利用する人もおるわけですやん

か。これが市民の総意でこうかというと、どうもそんなふうな理解ができやんわけやん。

あなた方がここにすればええやろうなと思うとるだけで、違うと思うの。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 道路網の話でございますが、あそこについては、環状１号線、南からもございますし、

北から国道477号線もございますし、また、北勢バイパスも近いうちに入ってくるという

ことで、どこからも、逆に言うと、車で来る場合は確かに今の段階では渋滞をしているか

もわかりませんが、逆に土日とか祝日になれば、そんなには渋滞はせず、すぐに行きやす

い場所であろうというふうに考えて、あそこという形で今検討したところでございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 小林委員、よろしい。 

 

○ 小林博次委員 

 納得できやんですが。 
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○ 村山繁生委員 

 これは今までの人員でやるということで、新たな、この人件費というのは発生しないと

いうことでいいわけですか。 

 

○ 石川市民課長 

 新たに窓口を……。 

 

○ 村山繁生委員 

 この例えば、今この尾平のイオンのこのやる1800万円、1819万3000円になっていますよ

ね。年間。 

 

○ 石川市民課長 

 はい。 

 

○ 村山繁生委員 

 それは人件費は入ってないですよね。 

 

○ 石川市民課長 

 ええ。人件費は入ってないですね。 

 

○ 村山繁生委員 

 入ってないでしょう。 

 

○ 石川市民課長 

 事業費のみ計上させていただいています。 

 

○ 村山繁生委員 

 だから、これをまたふやすわけですから、人員もふやすのか。それとも、これ、今やっ

ている方が、交代でここへ来るのか、その辺はどうなの。 
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○ 石川市民課長 

 こちらの新たな窓口サービスセンターには、そちらに専用の職員を配置させていただき

ます。 

 

○ 村山繁生委員 

 そうすると、新たにそれだけ人員がふえるということですね。人件費がふえるというこ

とですね。 

 

○ 石川市民課長 

 市の職員の中で人事配置で、正職員については配置転換ということになろうかと思いま

すし、かつ、臨時職員については新たに雇用というふうには考えております。 

 

○ 加藤清助委員長 

 総人員はふえない中でやりくりするということは、この５人の人員配置は。 

 

○ 村山繁生委員 

 だから、総人員ふえるわけでしょう。 

 

○ 石川市民課長 

 市の職員という中で、総人員については、定数の中で配置をさせていただきたいと思っ

て、考えております。 

 

○ 加藤清助委員長 

 村山委員、わかりますか。 

 

○ 村山繁生委員 

 総人員はふえないの。このために、新しくするためにそれだけ人員はふやすわけでしょ

う。だから、人件費は計算したら幾らになるんですか、これ。 
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○ 石川市民課長 

 うちのほうは人員配置というところで、総人員のほうは総務部のほうの所管になります

ので、この新たなショッピングセンターに対しまして、正職員のほう、２名。それととも

に……。 

 

○ 加藤清助委員長 

 人件費ふえるのか、ふえやんのかと。 

 

○ 石川市民課長 

 人件費……。 

 

（発言する者あり） 

 

○ 前田市民文化部長 

 人件費としてはこの部分についてはふえますということになります。大体、正職員が２

人ぐらい、再任用も２人ぐらい、臨時職員が３人ぐらいで、およそ3000万円弱ぐらいです

ね。年間ですね。ふえる予想がございます。 

 

○ 加藤清助委員長 

 1800万円の運営費に3000万円ぐらいの人件費がかかるということやろ。 

 

○ 村山繁生委員 

 それだけふえるということですね。じゃ、神前が仮にですよ、その地区市民センターを

土日するとすれば、そうした人件費の比較なんかやられたんですかね。 

 

○ 加藤清助委員長 

 既存のところの土日開設との比較。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 想定でございますが、一つの地区市民センターに開設する場合の人件費も計算しまして、
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やはり新たにショッピングセンターに開設する場合は3600万円ぐらいですが、地区市民セ

ンターも当然土日祝あけますし、夜間もやりますので、人件費はふえないということでご

ざいませんので、これについては、私どもの試算でいくと3000万円ぐらい。600万円ぐら

いの差は若干ございますが、金額的にはそんな形で今、試算をしました。 

 

○ 村山繁生委員 

 一応試算はしてもらってやろうということですね。600万円ぐらいの違いということ。

やっぱり先ほど、今、石川さんのほうから話が出ましたけど、鈴鹿市のコンビニでもでき

るというシステムが二千七、八百万円で、一度それをすれば全部、鈴鹿市の人が四日市市

でもとれるというようなことらしいですけれども、やっぱりこうした、新しくスーパーに

入れることによってどんどんお金がまたすごい要るわけで、やっぱり行く行くはそういっ

たコンビニの……。ほとんどがやっぱり証明書類が多いと思うんですよね。だから、そう

いったことも視野に入れていくべきではないかなと思うんですけど。 

 

○ 加藤清助委員長 

 将来という意味。 

 

○ 村山繁生委員 

 はい。将来的に。 

 

○ 石川市民課長 

 ただいま総務省のほうで、マイナンバーという制度を検討しておりまして、社会保障の

一体化の関係でございまして、その中で、新たな番号制度が平成28年１月から実施となっ

ております。当時といたしましては、その番号制度が新たになってから、当然カードも変

わるということがございますので、その中で検討をさせていただきたいということで、ご

理解いただきたいと思います。 

 

○ 加藤清助委員長 

 よろしいか。 
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○ 村山繁生委員 

 はい。 

 

○ 小林博次委員 

 済みません。今まではコストを減らすので、正職員を臨時に変えたり協力してきたんや

ね。だから、新たにこういうふうに便利さを追求するよということになると、これだけ金

が余っとるんやったら、臨時で証明書をうまく発行できやんがという職員がおるわけやか

ら、正職員に変えてからにしてくださいよ。だから、減らすという路線と違う路線を提起

したわけやから。 

 

○ 前田市民文化部長 

 大きな全体の職員数をどういうふうに適正化していくかということは、全体としてやっ

ていくということでしょうけれども、この窓口サービスに関しましては、先ほどからちょ

っと申し上げているとおり、土日から休日の利便性を向上させると。自動車へのアクセス

等をやはり高めるような場所を考えていくという中で、いろいろその交通混雑時間もある

かもわからないんですけれども、全体の市内からのアクセスを考えた場合に今の考え方の

中では、イオンの尾平店へ最初のものについては設置をしていくということがよりよいの

ではないかというふうな考え方でおります。 

 全体の職員をこれからふやしていくんだということは、今までそれは全体の職員の計画

の中でやっていくということなんですが、このサービスをこの窓口でやっていくという、

この部門に関しては、土日、休日、あるいはそういう夜間の若干の対応に関しては、今後、

今の時代のニーズに合わせて、職員をやっぱりそこへ充てていくということで、その意味

では、ちょっとふえるというような意味でご説明をさせていただきました。 

 

○ 小林博次委員 

 そんなもの、どの層の市民が求めとるのか知らんけど、普通の地区市民センター、あん

た、どこでもええわ。一つでも二つでも。夜遅くまであけたってくれたらそれで事足りる

ことやないか。わざわざ投資しなくても。きれいごとで我々のコンビニでと言うけど、そ

んな、あんた、四日市市のコンビニでこんな設備投資してみ。幾らかかると思っとるの。

そんな必要は全くないと思うんやわ。今あるものを有効活用することを考えて対応したほ
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うが、うんとプラスになると思っとるんやわ。その路線を放棄して、借金まるけで、金が

ないからと言うから、まあ、正職員で間に合わんわなと思っても、臨時で、しようがない、

受けてきたわけやない。その辺の総括も何にもなしに、いやいや、こっちのほうが便利や

からと言われると、ちょっと待ってくれと。それならもっと別の提案させてくださいよと。 

 じゃ、買い物難民で困っとる。その対応どうするの。例えば時代の流れと言われたけど、

時代の流れなら、そんなもの、電子決済ですよ。一々行って印鑑証明くれと、こんなとろ

くさいことやっとる時代と違う。だから、違うんですよ、問題提起が。もうちょっと理論

的に整理しなさいよ。 

 

○ 前田市民文化部長 

 ご指摘の点もあるとは思うんですけれども、やはり先ほど市民課長が説明したように、

対人でやはり説明をさせていただくということもあります。やはりどうしてもまだ行政の

手続は複雑な面もございます。やっぱりいろんな補足説明をして、適正に手続をしていた

だくということも必要な場合もございますので、やはりそのあたりについては、必要最小

限のサービスのあり方というのを考えていきたいというのが一つあると思います。 

 

○ 小林博次委員 

 ぶつぶつ言うとっても賛成はしたるんやけど、ええか。いやいや、じゃ、ここにした後

やな。どんな成果があったんか。どのぐらいのことを目標にしとるのか。あらかじめやっ

ぱり出してきなさいよ。とろくさいこと言うとらんと。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ちょっと１時間経過しましたので、まだご発言もあるかと思いますので、休憩とりたい

と思いますが、15時15分再開とさせていただきます。 

 

                                １５：０６休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １５：１４再開  

 

○ 加藤清助委員長 
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 時間になりましたので、再開をさせていただきます。 

 引き続き質疑をお受けしたいと思います。 

 

（「別件でもええんやろうか」と呼ぶ者あり） 

 

○ 加納康樹委員 

 はい。今の窓口センターの関連あります。 

 

○ 伊藤 元委員 

 済みません。窓口サービスセンター整備事業ということなんですが。 

いやいや、もうこれは難しいな。問題多いなと私は思っています。もう少し慎重に考え

てもらわんと、これ、ややもすると、民間の人たちの、私、これ、商売人からするとね。

機能向上、付加価値がつく。例えば私が事業者の社長をしとったら、そんな事業あるんや

ったらうちでやってください、金出しますわと。というのは、先ほども笹岡委員が言われ

たように、買い物ついででそんなのとりに行く人はほとんどおらんと思う。とりに行った

ついでに買い物行くのや。絶対そうやと思うの。それで、ここでテナント料払ってやって

いくと、四日市市、ちょっと血迷ったのと違うかと言われへんかなと私は思うの。 

 それで、人と人で対面でやっていくということはいいことやと思うの。それが地区市民

センターやったと思うの。それで、そのすき間を埋めていくための夜間やとか24時間とい

うのやったら、機械でええと。それで、もっと言うたら、証明書をとるぐらいやったら、

インターネットでも取れるのと違いますの。それで、この窓口というのは、仮受付ですよ

ね、あくまでも。そうでしょう。本庁受付にならんよね、イコール。たしか仮受付のはず

や。今の近鉄四日市駅の下でも。ちょっと教えてください。 

 

○ 石川市民課長 

 平日、月曜日から金曜日、済みません。火曜日は今現在、定休日なんですけれども、５

時までにつきましては、転入届け等ですと、転出届けも含めて、これは本受付、センター

と。 

 

○ 伊藤 元委員 



 - 91 - 

 平日ならね。 

 

○ 石川市民課長 

 そうですね。ただ、委員おっしゃるように、夜間ですね。５時から９時まで。それと土

日につきましては、いわゆる仮受付、預かりという形態ではございます。 

 

○ 伊藤 元委員 

 それで、やっぱりそういったことを考えたりとか、そのまだまだ問題、ようけあるんや

けども、これ、しっかりとやってからせんと、行政改革で人減らしてきてって流れがあっ

てやに、それで、今またこうやってサービス向上でということで、ええことなんやけども、

よう考えなあかんと思うの。それで、サービス向上ならもっといろいろやり方はあると思

いますよ。例えば小林委員言われたけれども、買い物難民の人が行けへんわな。それで、

デリバリーサービスというのがすごい民間の中では今、求められておるのやわな。それで、

それが一つ事業化されてきとる時代なんですよ。そやで、こんなこと言うと、ちょっとあ

れかもわからんけど、電話で、地区市民センターに電話しとけば、どなたかが運んでくれ

るとかね。センターのどなたかが。管内パトロールついでに行ってくるとかさ。それか、

例えばやけども、そういうところよりも地元のどこにでもある郵便局さんとかね。そうい

うところで委託して受けてもらうと。そうすると、あの人たちは配達業務もあるんやわな。

そうすると、職員を配置してするよりも、そういうところに委託して、お願いしたほうが

安う上がらへんやろうか。僕、そう思うんです。どうでしょうか。そういう検討って……。 

 

○ 加藤清助委員長 

 手法の検討経過。 

 

○ 石川市民課長 

 例えばなんですけど、住民票一つにいたしましても、とり方はさまざまでございまして、

市民課の窓口に来る、あるいは……。 

 

○ 加藤清助委員長 

 もうちょっと声を大きくしてくれる。 
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○ 石川市民課長 

 済みません。市民課の窓口に来る、あるいは地区市民センターの窓口でご本人さん、あ

るいはご家族の方が来る。あるいは委任状を渡していただいて、その代理の方がとる。い

ろんな手法がございます。それとともに郵送での請求というのもございます。ただ、あく

までも、請求があって初めてお渡ししているというのが今の現実ではございます。委員が

ご提案いただいているように、電話１本でセンターに電話して持ってきてくれるというの

が、申しわけございません、法的にどうなのかと。本人確認はその場でできますので、い

いのかというのは、ちょっと申しわけございませんけど、法的な確認もまだですので、検

証していないというのが今の現状でございます。 

 

○ 伊藤 元委員 

 そうしたら、やっぱりそういうところも検証してもらうということは、僕、大事やと思

いますけどね。安易にこうやってサービス向上をうたって、自分らの都合のええことばか

りで展開していくというのはどうなのかな。これは読み方によって全然変わるんやわな。

ですから、もう少し検討すべき余地があると私は思っていますけどね。 

 それで、さっきも、私言うたように、テナント料払うていくわけなんやけどさ。私が言

うた考え方というのはおかしいかな。そんな観点はありませんか、皆さんには。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 伊藤委員がおっしゃった観点は、買い物ついでにという方もみえますけれども、当然そ

こへ目的を持っていくというのは基本的にあると思いますので、逆に集客という概念は、

私どももそれは否定するものではなく、それは当然あるというふうに思っております。 

 

○ 伊藤 元委員 

 だから、コンビニがいろんな業務をやるんですよね。自分のところのコンビニに買い物

に来てほしいから。それで、そのついでにガムなり、コーヒーなり、何なり買うてっても

らうというのが考え方やと思うの。それで、もっと行政のほうとしたら、もう少し、その

市民サービスの考え方というのを、何て言うかな。もっと誇りを持って、出すなら出して

いく方法を選ばなあかんと思うの。今やったらこれ、相手にもうけさせるだけの話なんさ、
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はっきり言うたら。僕はそうとしかとれない。ちょっと言い方きついかもわからんけども。

せっかく我々が持っとる大事な仕事を、市民サービスの向上やと言いながらも出していっ

たらそこは物すごい上がるわな。あかんということではないんやに。じゃ、それやったら、

さっきも言うとるようにいろんなところに出していったらなあかんわな。それなら、物す

ごい費用になりますやんか。じゃ、どこまでこのサービスを展開するんかなというのが、

笹岡委員が最初に聞いたことやと思うの。それを受けていろいろと考えていくと、どこら

辺でというところをきちんと最初に出してもらわんと理解できないですわ。 

 後からこれ流していって、可決していったら、じゃ、よし、俺のところでもやってもら

うにと、わーっと要望出てきたら収拾つかへん。そんな気がするんですけどね。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 現実問題として、その考えられるのは確かに、ここで出したら、次も北、南と、それは

バランスとって考えられますけど、現実問題として、今考えられているのは、近鉄のとこ

ろはやはり車で行かれる方というのに非常に便利が悪いということ。公共交通機関で行か

れる部分はいいんですが、ただ、特に働いている方というのは、確かに電車に乗られる方

もたくさんみえるかもわかりませんが、車で行かれる方が多いというのと、土日はお休み

も得られる。それとこれも一つの考え方ですが、土日休みなので、車でお母さんと子供、

ご自宅の印鑑証明登録するのに、そこへ乗せていっていただいてというようなこともライ

フスタイルの一つとして考えられるのではないかなというようなことも含めて、一番市の

中心、市のどこからも大体行ける、真ん中ら辺にあるという、道路交通網から行くと、そ

ういうところの場所にあるということで、そこを上げさせてもらっとるということで、ま

だこれは当然、私どものほうでそんなにすぐに次から次への議論が出てくるというふうに

は考えていないところでございます。 

 

○ 伊藤 元委員 

 先ほどの説明の中では、車でということを重きに置いてみえるみたいですが、私は、近

鉄四日市駅の下の窓口は余り使ったことがないんだけれども、近畿日本ツーリスト、旅行

会社ありますやん。ほかにもありますね。そこら辺、よく利用させてもらうんやけども、

駅西のところに駐車場、コインパーキングありますやんか。あそこへとめたりとか、それ

か、近鉄内部・八王子線の乗り場の、こちらにコインパーキングあるやん。あそこへとめ
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て、ちょこちょこっと歩いてって、業務を済ませてくるんやけども、それは雨降りは傘を

差さんならんでなんやけども、もうそんなに不便と僕は感じやんと思う。それで、今度、

四日市市は西口のほうの整備もしていくという話ですやんか。それならそこへそういう、

サービスを便利にできるように、受けられるように、屋根をつくったるとか、そういう流

れをつくる導線をつくってあげる。そうすると、さらにその中心街の活性化につながって

いくと私は思うとるの。 

 それで、よう産業生活常任委員会で前ごろは中心市街地の活性化策と、ようけ、あっち

やこっちに見に行くんやわね。そうすると、みんなさびれていって、郊外に大型店舗がで

きてということで、苦しんどるんやわな。そやけど、何とかいろいろと中心街を活性化さ

せるために、市も努力しとるんですよね。みんな。それなら我々、当市もそれはせなあか

んと思うの。それで、地下駐車場をつくってあってですよ。決していい経営じゃないよね。

だから、やっぱりそこを発展させるような取り組みにつなげることが、僕は大事かなと思

うの。それが確かに郊外で人はようけ集まるかわからんけど、今のこの視点では、やって

いくだけの価値は私はないと思うの。やっぱり相対の部分はあったりして、きちっとその

辺、理屈が立つようにしてもらわんと、これはなかなか認めにくい事業やなと私は思うて

います。 

 それで、中心街の活性化のためにいろいろ商工農水部のほうなんかも駆使してやっとっ

てね。我々いつも地下駐車場のあの利用状況とか資料でもらうんやけどさ。決してような

いよ。そういうところにもやっぱり大きな借金してつくった駐車場なんやでさ。利用して

いくような政策展開というか、事業を考えなあかんのと違うのかなと思うんやけど、いか

がですか。 

 

○ 前田市民文化部長 

 確かに現在の近鉄四日市駅にある窓口サービスセンターの利便性というのは、まだまだ

もうちょっと工夫する余地があるのではないか。おっしゃる面は、改善できる面は、今回

火曜日ですね。開ける方向でも今取り組んでおりますけれども、そうした改善できる部分

については引き続き取り組んでまいりたいとは思っております。ただ、やはり基本的に直

接的に車をつけて、比較的入りやすい状況で、例えば高齢者の方が少し足が不自由である

ような方でも、そこへ入りやすいということを考えたときに、そのような施設というのは

やっぱり限られてくるのかなというところもございますし、先ほども何度も申し上げたよ
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うに、もしもう一つつくるのであれば、自然体の、いろんなところからの距離感、アクセ

スの状況なんかも踏まえたときに、どこであるかということもやっぱり念頭に置いたとい

うところもございますので、確かに中心市街地から若干外れますので、そういう中心市街

地の問題はそういう面ではこの窓口サービスでの、新しい窓口サービスセンターの観点か

らすると、十分その辺はクリアできないんですけど、それはそれ、別のやはり課題設定と

して考えていくところだろうとも思いますし、まず窓口サービスセンター全体のあり方と

して、どういうことかということで、ご提案もさせていただいていますので、そのあたり

はご理解いただきたいというふうに思っております。 

 

○ 伊藤 元委員 

 ちょっともう一回戻っちゃうけれども、そもそもこのサービスが欲しいと、どこからか

要望が出てきたんですかね。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 これは場所の話はともかくとして、土日祝日のサービスの向上というのは総合計画の中

にもうたわれていますし、やはり土日祝日に使えない人という方のためにやっぱりサービ

スの向上を図るべきというような考え方のもとに、その増設という考え方をさせていただ

いた。要するに、土日祝日サービスに市民の簡便さを検討していくという内容の中で、今

回これを提案をさせていただいとるということでございます。 

 

○ 伊藤 元委員 

 ということは、これといってきちんとした要望がどこかから出てきたということではな

くてということやね。四日市の市民に対しての利便性向上ということで、総合計画に位置

づけられとるからということだけですか。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 それとやはり実態として、今の窓口サービスセンターの状況がずっとこの平成20年から

24年ふえてきているということで、非常にやっぱり利用される方がふえてきたのだなとい

うことで、やはり新たにそういった交通の便の、車の便のいいところをつくっていくのが

もっと利用の向上につながるんだろうということで考えて、そういう形に提案をさせてい
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ただいておるということでございます。以上の２点ということでございます。 

 

○ 伊藤 元委員 

 それじゃ、私が思うにはもう少しいろんな手法があると思いますので、そういうことを

もう少ししっかりと検討、検証していただいてね。またそのでき上がったときに出してき

てもらうのがええのかなというふうには思いますね。時期尚早ではないかなという気がし

ていますね。 

 それで、例えば地区市民センター、ごめんなさい。笹岡委員が冒頭におっしゃられまし

たけれども、たしか四、五年前にこの地区市民センターの窓口業務を集約して、拠点化し

ていくという話があった。あのときに地区市民センターの業務の大事なところというか、

中枢というかね。それがこれでもあって、公民館業務もあわせてしっかりと充実させてい

かなあかんということが言われとったと思うの。それで、現在考えてみたときに、結構土

日でも地区市民センターの活用というのはありませんか。まちづくりでいろいろと市民の

皆さん、使っていますよね。そのときに職員さんというのは誰か出とるんやないのかなと。 

 それで、例えばちょっとよその地区はわからんけど、楠地区の総合支所やと、民間の人

に頼んであけてもらったりとかね。閉めてもらったりしとるんやけどさ。それやったらも

う、職員さんとかパートの人、１人入れといて、窓口受付業務ならやってもらってもええ

のと違うのやろうかなと。費用対効果、こうやって外へ出していく部分ともっときちんと

整理してもらって出してほしいなと思うの。そうすると、日曜日もセンターがあけば、も

うこの上ない話になるん違うのかなという気がするんやけど、そこら辺のその考え方とい

うか、整合性をどうとらまえとるのかなというのがわからんのやけども。 

 

○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 その委員おっしゃる、その地区市民センターをあけてということになりますが、今、23

センター。楠を入れると24になります。それを同じようなあけ方をしますと、これはもう

想定できないような大きな金になりますね。というのはなぜかというと、土日はあけます

し、７時、夜まであけますので、その辺も人件費というのは、先ほどの１センターでも

3000万円ぐらいということでかかってくるということで、それも23と、これは、かなり大

きくなってしまって、ただ、それだけ利用があるかというと、なかなか難しいのではない

かなというのと、一つ、その１センター、これをあける場合にも、一つ考えは、そこのセ
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ンターは逆に言うと窓口サービスセンターという概念もありますが、そこのセンターがあ

いとるという概念になりますから、例えばそこのほかの業務ですね。地域振興業務とかい

ろんな業務がそのまま入ってくるということになるんだろうなというふうに想定しとるわ

けです。 

 そうすると、そこのセンターだけがそういう業務を平日でも夜でも全部やるということ

になったときに、果たしてほかの地区のところ、何でうちではそういうことやってくれや

んのというような問題というのは、多分これは出てくるのではないかなというような懸念

も示しとって、あけるセンターはいいですが、その他の地域は。ある意味、当然窓口だけ

の話じゃなくて、センターがあいとればほかの業務のことも多分説明に、聞きに来れます

し。ということになると、あいとるセンターはいいですが、ほかのあいとらんところに何

でやという話がどんどん出てくるということになると、なかなかその複数センターあけて

みたらええということも難しいし、そうすると、23センター、全部あけやんと不公平やな

いかとかいうような話になってくると、すごい人件費が上がるというようなこともござい

まして、センターであけるというのも、ある意味、そういった地域の人に近いですもので、

なかなか窓口サービスセンターの目的だけでは済まないというような形がございまして、

センターというのもそういう意味でも少し厳しいかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

○ 伊藤 元委員 

 当然費用はかかるというふうに思います、全部あければね。そやけど、何ていうかな。

市民と協働でいろいろこれからまちづくりを展開していくという観点を見たときにね。窓

口業務というのは本当に書類の発行と受付だけですやんか。それで、受付もパソコン起動

させたって、そこへぽっ、ぽっ、ぽっと入力しとけば、向こうのこっちの本庁のほうに来

るわけで、そんなに煩雑な仕事では、私はないと思うんやわな。それで、それよりも、そ

の地域の人たちとともに、そのいろんな活動もあわせて、ともに考えたり、行動したりし

てもらうという形で持っていけば、それは窓口業務だけで見たらすごい費用の加算になる

かもわからんけれども、そうやって公民館業務との兼ね合いというあわせを考えるとどう

なんやろうなという思いがあるんですよ。 

 それで、四日市市がこうやって各地区に市民センターを持っとるというメリットがあっ

たと思うの。それで、そういう部分でどんどんとその施策展開をしていかんと、この市民
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センターの意味もなくなっていくのではないかなと思うとるんやけどな。 

 そやで、難しい話やと思うんですよ。それで、最初にも言うたように、どこまでその市

民サービスを向上させていくんやというところの部分をきちんと定めとかんとあかんのか

な。ですから、今のままでしばらくやっぱり業務展開しながら、これは結構大きな課題か

なというふうにとらまえとるんですけどね。それで、今時点ではちょっと理解がしにくい

かなと。私個人はね。まあ、そんなところですね。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ご意見で。 

 

○ 伊藤 元委員 

 そうですね。もうこれ以上はなかなか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 時期尚早というご意見で。 

 

○ 伊藤 元委員 

 はい。私はそういう思いです。以上です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 それでは、窓口業務関係はよろしいですか。関連の方。 

 では、他に。 

 

○ 伊藤修一委員 

 済みません。決算のときもちょっと話をしとった男女共同のＤＶの予防教育、それから、

対応ですね。今年度の対応状況、ちょっと考え方等ありましたらお伺いしたいと思います。 

 

○ 伊藤男女共同参画課長 

 男女共同参画課、伊藤でございます。 

 ＤＶ防止セミナー及びデートＤＶ予防教育あたりのことでよろしかったでしょうか。 
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 まずＤＶ防止セミナーにつきましては、今年度は一般市民にも公開という形ではさせて

いただきましたけれども、関係者、関係機関の研修という位置づけも置きまして実施をさ

せていただきました。私どもが持っております児童虐待及び配偶者暴力防止のネットワー

ク会議の会員さん方に声をかけさせていただいて、開催をさせていただいております。 

 それから、デートＤＶの予防講座につきましては、昨年度は各学校さんのほうにこうい

う出前講座がありますのでという文章をお配りをしてというような形で、手を挙げていた

だくのを待っていたというような状況だったんですが、利用が非常に少なかったという反

省から、今年度においては、年度当初に各学校の校長会なり、園長会なりに出向かせてい

ただいて、今の実態もお話をさせていただきながら、ぜひ積極的な活用をということで働

きかけをさせていただきました。 

 結果としましては、今年度も、この間、最終のが終わったところで、これで今年度の数

字ということなんですけれども、保・幼・小・中、高校、大学、それから、その他教職員

等の研修も含めまして、41カ所で67回の講座を開催させていただいたところです。 

 以上です。 

 

○ 伊藤修一委員 

 決算のときに少し話をしたんですが、やっぱり啓発事業というのに、もっとやっぱり早

い時期の若年者の啓発、やっぱりそれをしっかりやっていっていただきたい。というのは、

いろんな全国的に見ても四日市市もいろんな女性にかかわる事件があって、何かと心を痛

めておって、何とかそういう部分では、男性というよりも女性もやっぱりしっかり身を守

る方法も勉強してほしいなと。そういう部分で、そういう講座を受けた方が、結局、感想

というか、それが実践的に役に立っていけるかどうか。何回もくどいかわからんけれども、

いろんな形でやっぱりそういうことを啓発していってほしいなと思っておるんです。 

 何か先ほどの話の中で、実態をいろいろお話ししたということだけれども、やっぱりそ

ういう実態がもしわかってみえるんやったら、この委員会でもこの場で少し披瀝していた

だいて、これでやっぱり私たちもいっぱいそういうようなの共有していったほうがいいな

と思うの。 

 それで、あともう一つ、児童虐待とかいろんな会員さんにも、指導者養成かけてみえる

と思うけど、その人たちはこの次どこでその役割を果たしていくかという、そこら辺もや

っぱりサポートしていってあげないと、ちょっと難しい。今の喫緊の課題じゃないかなと
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いう気がしているんだけれども、そこらをあわせて考え方があったら、来年度に向けてち

ょっとお伺いできたらと思います。 

 

○ 伊藤男女共同参画課長 

 その若年者向けの予防というところで、私どももそこに非常にやっぱり力を入れていか

なければ、このＤＶというのが対症療法だけではなくなっていかないというのは、非常に

感じているところで、それでもって平成23年度からそのデートＤＶの予防講座というよう

な形をさせていただいているところです。 

 伊藤修一委員がおっしゃいましたその実態というところなんですが、昨年度、そのデー

トＤＶということに関して、三重県の男女共同参画センター、フレンテみえのほうで、県

下の高校、それから、大学に協力を得て、大々的な実態調査をしております。ちょっと申

しわけありません。今その実態調査の結果を手元に持っていないんですが、私どもが一番

衝撃を受けたのは、そのＤＶ、おつき合いをしたことがあるという経験者の中で、ＤＶの

被害、加害を受けた経験、それから、ＤＶを行った加害のほうの経験も含めて、大体３分

の１ぐらいの子供たちが中学３年生までの間に経験をしていると。もう高校３年生までの

間で、約８割近い子たちが経験をしているというような実態がありました。その他のちょ

っと細かいところ、申しわけありません。ちょっと記憶に今ございませんので、必要であ

ればまたその調査票の結果をお持ちをさせていただこうと思いますが、そういうようなこ

とでございます。 

 指導者養成については、実はことし、小学校以下のデートＤＶ予防講座については、人

権擁護委員の方に協力を得まして、ＮＰＯ法人シーンさんというところが一つの教材をお

持ちなんです。それでもって保・幼・小については回っていただいているような実態なん

ですが、かなり保・幼・小からの要望が多いということで、人権擁護委員さん方も非常に

多忙な中で、何とかこなしてはいただいているんですが、そういうようなところでどんど

ん広げていくという中で、いつまでも人権擁護委員さんだけに頼っていられないというと

ころで、このデートＤＶの予防教育の指導者養成の講座をさせていただいて、今後の出前

講座に出ていっていただけるような方々を養成していきたいということでございます。 

 

○ 伊藤修一委員 

 一つ、実態の話で、やっぱり県がやった実態の話を少し伺って、やっぱりそういう部分
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では四日市市もそういうふうな、実際の事件とか被害とかもやっぱりいろいろ新聞報道で

見ると、やっぱり心を痛める内容があるので、やっぱり四日市市としてその実態をもっと

把握して、現実をもっとやっぱりいろんな人に伝えやなあかんと思うんやけど、そういう

実態を把握する方法というのは、どこでどうやってしたら四日市市はできるの。 

 

○ 伊藤男女共同参画課長 

 実態把握ということであれば、もう各学校へのアンケート調査というのが一番実態把握

ができる部分かなというふうには思います。それぞれの学校、今このＤＶの予防講座で行

かせていただいている学校からは、養護の先生等からいろんな、こういうことがあるんだ

というようなお声は聞かせてはいただいておりますが、それはごく一部のところでござい

ますので、全体の実態というところでは、やっぱりそういうふうな調査を実施するという

ところかなというふうに思います。 

 

○ 伊藤修一委員 

 やっぱり施策を、予算をつけて打っていくわけやから、その実態をやっぱりしっかりつ

かむという、そのマーケティングじゃないけど、調査というか、そういうことをやっぱり

大事にしていかんと、やっぱり四日市市のお金でやっとることだから、その市のお金がい

かに生きて、費用対効果を上げていくかというと、ある程度実態調査した結果、その数値

が結局こういうふうに変わった、展開した、効果があったとかいろんな、どこで評価して

ええのか。この事業をやっぱり感想とか主観だけではちょっと怖いというかね。きちっと

客観的にそういう事業として、やっぱり予算をとってやっているんだから、そういう調査

に基づいた、ある程度数値に基づいた事実関係。客観的なね、主観じゃなくて。そういう

ものに基づいて、施策をやっぱりやっていってほしいなと。 

 そういう分、来年度そのお金が要るのか、要らんのかわからないけれども、教育委員会

に頼むんやったら、しっかり教育委員会に頼んでいかんと、いろんな事件ももう風化して

いくだけで、やれ、半年たちました、１年たちましたということではやっぱり四日市市と

して、その問題をよそ見しとったんじゃないかなと。いやいや、これは風化させてはいけ

ないから、やっぱりしっかり教育委員会や中学校に対して、実態どうですかということを

常に啓発かけたり、調査をする。そして、それを施策に生かして、そして、この施策でこ

うなりましたということを議会に報告できるような予算の活用を要望だけしときたいと思
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います。 

 

○ 加藤清助委員長 

 要望ということで。 

 他にご質疑ありますか。 

 

○ 伊藤 元委員 

 済みません。くどいようで申しわけないです。教えてください、もう一回。窓口サービ

スね。これ、平成26年度は、開設経費を1155万7000円で、運営経費を191万4000円上げて、

平成27年度からの営業を目指していくということですよね。 

 

○ 加藤清助委員長 

 平成27年当初。 

 

○ 伊藤 元委員 

 当初。 

 

○ 加藤清助委員長 

 １月か。 

 

○ 石川市民課長 

 平成26年度の終わりですね。ですので、平成27年の１・２月。 

 

○ 伊藤 元委員 

 平成27年の１・２月。 

 

○ 石川市民課長 

 はい。ですので、運営経費といたしましては、３カ月分を計上させていただいておりま

す。 
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○ 伊藤 元委員 

 ああ、それで３カ月もあるのか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○ 伊藤 元委員 

 済みません。それで、この事業で、その利用者の見込みというのはどれぐらい見込まれ

とるのかな。どこかに書いてありましたっけ。利用件数。これぐらいの利用件数はあるん

だろうというやつ。 

 

○ 石川市民課長 

 済みません。まず利用件数なんですけれども、近鉄四日市駅高架下のほうがおおむね４

万6000件ぐらい。届け書、証明発行、あるいは収納という、税金を納めていただく方、非

常に利用が多い実態がございます。こちらの駅に来ていただいている方で、例えば車を利

用される方が、例えば新しく尾平に流れるとかいう、おおむねの推定なんですけれども、

４万8000人ぐらいの方が来ていただくのではないかという推定のもとに、ですので、新た

に設置させていただきたいという推計を出しております。 

 

○ 伊藤 元委員 

 済みません。そうすると、新しく開設、尾平のほうに４万8000人来るということ。そう

すると近鉄の下はどうなるの。 

 

○ 石川市民課長 

 近鉄の下も当然利用率はあるかと思います。そうですね。年間なんですけれども、平成

25年度なんですけれども、全て23地区市民センター、あるいは駅、市民課も含めてなんで

すけれども、おおむね38万件ほど。済みません。39万件ですね。延べのいろんな届けがあ

ります。その中で、推定として、市民課に来ていただいている方、あるいはその駅に来て

いただいている方で、実は駅の窓口サービスセンターもくすの木パーキングの駐車券を渡

したりしておりますので、一定どのぐらいの方が車で来てらっしゃるかというのも把握は
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しております。 

 その中で、それぞれが行くであろう、大体の２割ぐらいの方、10％ぐらいですね。１割

ぐらいの方が行くとしたらというところで推計を出させていただいて、４万8000人ぐらい

の方。件数としては３万5000件ぐらいかなというふうには考えておるんですけれども、お

一人の方が複数、住民票と印鑑証明とられたりということがございますので、来るお客様

といたしましては、４万8000人ほどの方が行くであろうという推定のもとに、やはり必要

な施設ではないか、車で行くのには便利のいい場所で、イオンですと、どこでも皆さん知

って見えるので、そういうところで推計をしております。 

 

○ 伊藤 元委員 

 説明はわからんことないんやけども、細かなことがちょっとよくわからないんですよ。

ちょっと整理をしてほしいなと思うんやけど、新しく窓口を設けることによって、流れが

どう変わるのかというのをまず知りたいのと、それから、このサービスの大きなメリット

というのは、土日、夜間というところですよね。そういったときに今やっとる駅下と比較

して、どうなのか。それで、新しくかけていくと、これは３カ月分というのだけれども、

例えばもう年間の経費ね。プラスまた3000万円の人件費、足していかないかんわけでしょ

う。そういったときの、何ていうかな、ある程度分析をしとかんとあかんのかなという気

がするんです。 

 それで、その辺のわかる資料をちょっとつくってもらうというわけにいかんかな。当然

新しい事業をしていくわけやから、ある程度の見込みをね。見込まれとると思うの。その

目標値を示した資料をつくってほしいなと思うんですけど。 

 

○ 加藤清助委員長 

 それは採決には。関係ないですね。 

 

○ 伊藤 元委員 

 関係したい。 

 

○ 加藤清助委員長 

 したい。 
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○ 伊藤 元委員 

 はい。 

 

○ 加藤清助委員長 

 その１件当たりのそれぞれの処理コストで、例えばショッピングセンター、今度の想定

の件数だとか、あるいは地区市民センターの１件当たりの今の処理コストという比較表で

すか。 

 

○ 伊藤 元委員 

 そうですね。新たに開設したとこにどれぐらいの見込みをしとるかということが明確に

わかるというのがまず大事かなと私は思うとるの。例えば窓口あけて、１カ月に、どうや

ろ。10人、20人では費用対効果を考えたときに意味ないでしょう。 

 

○ 加藤清助委員長 

 さっき４万人ぐらいと。 

 

○ 伊藤 元委員 

 ４万人来るの。尾平のイオンのところにそれをあけると、そこへ窓口に。 

 

○ 加藤清助委員長 

 想定でしょう、アバウトな。推計。 

 

○ 伊藤 元委員 

 そしたら、まあ、いいわ。できたらちょっとそういうのがわかるような、数値で、表で

示してもらいたいのが一つ。それとあと、その目標に達しやんだとき、どうなるのかな。

撤退するんですか、そのときは。その辺ちょっと教えてください。 

 

○ 加藤清助委員長 

 そこまで考えとる。どうです。考え方だけ。 
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○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 その目標値というのを、推計値、達せやんならもうやめとけというご趣旨のお話という

ことなんでしょうけれども、基本的には、それが例えば10分の１とか極端に少ないという

ことであれば、そういったこともそれはあるのかもわかりませんが、それなりの数値まで

いけば、それがどれぐらいやという話、半分やったらやろうかという話も、議論もござい

ますが、それなりの数値をいけば、その推移を見守っていただきたいなというふうには思

っております。 

 以上でございます。 

 

○ 伊藤 元委員 

 何でこういうことを言うかというと、さっきも言うたように、たしか四、五年前に窓口

業務を分散化していくという話があったんだよね。そやけど、それ以来、そんな話ってな

かったと思うんやけど、協議会か何かでありましたっけ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 この窓口センターは出ていましたよ。 

 

○ 伊藤 元委員 

 何回か出とって。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ええ。ショッピングセンターのあの事前のニーズ調査とかはどこか委託してやったよね。 

 

○ 伊藤 元委員 

 その必要性があったわけなんかな、そうすると。ちょっと記憶になかったもので、今こ

んな質問しとるんのやけど。胸張って言うことやないんやけどさ。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ２回ぐらいやったかな。次長、簡潔にお願いします。 
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○ 山下市民文化部次長兼市民生活課長 

 先ほども申し上げましたように、データ的にその市民窓口サービスセンター、近鉄四日

市駅の下の利用者がふえてきているということが一つ。それと先ほど言いましたように、

総合計画の中でその土日、祝日の利便性を高めようということを検討せいということがご

ざいますので、それの検討の結果がこういう形になっているということでございます。 

 

○ 伊藤 元委員 

 はい。わかりました。とにかく一応、新しい窓口の開設に向けて利用者見込み数だけで

もちょっと提示をしていただきたいなというふうに思います。 

 

○ 加藤清助委員長 

 先ほどの提示数ではだめですか。 

 

○ 伊藤 元委員 

 やっぱりある程度どれぐらいかとわかるように、そのほかとの。 

 

（「シミュレーションしとるんやからどこが」と呼ぶ者あり） 

 

○ 伊藤 元委員 

 うん。何らかの出してください。 

 

○ 加藤清助委員長 

 この18ページの真ん中の表に加えてもらうとか。 

 

○ 伊藤 元委員 

 そうそうそう。 

 

○ 加藤清助委員長 

 そうすれば、ほかのところが多少の増減があり得るかもわからんけど。 
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 じゃ、続けて。 

 

○ 伊藤 元委員 

 はい。あわせて、この今言われた18ページのやつにつけ加えてほしいのと、それから、

その周辺の地区市民センターが減らへんかなという思いもあるの。だから、それではまた

いろいろと異論が出てくるでさ。その辺も一遍ちょっとわかるように、どれだけ見込んど

るのかね。書いてください、推定をね。 

 それから、一つ、ちょっとこれはもう今さら言うことでもないのかもわからんのやけど、

以前、近鉄四日市駅の休日受付のところへ、11月22日に婚姻届を出された人がおるのやわ。

それで、仮受付なんよね、これ。近鉄のところはな。それで、本受付がされたかどうか。

22日でそれがされとるかどうかこだわっとる方がみえてね。確認をしたのね。そうしたら、

そのときに職員さんなのか、パートの人なのかわからないけれども、本人が大事ですわね

という話があったのね。すごい私のところへ苦情が来まして、こんなこと言われたって言

って。一言多いわな。それで、１対１で対面方式でやっていくということはええことなん

やけども、その受け付けた人のスキルとかそういう部分をしっかりしといてもらわんと、

市民サービスのつもりが逆を招くおそれがありますので、ぜひその辺の配慮にね。それは

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○ 加藤清助委員長 

 質疑は他になしでよろしいでしょうか。 

 先ほど伊藤 元委員、資料の請求ありましたけど、それはそれが出ないと採決、意思表

明できないということではないですね。４万何ぼというのは口頭でしたけど、ありました

けれども、新しい尾平の想定がね。それ以上に深くは出ないでしょう。 

 

○ 石川市民課長 

 済みません。あくまでも、推定数値でございまして、おおむね４万8000人ほどというふ

うには考えております。 

○ 加藤清助委員長 

 ということですので。 
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○ 笹岡秀太郎委員 

 議事の進め方でちょっと確認だけさせてほしいんやけど、もう少し議論する余地がある

のかなと。この部分についてね。これは今から採決。 

 

○ 加藤清助委員長 

 今からは討論があるかどうかというのと、それから、全体会送りに提案したほうがいい

というのがあるかどうかという確認をした上で、採決を行いたいと思っております。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 じゃ、その辺を含めたら伊藤委員のあれもカバーできるかなと思うので、その辺を進め

ていきたいと。 

 

○ 加藤清助委員長 

 そうやって進めていく中で表明してもらえばいいということですね。 

 

○ 伊藤 元委員 

 今般、一応ちょっと、本当にもう少ししっかりと確認をしていきたいなという思いもあ

りまして、やっぱりいろんな方々の意見ももう少し聞いてみたいなという思いがあります

ので、この部分については、資料も請求をさせていただいとるということもあって、採決

保留で全体会へ上げてもらうというわけにいきませんでしょうか。 

 

○ 加藤清助委員長 

 全体会送りも一応、分科会では採決を行って、全体会送りについて……。 

 

○ 伊藤 元委員 

 とらんと送る方法もある。 

 

○ 加藤清助委員長 

 両方あった。 
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○ 栗田議会事務局主事 

 総意の場合は採決をとらずに送ることが。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ああ、総意ならね。 

 

○ 小林博次委員 

 いや、この程度の問題は委員会で決めたらいい。 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、ちょっとそこら辺もありますので、今のご意見のあれでいくと、総意で全体会送

りということでもなさそうですので、もし総意でなければ、その議案についての可否の判

断と全体会送りについての申し出があれば、それに賛成かというので諮っていくしかない

かなという思いで受けとめましたが、そういう諮り方でよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 では、質疑を終結させていただきまして、討論ございますか。 

 

（なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 討論はなしと認めます。 

 それから、全体会へ送るべき事項の提案はありますか。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 先ほども言いましたように、この窓口サービスの新設の必要性というのは、総合計画、

行財政改革プランにおいて位置づけされとるということで十分理解をするところなんです
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が、新たなサービスセンターの位置についてのところで、やはりもう少し考慮が要るのか

なという意味で、全体会で幅広いご意見を頂戴した上で、判断していっていただければあ

りがたいというふうに意見表明します。 

 

○ 加藤清助委員長 

 それでは、ただいま全体会送りにということで提案がありまして、これは議案第166号

の一般会計予算のどこになるの、これ。 

 

○ 樋口龍馬副委員長 

 第１目 戸籍住民基本台帳費。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ああ、第１目の戸籍住民基本台帳費の中の新しい窓口サービスセンター事業費について、

全体会送りについての可否を諮りたいと思います。 

 全体会送りにすることに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

○ 加藤清助委員長 

 賛成少数と認め、全体会送りは否決をされました。 

 それでは、採決のほうに入ります。 

 議案第166号平成26年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳出予算、歳出第２款総務

費、第１項総務管理費中、第10目総合支所費、第13目あさけプラザ費、第17目男女共同参

画費、第３項戸籍住民基本台帳費、第10款教育費、第５項社会教育費、第３目公民館費中

関係部分及び第２条債務負担行為中関係部分につきましては、原案のとおり決することに

ご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 

○ 加藤清助委員長 

 異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 
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 〔以上の経過により、議案第166号 平成26年度四日市市一般会計予算、第１条歳入歳

出予算、歳出第２款総務費、第１項総務管理費、第10目総合支所費、第13目あさけ

プラザ費、第17目男女共同参画費、第３項戸籍住民基本台帳費、第10款教育費、第

５項社会教育費、第３目公民館費中関係部分、第２条債務負担行為中関係部分につ

いて、採決の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

○ 加藤清助委員長 

 あと１点だけ続けさせていただいて、きょう、市民文化部を終了したいと思っておりま

すので、しばらくご協力ください。 

 続きまして、議案第192号平成25年度四日市市一般会計補正予算（第５号）、第１条歳

入歳出予算の補正、歳出第２款総務費、第３項戸籍住民基本台帳費について、資料の説明

を求めます。 

 

    議案第192号 平成25年度四日市市一般会計補正予算（第５号） 

     第１条 歳入歳出予算の補正 

      歳出第２款 総務費 

         第３項 戸籍住民基本台帳費 

 

○ 石川市民課長 

 予算常任委員会資料の一般会計補正予算（第５号）の資料になります。３ページをお開

きください。 

 予算常任委員会資料の市民文化部でございます。さきの……。 

 

○ 加藤清助委員長 

 ひもでとじてあるやつの追加上程分。 

 

○ 石川市民課長 

 追加上程分の市民文化部の３ページになります。 
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○ 加藤清助委員長 

 発見されましたでしょうか。では、お願いいたします。３ページ。 

 

○ 石川市民課長 

 はい。住居表示管理経費になります。こちらにつきましては、住居表示の管理経費の中

でございまして、その中で、末永・本郷土地区画整理事業に伴う街区番号の付番の書きか

え作業を当初予算で、昨年度、この２月の当初予算の時期にお諮りをさせていただきまし

た。２番の内容にございますように、平成25年の９月ごろに当初予算の段階では、末永・

本郷土地区画整理事業の換地処分が予定されておりました。ところが、平成25年の５月予

定でございました強制執行につきまして、特別抗告等により大幅におくれておりまして、

こちらの当該部分の未完成部分工事が平成26年度に計画変更となっております。 

 そういった中で、この住居表示のつけかえ事業につきましては、区画整理事業の換地処

分、あるい町名・町界変更後の事業となりますので、着手できなかったため減額補正を、

この関係経費ということで計上をさせていただきました。 

 事業内容といたしましては、下の欄にございますように、当初予算額、住居表示全体と

いたしましては、863万6000円のところ、この末永・本郷土地区画整理事業に伴います710

万円――委託費全て――でございます。こちらの減額について今回にお諮りさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○ 加藤清助委員長 

 減額補正の説明はお聞き及びのとおりであります。ご質疑のある委員の方、挙手にてお

願いいたします。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 これについては何もないんですが、一体いつになるの。 

 

○ 石川市民課長 

 市街地整備公園課と連携して、この事業を進めているところでございます。進捗状況に

ついて確認のほうをさせていただいているんですけれども、一応平成25年の12月26日に執

行官のほうから協議等がございまして、１月の末から２月、この時期に向かって、その当
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該建物の部分につきましてライフラインをとめる手続をとっておるところだったんですけ

ど、ちょっとその時期がおくれまして、今週等にこのライフラインのとめる手続をされる

というふうに聞いております。 

 その後なんですけれども、ライフラインをとめる手続の後に未完成部分の前面道路等、

工事をいたしまして、その後、測量等で、こちらのほうが平成26年６月ぐらいに工事を終

わるというふうには聞いております。その後、換地処分ということが夏から秋にかけて、

平成26年の７月から９月ぐらいで、換地処分のほうがおおむね11月ぐらいにはできるだろ

うというふうには聞き及んでいるところでございます。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 ここの委員会ではこの経費についての議論しかできませんので、しませんが、地域住民

からもやっぱり大きな声が出ているというのはもうご承知のことと思うので、丁寧な説明

が必要かなという思いがします。そのあたり、今の説明はやっぱり一番、該当していると

ころにきちんと説明ができるようにしてほしいなと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○ 石川市民課長 

 済みません。実は今年度当初、平成25年の４月ぐらいにこの事業についてやらせていた

だきたいということで、連合自治会長のほうにもご挨拶を差し上げて、連合自治会長のほ

うからも丁寧な説明をするようにということで、委員と同じことを承りまして、当然うち

の事業といたしましては、実は当初予算に、平成26年度予算に計上しておりません。とい

いますのは、区画整理事業が済んだ後やらせていただきたいということで、平成27年度あ

るいは26年度の補正でご説明差し上げるというところでなんですけれども、丁寧な説明を

した上で、地元には入らせていただきたいと思いますので、ご理解賜りたいと思います。 

 

○ 加藤清助委員長 

 よろしいでしょうか。 

 他にご質疑。 

○ 小林博次委員 

 関連して。やるつもりなら全部これ、街区表示できたと思っとるんのやけど、何かちょ
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っと一個ずれたら、みんなずらしてくるやり方をとっているけど、その必要はないと思う

んやけど。住居表示をつけるのに何の障害もないわけやで。 

 

○ 石川市民課長 

 済みません。このつけかえ事業につきまして、その１件、特別抗告等で現状がまだ未設

置の部分がございまして、その関係で、その街区につきまして、付番のつけかえがまだ終

了していない状態、１カ所だけを残して……。 

 

○ 小林博次委員 

 いやいや、１カ所ができないけど、残りは全部できるわけやから、何でいつもこうやっ

てずらしていくのかなと思って。 

 

○ 加藤清助委員長 

 そこだけはつけれやんけど、それ以外はつけられるんかなと。 

 

○ 小林博次委員 

 それ以外は全部できるわけやでな。 

 

○ 加藤清助委員長 

 もう簡潔に、何でできやんかという理由の根拠だけ示してもらえますか。 

 

○ 小林博次委員 

 根拠は移転していかんからということやろ。強制執行の最中やから。それはわかっとる

のやけど。 

 

○ 石川市民課長 

 今、現状、街区案という形ではつくらせてはいただいているんですけど、その中で、こ

の区画整理事業の換地処分が確定いたしまして、町界が決まります。その後にこの街区の

付番を振りかえをさせていただきたいというふうに考えております。 
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○ 小林博次委員 

 しゃべっとる日本語がわからんのやけども。１軒残して全部決まったんやな。これで一

番最後なんや。その建っている家がはみ出しているか、はみ出していないか別にして、決

まっていますやないか。これを決めやんと全部決まらんというんやったら話、別やぞ。全

部決まって、一番最後にそこだけ残したんやない。まあ、いいわ。だから、できるのに何

か理由があるからできやんというのはちょっと理解しにくいな。やっぱりやることは粛々

と、もっと早くできたわけやから、やっていくべきやと。完成せなあかんという、そんな

ことでもないわけやからね。それ一つどかんと、丸々全部あかんのやということと違うん

やで。どいてもどかんでも確定しとるわけやから。だから、市が痛くもかゆくもないから

こじれるだけやない。市が痛かったら、そんなわざわざ訴えませんやろ。 

 以上。 

 

○ 加藤清助委員長 

 よろしいか。市民課長、何かありますか。なし。よろしい、小林委員。 

 

○ 小林博次委員 

 はい。いいです。 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、他にご質疑なしと認めます。質疑を終結させていただきます。 

 討論も全体会送りもないと思いますが、よろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 それでは、採決に入ります。 

 議案第192号平成25年度四日市市一般会計補正予算（第５号）、第１条歳入歳出予算の

補正、歳出第２款総務費、第３項戸籍住民基本台帳費につきましては、原案のとおり決す

ることにご異議ございませんか。 
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（異議なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 異議なしと認め、本件は可決すべきものと決しました。 

 

 〔以上の経過により、議案第192号 平成25年度四日市市一般会計補正予算（第５号）、

第１条歳入歳出予算の補正、歳出第２款総務費、第３項戸籍住民基本台帳費につい

て、採決の結果、別段異議なく可決すべきものと決する。〕 

 

○ 加藤清助委員長 

 以上をもちまして、本日審査の市民文化部所管は全て終了ということであります。お疲

れさまでした。 

 あと、委員の方、きょうの開会の冒頭に、この日程中にその他事項で、所管事務調査に

ついてのご提案があれば、午前中に考えていただいて、午後一でと言っていましたが、午

後一で忘れましたが、何かこれやろうというのがありましたら、提案をお受けいたします

が、ございますか。 

 

（「一任」と呼ぶ者あり） 

 

○ 加藤清助委員長 

 一任と、今期中やでさ。特にないですが。 

 

（なし） 

 

○ 加藤清助委員長 

 じゃ、その他事項の所管事務調査、なしということで、ご確認をさせていただきます。 

 なお、あすは10時から市立四日市病院所管の審査を開始してまいりますので、よろしく

お願いいたします。お疲れさまでございました。 

 

                                １６：１４閉議  


